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1

資料１ 環境保全の歴史

県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

玉川の水を田沢湖に導水（昭１５ 1940） 足尾鉱毒問題発生（明24 1891）

八郎潟の干拓工事着工（昭３２ 1957） 「汚物掃除法」「（旧）下水道法」（明33 1900）

「秋田県立自然公園条例」制定 神通川（富山県）流域に奇病発生（大11 1992）

（昭３３ 1958） 水俣病第１号患者発生（熊本県）（昭28 1953）

～昭和 八郎潟の全面干陸が完了（昭４１ 1966） 清掃法制定（汚物掃除法廃止）（昭29 1954）

４１ 「下水道法」制定（（昭33 1958））

(1966) 「工場排水規制法」「水質保全法」制定

（昭33 1958）

四日市ぜんそく患者発生（三重県）（昭33 1961）

「ばい煙排出規制法」公布（昭37 1962）

(世)「沈黙の春」出版（ｱﾒﾘｶ）（昭37 1962）

阿賀野川有機水銀中毒患者発生（新潟県）（昭39

1964）

４２ ８ 企画開発部県民生活課に公害対策係を設置 ８ 「公害対策基本法」制定

(1967) １１ 秋田湾地区環境大気調査実施

４３ ２ 県公害対策審議会を設置 カネミ油症事件発覚（食用米ぬか油へのＰＣＢの

(1968) ３ 大館地区地表沈下対策協議会を設置 混入が原因）

６ 「大気汚染防止法」制定

６ 「騒音規制法」制定

９ 政府による水俣病、イタイイタイ病の公式認定

４４ ４ 県公害防止条例公布、施行 ５ 政府が初の「公害白書」を国会に提出

(1969) ６ 県公害防止設備資金融資制度発足

６ 東北電力(株)秋田火力発電所と公害対策に関

する覚書を締結。公害防止協定の皮切り

７ 騒音規制法に基づき秋田市を地域指定

９ 県公害防止条例施行規則を公布、施行

４５ ５ 東北製紙(株)と公害防止協定を締結 ４ (世)第１回アースデイ

(1970) ７ 公害課、公害技術ｾﾝﾀｰを設置（企画開発部） ５ 「公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別

７ 休廃止鉱山実態調査を実施 措置に関する法律」制定

１０ 県公害防止条例の一部改正（経済との調和条 ６ 「公害紛争処理法」制定

項の削除） １２ 「水質汚濁防止法」制定

１１ 県公害紛争処理条例を施行 １２ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処

１１ 県公害審査会を設置 理法）」制定

１２ 「農用地の土壌の汚染防止に関する法律」制定

４６ ６ カドミウム汚染水田の土壌改良事業の実施 ５ 「騒音に係る環境基準」閣議決定

(1971) ９ 騒音規制法に基づき鹿角市を除く７市を地域 ６ 「悪臭防止法」制定

指定

９ 東北電力(株)と公害防止協定を締結 ７ 環境庁設置

１０ 県水質審議会を設置 １２ 「水質汚濁に関する環境基準」告示

１０ 県公害防止条例の全面改正

１０ 公害課、公害技術センターが環境保健部に移

管

１０ 「稲わらスモッグ注意報発令要綱」制定
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2

県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

４６ １２ １０月制定の公害防止条例に基づく施行規則

(1971) を公布、施行

４７ ４ 「水域類型のあてはめ」を設定 １ 「浮遊粒子状物質の環境基準」設定

(1972) ６ (財)秋田県分析化学センターを設立 ５ ＰＣＢが製造中止に。

９ 騒音規制法に基づき鹿角市、鷹巣町等７町を ６ (世)ストックホルム国連人間環境会議

地域指定

９ 悪臭防止法に基づき秋田市を地域指定

１０ スモッグ対策連絡会議の設置

４８ ２ 農用地の土壌の汚染の防止等に関する法律に ５ 「大気の汚染に係る環境基準」告示

(1973) 基づく県内初の地域指定（西仙北町杉沢地域 １０ 「公害健康被害補償法」制定

等）

３ 県公害防止条例の一部改正（畜舎施設の排水 １０ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

量上乗せ基準） 律」制定

３ 「秋田県自然環境保全条例」制定 １２ 「航空機騒音に係る環境基準」告示

７ すす水（着色水）発生のため秋田湾海域水質

汚濁共同調査委員会を設置

７ テレメーターシステム稼動

７ 公害技術センター新築完工・公害防止展開催

１１ 土壌汚染対策基本方針を策定

４９ １ 秋田県重金属汚染調査委員会設置

(1974) ２ 「秋田県産業廃棄物処理計画」策定

３ 県公害防止条例の一部改正（屋外燃焼行為の

規制、稲わら燃焼禁止期間の設定）

３ 「秋田県自然環境保全条例」を制定

５ 県公害防止条例の一部改正(Ｋ値11.7→8.76)

６ 「秋田県自然環境保全基本方針」策定

７ 県内初の公害防除特別土地改良事業の実施

（西仙北町杉沢地域等）

５０ ７ 内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画策定を ７ 「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」告示

(1975) 指示

１０ 玉川毒水対策技術検討委員会発足

１２ 「秋田県文化財保護条例」制定

５１ ２ 内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画を承認 ６ 「振動規制法」制定

(1976) （秋田市等２市４町） ６ 廃棄物処理法の一部改正

３ 県公害防止条例の一部改正

３ 県公害紛争処理条例の一部改正（委員定数改

正等）

７ 県公害防止条例の一部改正（水質に係る上乗

せ基準を適用する業種又は施設の規定）

７ 電源開発調整審議会が秋田火力４号機増設を

承認

７ 東北電力(株)と締結した公害防止協定の全部

改正（４号機増設に伴うもの）
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3

県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

５１ １０ 秋田県環境保全センターを設置し、県内事業

者の産業廃棄物処理の補完事業を開始

１０ 「秋田県環境保全センター条例」制定

５２ ９ 第一製薬(株)との公害防止協定の締結

(1977) １２ 玉川毒水対策技術検討委員会答申。石灰中和

法による除毒が最適であるとする内容

５３ ２ 鳥海北麓水系強酸性対策協議会発足 ６ 「瀬戸内海環境保全特別措置法」制定

(1978) ４ 能代石炭火力発電所設置に伴う環境影響調査 ６ 水質汚濁防止法の一部改正

開始（県港湾課、東北電力(株)）

夏 八郎湖の比較的広範囲でアオコが発生

５４ ３ 振動規制法に基づき、秋田市等４市を地域指

(1979) 定

５５ ３ 振動規制法に基づき、男鹿市等３市を地域指

(1980) 定

４ 八郎湖水質汚濁機構解明調査開始

８ 合成洗剤の使用の自粛について関係機関に通

知

５６ ３ 内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画（第二

(1981) 期）を承認（「第一期」地域から井川町を除

外）

４ 環境保全課、環境技術センターに改称

６ 秋田空港開港

６ 富栄養化対策（公共用水域の水質浄化）に関

するプロジェクトチームの設置

６ 八郎湖水質対策連絡協議会の設置（湖周辺１

３市町村及び県）

６ 「公害苦情相談員設置要綱」制定

７ 水質の富栄養化対策啓蒙推進連絡会議の開催

１０ 秋田空港周辺地域に係る「環境基準地域類型

指定」の告示

５７ ３ 県公害防止条例の一部改正（病院等を排水基 １２ 「湖沼の窒素及び燐に係る環境基準」設定

(1982) 準の特例に係る適用業種に追加）

３ 秋田石油備蓄(株)設立

６ 「工場・事業場のばい煙、粉じん及び排出水

に係る立入検査及び改善指導実施要領」制定

５８ ４ 「スパイクタイヤ使用自粛指導要綱」制定 ５ 「浄化槽法」制定

(1983) ８ 「近隣騒音防止指導指針」制定

８ 「公害関係災害等発生時通報事務取扱要綱」

制定

５９ ２ 「大気汚染緊急時措置要領」制定 ７ 「湖沼水質保全特別措置法」制定

(1984) ２ 「水質汚濁緊急時措置要領」制定 ８ 「環境影響評価の実施について」閣議決定

６０ ２ 秋田県公害防止条例施行規則の一部改正 ３ (世)ウィーン条約（オゾン層保護）採択

(1985) ３ 秋田県公害紛争処理条例の一部改正（手数料 １２ (世)英国、南極のオゾンホールの存在を公表

等の額の改正）
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4

県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

６０ ３ 八郎湖水質汚濁機構解明調査報告書を作成

(1985) ４ 保健所の環境・公害部門の整理統合

７ 東北電力(株)と公害防止協定締結（能代火力

発電所関係）

９ 県公害防止条例施行規則の一部改正（小型ボ

イラーの規制関係）

１２ 県公害防止条例の一部改正（水質審議会の廃

止）

６１ ３ 騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域

(1986) として秋田市等２市３町を指定

３ 騒音規制法に基づく規制地域として昭和町等

２町を指定

６２ １ 内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画（第３ ４ (世)環境と開発に関する世界委員会が「持続可能

(1987) 期）を承認 な開発」の考え方を提唱

３ 秋田石油備蓄(株)と男鹿事業所に係る公害防 ９ (世)ウィーン条約に基づき「オゾン層を破壊

止協定締結 する物質に関する議定書（モントリオール議定

３ 県公害防止協定及び同施行規則の一部改正 書）」採択

（銅含有量に係る上乗せ排水基準等の改正）

３ 「秋田県自然環境管理計画」策定

９ 「稲わら等燃焼禁止監視指導マニュアル」制

定

６３ ２ アスベスト問題連絡協議会発足 ５ 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関す

(1988) ２ 建設省東北地方建設局長と玉川酸性水中和処 る法律」制定

理施設の維持管理に関する協定締結

５ ２月に締結した協定に基づき、建設省が玉川

酸性水中和処理施設の建設に着工

１２ 八郎湖水質保全対策委員会設置

平成 １ １ 県、秋田市、大王製紙三者で「秋田進出に係 １ (世)「モントリオール議定書」が発効

(1989) る覚書」締結 ３ (世)有害廃棄物の越境移動に関する「バーゼル条

３ 「秋田県第２次産業廃棄物処理計画」策定 約」採択

３ 秋田県における環境教育のあり方に関する ５ 「地球環境保全に関する関係閣僚会議」を設置

「『あきたの特性を活かした快適な環境』を

求めて」をまとめる

３ 大気汚染常時監視テレメーターシステムの更新

４ 「産業廃棄物処理施設設置等事務取扱要領」

制定

２ ３ 秋田県環境保全基金条例公布、施行 ６ 「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法

(1990) ４ 八郎湖技術検討委員会設置 律」（脱スパイクタイヤ法）制定

６ 「秋田県県外産業廃棄物搬入処分に関する指 １０ 地球環境保全に関する関係閣僚会議において

導要綱」制定 「地球温暖化防止行動計画」を決定

６ 県議会において「地球環境保全について」決

議

８ 秋田県「ゴルフ場の農薬による水質汚濁防止 １２ ダイオキシン類発生防止等ガイドラインが取りま

対策実施要項」を制定 とめられる。
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県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

３ ２ 「秋田県新総合発展計画」策定 ４ 「再生資源の利用の促進に関する法律」制定

(1991） ４ 脱スパイクタイヤ法に基づいて地域を指定 ８ 「土壌の汚染に係る環境基準」告示

５ 玉川ダムの本格湛水にあわせて酸性水中和処 １０ 廃棄物処理法の大幅改正

理施設の本格運転を開始

１２ 内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画（第４

期）を承認

４ ３ 八郎湖技術検討委員会が八郎湖水質保全対策 ６ 「自動車ＮＯｘ法」制定

(1992) の在り方について報告 ６ (世)「環境と開発に関する国連会議」（地球サミ

４ 環境衛生課内に「廃棄物対策室」を設置 ット）においてリオ宣言、アジェンダ２１等を採

７ 大王製紙誘致に反対する市民が県と秋田市を 択。気候変動枠組条約に１５５カ国が調印

相手取り秋田地裁に提訴（大王製紙訴訟）

９ 県議会で「県民が一体となって地球環境の保

全に取り組む」こと等について決議

５ ３ 「秋田県廃棄物減量化・リサイクル推進基本 １１ 「環境基本法」を制定

(1993) 計画」策定 １２ (世)「生物の多様性に関する条約」が発効

３ 「秋田県の景観を守る条例」制定

４ 騒音規制法に基づく規制地域として象潟町等

３町を指定

４ 振動規制法に基づく規制地域として湯沢市を

指定

４ 悪臭防止法に基づく規制地域として能代市等

４市を指定

５ 東北電力(株)能代石炭火力発電所の第１号機

が運転開始

１２ 「白神山地」が世界遺産に登録

６ ３ 秋田県環境影響評価に関する要綱を制定（平 ３ (世)「気候変動に関する国際連合枠組条約」（地

(1994) 成７年３月施行） 球温暖化防止条約）が発効

４ 秋田県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に １２ 「環境基本計画」を閣議決定

関する指導要綱制定（元年策定の「産廃事務

取扱要領」の改廃）

６ 秋田県環境審議会条例制定（同年８月施行）

８ 秋田県環境審議会設置

１０ 「秋田県フロン問題対策連絡会議」設置

１０ 航空機騒音常時測定局（秋田空港・藤森局）

設置

１２ 東北電力(株)能代石炭火力発電所の第２号機

が運転開始

７ ３ 悪臭防止法に基づく規制地域として鹿角市を ３ (世)ベルリンで気候変動枠組条約第１回締約国会

(1995) 指定 議

３ 「秋田県第３次産業廃棄物処理計画」策定

７ 「秋田県フロン回収推進会議」設置 ６ 「容器包装リサイクル法」制定

８ 航空機騒音常時測定局（秋田空港・安養寺 １０ 地球環境保全に関する関係閣僚会議において「生

局）設置 物多様性国家戦略」を決定
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県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

７ ９ 能代市の産業廃棄物処分業者に係る最終処分

(1995) 場の設置許可処分（平成７年６月）につい

て、地元住民が許可取り消し訴訟を提起

８ ２ 県環境審議会に「２１世紀に向けた環境政策 ５ 大気汚染防止法の一部改正（有害大気汚染物質対

(1996) のあり方」について諮問 策の制度導入）

３ 「秋田県新総合発展計画後期計画」策定 ６ 水質汚濁防止法の一部改正（地下水浄化措置制

３ 悪臭防止法に基づく排出水中の悪臭物質の規 度、油事故時の対策制度導入）

制基準の設定 ６ ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会設置

９ 内閣総理大臣が「秋田地域公害防止計画（第

５期）」を承認。計画地域は秋田市のみに。

１２ 「秋田県分別収集促進計画」策定

９ ３ 県環境審議会が「２１世紀に向けた環境政策 １ ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策通知・

(1997) のあり方について答申 新ガイドライン

３ 「秋田県廃棄物減量化・リサイクル推進基本 ２ 「ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロ

計画（改定版）」策定 ロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準」告

示

３ 騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめ ３ 「地下水の水質の汚濁に係る環境基準」告示

る地域として能代市等７市１０町を指定 ６ 廃棄物処理法の一部改正（不法投棄罰則強化等）

３ 大王製紙に係る秋田地裁判決。補助金の一部 ６ 「環境影響評価法」制定

を差し止めるなどの内容。原告と被告の双方 ９ (世)奪われし未来出版（アメリカ）

が控訴 １２ (世)気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ

４ 秋田市が「中核市」になる ３：地球温暖化防止京都会議）の開催及び京都議

１２ 「秋田県環境基本条例」制定 定書の採択

１０ ３ 「秋田県環境基本計画」策定 ４ 大阪府能勢町のごみ焼却施設の周辺土壌から１グ

(1998) ７ 大館能代空港開港 ラム当たり８，５００ｐｇのダイオキシンが検出

１０ 第２回北東北知事サミットで「北東北環境宣 ５ 環境庁「環境ホルモン戦略ＳＰＥＥＤ’９８」発

言」を発表。環境教育の充実等に係る連携に 表

ついて合意 ６ 「家電リサイクル法」制定(平成１３年４月施行)

６ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ

ルギー法）改正。トップランナー方式の導入等

６ 「地球温暖化対策推進大綱」（２０１０年に向け

た地球温暖化対策について）策定

９ 「騒音に係る環境基準」告示（昭和４６年閣議決

定による「旧基準」の廃止）

１０ 「地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖

化対策推進法）」制定

１１ １ 倒産した能代市の産業廃棄物処理業者に対 １ 埼玉県所沢産の農産物を焦点に、テレビ朝日がダ

(1999) し、廃棄物処理法に基づく行政代執行 イオキシン汚染の危険性を報道。野菜の販売中止

２ 「秋田県庁環境保全率先実行計画」策定 騒ぎに。

２ 第２回北東北知事サミットの合意に基づき、 ２ ダイオキシン類対策閣僚会議（初会議）

北東北環境フォーラムを設立 ３ ダイオキシン類対策閣僚会議において「ダイオキ

シン対策推進基本指針」決定
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県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

１１ ３ 「温暖化対策 美の国あきた計画」策定。二 ７ 「ダイオキシン類対策特別措置法」制定

(1999) 酸化炭素排出削減対策を「花まるっチャレン （施行は平成１２年１月１５日）

ジ」と名付ける。 ７ 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

３ 騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめ 理の改善の促進に関する法律」（ＰＲＴＲ法）制

る地域として９市１３町を指定（昭和６１年 定

と平成９年の指定の廃止）

３ 「秋田県新エネルギービジョン」策定

６ 「第１次秋田県版レッドリスト」を公表

１０ 「第２期秋田県分別収集促進計画」策定

１１ 国（厚生省、通産省）が「秋田県北部エコタ

ウン計画」を承認

１２ ３ 「あきた２１総合計画」～時と豊かに暮らす ５ 廃棄物処理法の改正（許可要件の強化、焼却方法

(2000) 秋田～を策定 の制限等）

３ ごみゼロあきた２１委員会が「ごみゼロあき ５ リサイクル関連法制定（全面施行日）

た」を目指した政策提言を県に提出 ・循環型社会形成推進基本法（１３年１月）

４ 機構改革により、生活環境文化部（生活環境 ・建設リサイクル法（１４年５月）

部）、環境政策課（環境保全課）、環境整備課 ・資源有効利用促進法（１３年４月）

（廃棄物対策室）、生活衛生課（環境衛生 ・食品リサイクル法（１３年５月）

課）、環境センター（環境技術センター）に ・グリーン購入法（１３年４月）

５ 「第２次秋田県版レッドリスト」を公表 １１ (世)ハーグで国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣ

７ 「秋田県環境影響評価条例」制定（平成１３ Ｃ）第６回締約国会議（ＣＯＰ６）開催。京都議

年１月施行） 定書の運用ルールについて米、欧州連合の対立で

１０ 第４回北東北３県知事サミットで、産業廃棄 決裂

物対策に関する連携について合意。 １１ 「環境ホルモン戦略計画ＳＰＥＥＤ’９８」を改

１０ ｢第２期秋田県分別収集促進計画｣の一部変更 訂

１１ 大王製紙「進出は事実上不可能」の旨表明 １２ 「新環境基本計画」を閣議決定

１２ 「秋田県環境影響評価技術指針」を策定

１３ １ 八郎潟町の産業廃棄物処理業者に対して、廃 １ 環境省発足

(2001) 棄物処理法に基づく行政代執行 ２ 「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」

１ 「有害化学物質等に対する取り組み方針」策 閣議決定

定 ３ (世)アメリカが京都議定書の不支持を表明

３ 「秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条 ３ 「第１回２１世紀『環の国』づくり会議」開催

例」制定 ５ (世)残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）に関するス

３ 県庁がＩＳＯ１４００１の認証を取得。 トックホルム条約を日本など１２７カ国が参加し

３ 「秋田県庁環境保全率先実行計画」の策定 て採択。

（平成１１年策定の旧計画の見直し） ６ 三重県が産業廃棄物税条例を制定（施行は平成

３ 秋田県生活排水処理整備構想策定 １４年４月）

４ 大王製紙が「秋田県への進出断念」を正式発 ６ フロン回収破壊法制定（全面施行は平成１４年

表 １０月）

５ 宮城、岩手県共催で「森は海の恋人シンポジ ７ (世)ボンで開かれたＣＯＰ６再開会合で「ボン合

ウム」開催。本県知事が「水と緑を守る条 意」を採択

例」制定の意向を表明。 ８ 環境省のリスク評価で「ノニルフェノール」の環

６ 秋田県地球温暖化防止活動推進員を委嘱 境ホルモン作用が確認される。環境ホルモンの確

８ 十和田湖水質・生態系改善行動指針策定 定は世界初。
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県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

１３ ９ 第５回北海道・北東北３県知事サミットで、 １０ (世)マラケシュでＣＯＰ７開催。京都議定書の運

(2001) 水と緑を守る条例の整備等について合意。北 用ルールを採択

海道初参加。 １２ 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止

１０ 「ごみゼロあきた推進会議」設置 に係る暫定指導指針」の一部改正（３５農薬から

１１ 第１回あきたエコ＆リサイクルフェスティバ ４５農薬へ）

ル開催

１４ １ 「秋田県ゴルフ場の農薬による水質汚濁防止 ３ 地球温暖化対策推進大綱を政府決定（１０年６月

(2002) 対策実施要項」の一部改正（３５農薬から４ 策定の大綱の見直し）

５農薬へ）

３ 秋田県危機管理計画策定 ５ 地球温暖化対策の推進に関する法律（１０年１０

３ 環境あきた県民フォーラム設立 月制定）の改正

３ 「秋田県環境影響評価技術指針マニュアル」 ５ 土壌汚染対策法制定

策定

３ 環境センター八橋分室のダイオキシン類等分 ６ 京都議定書の批准を政府決定

析棟竣工 ７ 自動車リサイクル法制定（段階的に施行。引取・

３ 「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物2002 引渡義務等は公布後２年６月以内に施行）

秋田県版レッドデータブック」刊行 ７ 公共用水域の水底の底質に係るダイオキシン類の

４ (財)秋田県分析化学センターが民営化に向 環境基準の設定

け、株式会社設立登記を完了 ８ (世)ヨハネスブルグで「持続可能な世界首脳会

４ 公害防止設備資金融資制度の改正（融資枠の 議」を開催。政治宣言と実施計画を採択。

拡大等）

４ 秋田県危機管理計画に基づき、危機管理マニ

ュアルを策定

５ 秋田県廃棄物処理計画策定

５ 国土交通省が「田沢湖及び玉川ダム湖水質検

討委員会」を設置

７ 環境省から「公害防止計画の策定を指示しな

い」旨の連絡。秋田地域公害防止計画は１２

年度を以て終了

８ 第６回北海道・北東北３県知事サミットで、

経済的手法の活用による産業廃棄物対策や十

和田湖の水質汚濁対策強化等について合意

８ 「第３期秋田県分別収集促進計画」策定

１２ 「秋田県産業廃棄物税条例」と「秋田県県外

産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する

条例」制定

１５ ３ 「秋田県環境保全センター事業特別会計条 ３ 平成１３年度ＰＲＴＲデータの公表・開示受付開

(2003) 例」制定 始

３ 「秋田県ふるさとの森と川と海の保全及び創 ３ 京都で第３回世界水フォーラム開催

造に関する条例（水と緑の条例）」制定 ６ 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関す

３ 「秋田県環境基本条例」、「秋田県公害紛争処 る特別措置法」制定

理条例」を改正 ７ 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の

６ 「環境審議会」「自然環境保全審議会」を統 推進に関する法律」制定

合し、新たに「環境審議会」を設置
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県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

１５ １０ 「能代産業廃棄物処理センター検証委員会」 １１ 水生生物の保全に係る水質環境基準の設定

(2003) を設置

１６ ３ 「秋田県リサイクル製品の認定及び利用の推 ６ 「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の

(2004) 進に関する条例」制定 環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」公

３ 県庁がＩＳＯ１４００１の認証を更新 布

３ 「秋田県水と緑の基本計画」策定 ６ 「景観法」公布

１７ １ 産廃特措法に基づく「能代産業廃棄物処理セ １ 自動車リサイクル法完全施行

(2005) ンターに係る特定支障除去等事業実施計画」 ２ 京都議定書発効

に対する環境大臣の同意 １０ 環境行政における国と地方の新たな協働関係を築

４ 大王製紙訴訟和解 く拠点として、地方環境事務所が発足

５ 機構改革により、環境あきた創造課（環境政 １１ (世)カナダのモントリオールで気候変動枠組条約

策課）、環境管理室（環境政策課）に改組 第11回締約国会議（COP11）及び京都議定書第1回

７ アスベスト問題連絡協議会設置 締約国会合（COP／MOP1）開催

１１ 秋田県アスベスト対策資金融資制度運用開始

１１ 秋田県分別収集促進計画（第４期）策定

１８ ４ 環境あきた創造課に八郎湖環境対策室を設置 ２ 「石綿による健康被害の救済に関する法律」公布

(2006) ４ 第２次秋田県廃棄物処理計画策定 ３ 我が国における「国連持続可能な開発のための教

１０ 秋田県環境保全センターＤ区処分場供用開始 育の10年」実施計画決定

１１ (世)ケニアのナイロビで気候変動枠組条約第12回

締約国会議（COP12）・京都議定書第2 回締約国会

合（COP/MOP2）開催

１９ ３ 公害防止設備資金の新規融資を終了 ２ 「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次

(2007) ３ 秋田県地球温暖化対策地域推進計画の改訂 評価報告書第１作業部会報告書」公表

３ 秋田県循環型社会形成推進基本計画の策定 ５ 「環境配慮契約法」公布

４ 環境あきた創造課に菜の花バイオエネルギー １２ (世)インドネシアのバリで気候変更枠組条約第13

チームを設置 回締約国会議(COP13)及び京都議定書第3回締約国

１２ 八郎湖を湖沼水質保全特別措置法に基づき指 会合(バリ行動計画の採択)

定湖沼に指定

２０ ３ 「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第１期） ３ 京都議定書目標達成計画の改定

(2008) 」の告示 ５ 神戸市でＧ８環境大臣会合

４ 「容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する ６ 「生物多様性基本法」公布

計画（第５期）」の策定 ７ Ｇ８北海道洞爺湖サミット開催

６ 「環境サミット in 小坂町」開催 ７ 「低炭素社会づくり行動計画」閣議決定

８ 八郎湖に係る汚濁負荷量規制基準の告示 １２ (世)ポーランドのポズナンで気候変動枠組条約第

14回締約国会議(COP14)及び京都議定書第4回締約

国会合（COP/MOP4）開催

２１ ２ 秋田県バイオエタノール推進戦略を策定 １１ アジア３Ｒ推進フォーラム設立

(2009) ４ 環境エネルギー推進課を設置 １２ (世)デンマークのコペンハーゲンで気候変動枠組

４ あきたエコタウンセンターの設置 条約第15回締約国会議(COP15)及び京都議定書第5

回締約国会合（COP/MOP5）開催

１２ 「新成長戦略（基本方針）」閣議決定

「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第１期）」

の告示
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県 内 国 内 ・ 世 界 （(世)が世界の出来事）

年（西暦） 月 事 項 月 事 項

２２ ２ 秋田県省エネルギービジョン策定 ３ 「生物多様性国家戦略２０１０」閣議決定

(2010) ４ 機構改革により、生活環境部（生活環境文化 １０ (世)名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議

部）、環境管理課（環境あきた創造課）、温暖 (COP10)開催され名古屋議定書と新戦略計画(愛知

化対策課（環境エネルギー推進課）に改組 目標)採択

１２ (世)メキシコのカンクンで気候変動枠組条約第16

回締約国会議(COP16)開催

１２ 山梨県の西湖でクニマス発見

２３ ３ 秋田県地球温暖化対策推進条例制定 ３ 東日本大震災発生

（2011） ３ 秋田県環境調和型産業集積推進計画策定

３ 福島第一原発事故の発生を受けた放射能測定

体制の強化

３ アスベスト対策資金の新規融資を終了

４ 秋田県地球温暖化対策推進計画策定 ７ 東北電力管内において電気事業法に基づく電気の

６ 第２次秋田県環境基本計画策定 使用制限の発動等による夏期の電力需給対策を開

６ 第２次秋田県循環型社会形成推進基本計画策定 始

７ 「秋田県における夏期の節電対策」に基づく １１ （世）南アフリカのダーバンで気候変動枠組条約

節電の取組を開始 第17回締約国会議（ＣＯＰ17）及び京都議定書第

１２ 「レアメタル等リサイクル資源特区」が総合 ７回締約国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ７）開催

特別区域の第一次指定地域に決定

２４ ２ 東日本大震災により発生した災害廃棄物の処 ４ 「第四次環境基本計画」閣議決定

（2012） 理に関する基本協定を岩手県と締結 ６ 国連持続可能な開発会議（リオ＋20）

４ 秋田県庁環境保全率先実行計画(第三期)策定 ８ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関す

４ 空間放射線量測定体制強化（5カ所（鹿角、 る法律」公布

山本、由利、仙北、雄勝）新設） ９ 「原子力規制委員会」発足

４ 「第１１次鳥獣保護事業計画」策定 １１ （世）カタールのドーハで気候変動枠組条約第18

６ 東北電力（株）秋田火力発電所５号機（ガス 回締約国会議（ＣＯＰ18）及び京都議定書第８回

タービン、３３．３万Kw）稼働開始 締約国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ８）開催

２５ ３ 産廃特措法に基づく「能代産業廃棄物処理セ ２ 微小粒子状物質（PM2.5）に関する専門家会合

（2013） ンターに係る特定支障除去等事業実施計画」 「最近の微小粒子状物質（PM2.5）による大気汚

の変更に対する環境大臣の同意 染への対応」とりまとめ

１２ 東日本大震災により発生した災害廃棄物につ ３ 「当面の地球温暖化対策に関する方針」を決定

いて、岩手県から依頼のあった災害廃棄物の （国の地球温暖化対策推進会議）

処理をすべて終了 １０ （世）「水銀に関する水俣条約」採択

１２ 「微小粒子状物質（PM2.5）に関する市町村 １１ 微小粒子状物質（PM2.5）に関する専門家会合

等説明会」開催 「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改

善について」とりまとめ

１２ 「微小粒子状物質（PM2.5）注意喚起運用マ １１ （世）ポーランドのワルシャワで気候変動枠組条

ニュアル」策定 約第19回締約国会議（ＣＯＰ19）及び京都議定書

第９回締約国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ９）開催

２６ ３ 「秋田県環境教育等に関する行動計画」策定 １１ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関する

（2014） ３ 「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第２期） ユネスコ世界会議

」の告示 １１ （世）ペルーのリマで気候変動枠組条約第20回締

約国会議（ＣＯＰ20）及び京都議定書第10回締約

国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ10）開催

「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第２期）」

の告示
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資料２ 附属機関の審議状況
（１）環境審議会

秋田県環境審議会は、環境の保全に関する基本的事項及び重要事項について調査・審議し
ており、環境保全部会、地球温暖化対策部会、八郎湖水質保全部会、自然環境部会、温泉部
会の５部会が設置されています。

審議会は、学識経験者等 名（平成 年度末）で構成されており、平成 年度の審議
状況は、次のとおりです。

開催年月日 審 議 状 況

平成 年７月 日
（温泉部会）

・温泉の掘削について（諮問）
・温泉の増掘について（諮問）
・動力装置の設置について（諮問）

平成 年７月 日
（自然環境部会）

・鳥獣保護区の更新及び鳥獣保護区特別保護地区の存続期間の
延長について（諮問）

平成 年 月 日
（温泉部会）

・温泉の掘削について（諮問）

平成 年１月 日
（地球温暖化対策部会）

・秋田県における温室効果ガスの排出状況について他
（報告）

平成 年２月５日
（環境保全部会）

・平成 年度秋田県公共用水域等水質測定計画について（諮問）

平成 年３月 日
（温泉部会）

・温泉の掘削について（諮問）
・動力装置の設置について（諮問）

（２）環境影響評価審査会
秋田県環境影響評価審査会は、秋田県環境影響評価条例第 条の規定に基づき平成 年
月に設置され、環境影響評価、事後調査等に関する技術的な事項について調査審議してい

ます。

審査会は、学識経験者９名（平成 年度末）で構成されており、平成 年度の審議状況
は、次のとおりです。

開催年月日 審 議 状 況

平成 年６月 日 ・山葵沢地熱発電所（仮称）設置計画環境影響評価準備書につい
て

平成 年７月 日 ・（仮称）東由利原風力発電事業環境影響評価準備書について

平成 年９月９日 ・（仮称）由利本荘海岸風力発電事業環境影響評価準備書につい

て
・（仮称）潟上海岸における風力発電事業に係る環境影響評価計

画段階環境配慮書について
・（仮称）秋田・潟上ウィンドファーム風力発電事業計画段階環

境配慮書について
・（仮称）鹿角上沼風力発電事業計画段階環境配慮書について

平成 年 月 日 ・（仮称）八峰風力発電所環境影響評価準備書について
・若美風力発電事業環境影響評価準備書について

平成 年 月 日 ・エコシステム花岡株式会社廃棄物最終処分場新設事業に係る環
境影響評価方法書について

平成 年３月４日 ・日本製紙秋田工場発電事業計画に係る環境影響評価方法書につ
いて

・（仮称）潟上海岸における風力発電事業に係る環境影響評価方
法書について

・（仮称）秋田・潟上ウィンドファーム風力発電事業環境影響評
価方法書について
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（３）景観保全審議会

秋田県景観保全審議会は、秋田県の景観を守る条例第 条の規定に基づき平成５年６月１
日に設置され、景観保全に関する重要事項を調査・審議しています。

審議会は、学識経験者等 名（平成 年度末）で構成されています。
平成 年度は審議会は開催していません。

（４）公害審査会

秋田県公害審査会は、公害紛争処理法第 条及び公害紛争処理条例第２条の規定に基
づき、昭和 年 月１日に設置され、公害に係る紛争について、あっせん、調停又は
仲裁を行っています。

審査会は、学識経験者等 名（平成 年度末）で構成されています。
なお、平成 年度は係属事件がありませんでした。
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（３）景観保全審議会

秋田県景観保全審議会は、秋田県の景観を守る条例第 条の規定に基づき平成５年６月１
日に設置され、景観保全に関する重要事項を調査・審議しています。

審議会は、学識経験者等 名（平成 年度末）で構成されています。
平成 年度は審議会は開催していません。

（４）公害審査会

秋田県公害審査会は、公害紛争処理法第 条及び公害紛争処理条例第２条の規定に基
づき、昭和 年 月１日に設置され、公害に係る紛争について、あっせん、調停又は
仲裁を行っています。

審査会は、学識経験者等 名（平成 年度末）で構成されています。
なお、平成 年度は係属事件がありませんでした。

（平成27年３月31日現在）

市町村名 制定年月日

秋田市
平成11年３月19日
平成９年３月24日
平成15年３月24日

能代市
平成18年３月21日
平成18年３月21日

横手市 平成17年10月１日

大館市
平成10年９月18日
平成10年９月18日
昭和49年３月29日

男鹿市 平成17年３月22日

湯沢市 平成17年３月22日

鹿角市
平成７年３月28日
平成12年３月21日改正

由利本荘市

平成23年３月25日
平成17年３月22日
平成23年３月25日改正
平成24年３月27日改正

潟上市
平成17年３月22日
平成17年３月22日

大仙市 平成17年３月22日

にかほ市
平成17年10月１日
平成17年10月１日

仙北市 平成17年９月20日

小坂町 平成14年12月26日

上小阿仁村
平成13年４月１日
平成13年４月１日

藤里町 平成10年３月６日

八峰町 平成19年6月25日

八郎潟町 平成25年4月1日

井川町
平成４年12月18日
平成20年３月14日改正

大潟村
平成９年６月19日
平成24年３月19日

美郷町
平成16年11月１日
平成20年３月18日

東成瀬村 平成11年12月24日

八郎潟町環境基本条例

秋田市環境基本条例
秋田市公害防止条例
秋田市自然環境保全条例

条　　　例　　　名

鹿角市環境保全条例

小坂町環境基本条例

東成瀬村環境保全条例

湯沢市公害防止条例

美郷町環境保全基本条例
美郷町水環境保全条例

井川町美しいまちづくり条例

潟上市環境基本条例
潟上市環境保全条例

藤里町環境基本条例

仙北市環境保全基本条例

にかほ市公害防止条例
にかほ市住みよい環境づくり条例

大潟村をきれいにする条例
大潟村環境基本条例

八峰町環境基本条例

資料３　市町村の公害防止及び環境保全に関する条例の制定状況

男鹿市環境基本条例

大館市環境基本条例
大館市環境保全条例
大館市公害防止条例

横手市環境保全条例

能代市環境基本条例
能代市環境保全条例

上小阿仁村公害防止条例
上小阿仁村環境保全条例

由利本荘市環境基本条例
由利本荘市住みよい環境づくり条例

大仙市環境基本条例
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（平成27年３月31日現在）

市町村名 計　画　名 副　　　題　　　等 制定年月日

秋田市 秋田市環境基本計画 人にも地球にもやさしいあきた
平成13年３月
平成24年３月改訂

能代市 能代市環境基本計画
豊かな自然と共生し、
  安全で安心して住める
    環境のまち　のしろ

平成20年３月
平成25年３月改討

横手市 横手市環境基本計画 人と自然にやさしい田園都市よこて
平成18年３月
平成24年３月改訂

大館市 大館市環境基本計画
豊かな自然と産業を
　次世代へ引き継ぐまちづくり

平成14年３月
平成23年３月改正

鹿角市 鹿角市環境基本計画
自然とともに生き
　笑顔があふれるまち鹿角

平成23年３月23日

由利本荘市由利本荘市環境基本計画
人と自然が共生する
　住みよい環境の都市（まち）

平成25年３月

潟上市 潟上市環境基本計画
活き生き　かたがみの　夢づくり
　～一人ひとりが輝く ひとと環境に
優しい田園都市～

平成24年12月

大仙市 大仙市環境基本計画 平成21年３月

小坂町 小坂町環境基本計画
アカシアの花かおる
　資源循環のまちこさか

平成15年３月
平成25年３月改訂

藤里町 藤里町環境基本計画 平成12年４月

八峰町 八峰町環境基本計画 白神の恵みと人で創るやすらぎのまち平成21年11月

大潟村 大潟村環境基本計画 豊かな自然と共生する村 平成25年３月

東成瀬村 東成瀬村環境基本計画 平成16年１月

資料４　市町村の環境基本計画の策定状況
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資料４　市町村の環境基本計画の策定状況
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資料５ 環境アセスメント実績

年度 事 業 名 規 模 備 考

昭和 ○秋田港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約40ha 秋田湾・雄物川流

域下水道終末処理

50 場建設用地

○東北電力(株)秋田火力４号機立 発電出力 60万kW

地計画

51 ○第一製薬（株）工場建設 造 成 約7.2ha

○船川港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約13ha 埠頭用地、緑地等

52 ○鳥海川第３発電所立地計画 発電出力 20,300kW

53 ○東北横断自動車道整備計画 ４車線 延長56.0㎞

（横手～秋田間）

○秋田湾地区開発基本計画事業 公有水面埋立 約2,500ha

製鉄所

粗鋼 12,000万ｔ/年

火力発電所発電出力(その他

54 関連工業発電出力)120万kW

○県営板戸発電所立地計画 2,000kW

○国道342号東成瀬村仁郷～ ２車線延長 約10.6㎞

須川間道路事業

○国道108号鬼首道路事業 ２車線延長 約5.6㎞

○秋田港港湾計画（改訂） 公有水面埋立 約110ha 埠頭用地、危険物

取扱貨物量 1,560万ｔ/年 取扱施設用地

○能代石炭火力発電所立地計画 発電出力60万kw ３基

55 ○能代港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約12ha 埠頭用地等

○船川港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 物揚場、野積場、

（２件） 約1.8haと約0.1ha 船揚場等

○本荘港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約1.6ha 緑地、埠頭用地等

○戸賀港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.2ha 船揚場

○能代港港湾計画（新規） 公有水面埋立 約220ha 石炭火力発電所建

取扱貨物量 680万ｔ/年 設用地等

○能代港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約164ha 石炭火力発電所

(60万kW３基)建設

用地等

56 ○秋田港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 埠頭用地

（２件） 約596ｍ2と約2,381ｍ2

○秋田県営山瀬発電所立地計画 発電出力 2,200kW

○東北横断自動車道整備計画 ４車線延長 約20㎞

（湯田～横手間）

○新産業都市建設基本計画 工業生産額昭和60年代央 秋田市、男鹿市、

（改訂） 約7,600億円 昭和町、飯田川

町、天王町、井川

町、若美町
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16

年度 事 業 者 規 模 備 考

昭和 ○八幡平第２発電所立地計画 発電出力 1,500kW

○船川港港湾計画（改訂） 公有水面埋立 約71.2ha 国家石油備蓄基地

57 (約448万kL)建設

用地

取扱貨物量 820万ｔ/年

○船川港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約71.2ha 国家石油備蓄基地

(約448万kL)建設

用地

58 ○秋田新都市開発整備事業 計画面積 約380ha 産業用地 80ha

○七曲臨空港工業団地 計画面積 約64.9ha 工業用地 50ha

60 ○大松川発電所立地計画 発電出力 1,000kW

61 ○阿仁川ダム新築計画 湛水面積 310ha (森吉山ダムに名

称変更)

○能代港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.27ha 橋梁架設用地

62 ○秋田港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約16.6ha 埠頭用地緑地等

○戸賀港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.54ha 埠頭用地

○船川港港湾計画（改訂） 公有水面埋立 約20ha 緑地、レクリエー

取扱貨物量 280万ｔ/年 ション用地

63 ○船川港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.16ha 埠頭用地

○秋田港港湾計画（一部変更） ポートルネッサン

ス21事業関連

○秋田港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.88ha 道路用地等

平成 ○一般国道１３号 ４車線 20.5㎞

（湯沢市～横手市間）

元 ○一般国道７号 ４車線 17km

（琴丘町～能代市間）

○新小滝発電所 発電出力 4,100kW

○秋田港港湾計画（改訂） 新規土地造成 148ha

取扱貨物量 1,420万ｔ/年

2 ○上の岱地熱発電所 発電出力 2.7万kW

○能代市地先公有水面における廃 処分場面積 約54ha

棄物最終処分場計画

○澄川地熱発電所 発電出力 5万kW

○秋田港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約48ha

○日本海沿岸自動車道本荘秋田線 ４車線 約17km

（岩城町～河辺町間）

3 ○日本海沿岸自動車道秋田琴丘線 ４車線 約21km

（秋田市～琴丘町間）

○戸賀港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.22ha

○船川港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.40ha
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16

年度 事 業 者 規 模 備 考
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17

年度 事 業 名 規 模 備 考

平成 ○能代港港湾計画（改訂）

4 ○船川港公有水面埋立事業 公有水面埋立 約1.17ha

5 ○能代港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約0.01ha

○都市計画道路湯沢高速線 ４車線 13.2km

6 ○戸賀港内公有水面埋立事業 公有水面埋立 約1.27ha

7 ○都市計画道路能代・二ツ井高速 ４車線 16.4km

線

○都市計画道路根下戸商人留線 ４車線 6.1km

8 ○高規格幹線道路大館小坂線 ４車線 約14km

○都市計画道路本荘高速線 ４車線 約22km

○都市計画道路1･3･1号内小友和 ４車線 約6.8km

9 合線（大曲西道路）

○都市計画道路3･3･14号六郷大曲 ４車線 約9.8km

神岡線

○船川港港湾計画（改訂）

○都市計画道路仁賀保高速線・本 ４車線 約12.5km

11 荘南高速線

○成瀬ダム建設事業 湛水面積 235ha

○森吉ゴルフ場建設事業 １８ホール 約98ha

○都市計画道路鷹巣高速線・大館 ４車線 約16km

14 南高速線

○秋田県環境保全センターＤ区処 処分場面積 約30.2ha

分場整備事業

16 ○都市計画道路象潟高速線・仁賀 ４車線 約13.7km

保南高速線

17 ○秋田港港湾計画（改訂）

24 ○大仙神岡地区工業団地（仮称） 造 成 約176ha

整備事業

○能代市公有水面における産業廃 処分場面積 約20ha

棄物最終処分場建設事業

25 ○（仮称）由利高原風力発電事業 発電出力 51,000ｋW

26 ○能代地区における風力発電事業 発電出力 39,100ｋW

○山葵沢地熱発電所（仮称）設置 発電出力 42,000ｋW

計画

○（仮称）由利本荘海岸風力発電 発電出力 16,100ｋW

事業

※昭和59年、平成10、12～13、15、18～23年度については手続が終了した案件なし（昭和

50年以降）
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資料６ 公害防止協定の主な内容

協定の相手方

対象事業所等

締結

年月日

大 気

硫黄酸化物 窒素酸化物

東北電力 株

秋田火力発電所

・総排出量

・使用燃料Ｓ分 ％

・煙突

号機 ｍ

･ 号機 ｍ集合

・総排出量

・濃度

号機

号機

秋田製錬 株

飯島製錬所

・総排出量

・使用燃料Ｓ分 ％

・煙突

硫酸工場 ｍ

重油ボイラー ｍ

・ミストコットレル

日本製紙 株

秋田工場

・総排出量

ボイラー

石灰焼成炉

廃棄物焼却炉

・濃度

ボイラー ～

石灰焼成炉

廃棄物焼却炉

第一三共プロファーマ

株 秋田工場

・総排出量

ボイラー

焼却炉

・使用燃料Ｓ分 ％

・備蓄燃料Ｓ分及び量 ％

・煙突

ボイラー ｍ

焼却炉 ｍ

・濃度

ボイラー

焼却炉

東北電力 株

能代火力発電所

・総排出量

・使用燃料Ｓ分

石炭 ％

重油 ％

・備蓄燃料Ｓ分 ％

・煙突 集合

・脱硫装置

・総排出量

・濃度

号機

号機・ 号機

各

号機・ 号機に脱硝装置

独 石油天然ガス・金

属鉱物資源機構

秋田国家石油備蓄基地

・総排出量

ボイラー

・使用燃料Ｓ分 ％

・総排出量

ボイラー

・低ＮＯｘバーナー
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大気 水 質 その他

ばいじん等 ＳＳ 油分 重金属類

・総排出量

・濃度

～ 号機 ｇ Ｎ

・電気集じん機

～ －

排水量

トン 日

温度差 ℃

・濃度 ｇ Ｎ

ただし焙焼炉は ｇ Ｎ

・カドミウム等重金属は排出しない ～ － － － －

・濃度

ﾎﾞｲﾗｰ ～ ｇ Ｎ

石灰焼成炉 ｇ Ｎ

廃棄物焼却炉 ｇ Ｎ

・電気集じん機

・スクラバー

～ 日間

平均

日間

平均

－ －

排水量

日

臭気強度

・ばいじん濃度

ボイラー ｇ Ｎ

焼却炉 ｇ Ｎ

・
ふっ

弗素濃度

焼却炉 Ｎ

～

ふつ

弗素含有量

フェノール

類含有量

排水量

日

温度差 ℃

・総排出量

・濃度

～ 号機 ｇ Ｎ

・電気式集じん装置

～

ふつ

弗素含有量 排水量

日

温度差 ℃

・総排出量

ボイラー

～ 日間

平均

－ 排水量

日
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資料７　市町村が単独で当事者となっている公害防止協定 （平成27年３月31日現在）
市町村名 協定の相手方 締結年月日

みちのくコカ・コーラプロダクツ(株) 昭和47年５月26日
ＮＬＴテクノロジー(株) 平成２年10月19日
(株)三井光機製作所秋田工場 平成３年７月１日
ノースハンプトンゴルフ倶楽部(株) 平成３年11月20日
(株)秋田椿台ゴルフクラブ（旧河辺町分） 平成４年２月29日
秋田観光開発(株) 平成４年９月１日
(株)南秋田カントリークラブ 平成４年９月１日
太平山総合開発(株) 平成４年９月１日
(株)秋田椿台ゴルフクラブ（旧雄和町分） 平成５年３月30日
(公財)秋田市総合振興公社（秋田リバーサイドグリーン） 平成５年６月１日
(公財)秋田市総合振興公社（リフレッシュガーデン） 平成５年６月１日
大成ロテック(株)東北支社 平成６年７月28日
秋田住友ベーク(株) 平成６年12月21日
(株)ホクエツ 平成16年10月26日
(有)ＢＭＪ河辺処理センター 平成16年10月26日
秋田ジンクリサイクリング(株) 平成21年２月24日
八戸炭酸カルシウム(株)能代工場 昭和51年８月５日
住鉱テック(株)能代工場 平成元年５月８日
レインボーワールド(株) 平成元年６月14日
杏林製薬(株)能代工場 平成７年11月30日
レインボーワールド(株)第二事業部 平成25年９月１日
秋田渥美工業(株) 昭和57年７月26日
日立オートモーティブシステムズステアリング株式会社 平成24年４月１日改正
(株)ワイ・エー・ピー 平成25年12月24日改正
三菱重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 昭和50年８月29日
(株)エコリサイクル片岡 平成５年９月27日
(株)タイセイ 平成７年12月26日
(株)日本オート電子工業 平成９年10月１日
鹿角開発工業(株)北部事業所 平成10年２月26日
(株)サンテックス 平成10年12月３日
(株)田代製作所 平成10年12月３日
ニューロング秋田(株) 平成11年２月９日
東北森永乳業(株)秋田工場 平成11年３月２日
佐藤砂利販売(株) 平成12年11月13日
(株)エム・エス・テー 平成13年10月25日
(株)サントップ 平成13年10月25日
(有)大館ファーム 平成21年１月14日
ニプロ(株) 平成21年５月11日
(株)シムコ 平成22年12月９日
あきた北農業協同組合 平成23年８月23日
あきた北農業協同組合比内地鶏生産部会 平成23年８月23日

男鹿市 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社船川事業所 平成元年２月20日
六日町養豚生産組合 昭和52年８月15日
(有)湯沢クリーンセンター 平成８年４月24日
農事組合法人　かづの養豚組合 昭和62年６月11日
日本スワイン(株)　鹿角農場 昭和63年６月６日
鹿角アスコン協同組合 平成４年12月22日
東北電力(株)　澄川地熱発電所 平成５年２月８日
(株)ミートランド 平成６年７月５日
(株)ユゼ 平成６年12月26日
(株)海星 平成13年９月25日
(株)ツカサ 平成16年７月26日
(有)昇正工業　秋田事業所 平成18年６月30日
東北ビル管財(株) 平成20年11月12日
三菱マテリアル(株) 平成４年７月１日
東北日本電産サンキョー(株) 平成25年12月24日

湯沢市

由利本荘市

鹿角市

能代市

横手市

秋田市

大館市

− 20 −



資料７　市町村が単独で当事者となっている公害防止協定 （平成27年３月31日現在）
市町村名 協定の相手方 締結年月日

みちのくコカ・コーラプロダクツ(株) 昭和47年５月26日
ＮＬＴテクノロジー(株) 平成２年10月19日
(株)三井光機製作所秋田工場 平成３年７月１日
ノースハンプトンゴルフ倶楽部(株) 平成３年11月20日
(株)秋田椿台ゴルフクラブ（旧河辺町分） 平成４年２月29日
秋田観光開発(株) 平成４年９月１日
(株)南秋田カントリークラブ 平成４年９月１日
太平山総合開発(株) 平成４年９月１日
(株)秋田椿台ゴルフクラブ（旧雄和町分） 平成５年３月30日
(公財)秋田市総合振興公社（秋田リバーサイドグリーン） 平成５年６月１日
(公財)秋田市総合振興公社（リフレッシュガーデン） 平成５年６月１日
大成ロテック(株)東北支社 平成６年７月28日
秋田住友ベーク(株) 平成６年12月21日
(株)ホクエツ 平成16年10月26日
(有)ＢＭＪ河辺処理センター 平成16年10月26日
秋田ジンクリサイクリング(株) 平成21年２月24日
八戸炭酸カルシウム(株)能代工場 昭和51年８月５日
住鉱テック(株)能代工場 平成元年５月８日
レインボーワールド(株) 平成元年６月14日
杏林製薬(株)能代工場 平成７年11月30日
レインボーワールド(株)第二事業部 平成25年９月１日
秋田渥美工業(株) 昭和57年７月26日
日立オートモーティブシステムズステアリング株式会社 平成24年４月１日改正
(株)ワイ・エー・ピー 平成25年12月24日改正
三菱重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 昭和50年８月29日
(株)エコリサイクル片岡 平成５年９月27日
(株)タイセイ 平成７年12月26日
(株)日本オート電子工業 平成９年10月１日
鹿角開発工業(株)北部事業所 平成10年２月26日
(株)サンテックス 平成10年12月３日
(株)田代製作所 平成10年12月３日
ニューロング秋田(株) 平成11年２月９日
東北森永乳業(株)秋田工場 平成11年３月２日
佐藤砂利販売(株) 平成12年11月13日
(株)エム・エス・テー 平成13年10月25日
(株)サントップ 平成13年10月25日
(有)大館ファーム 平成21年１月14日
ニプロ(株) 平成21年５月11日
(株)シムコ 平成22年12月９日
あきた北農業協同組合 平成23年８月23日
あきた北農業協同組合比内地鶏生産部会 平成23年８月23日

男鹿市 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社船川事業所 平成元年２月20日
六日町養豚生産組合 昭和52年８月15日
(有)湯沢クリーンセンター 平成８年４月24日
農事組合法人　かづの養豚組合 昭和62年６月11日
日本スワイン(株)　鹿角農場 昭和63年６月６日
鹿角アスコン協同組合 平成４年12月22日
東北電力(株)　澄川地熱発電所 平成５年２月８日
(株)ミートランド 平成６年７月５日
(株)ユゼ 平成６年12月26日
(株)海星 平成13年９月25日
(株)ツカサ 平成16年７月26日
(有)昇正工業　秋田事業所 平成18年６月30日
東北ビル管財(株) 平成20年11月12日
三菱マテリアル(株) 平成４年７月１日
東北日本電産サンキョー(株) 平成25年12月24日

湯沢市

由利本荘市

鹿角市

能代市

横手市

秋田市

大館市

市町村名 協定の相手方 締結年月日
秋田県（秋田県環境保全センター） 昭和50年11月12日
臨海砕石(株) 昭和55年５月30日
東電化工業(株) 昭和58年５月１日
(有)小笠原組 昭和60年10月８日
エスアイアイ・マイクロテクノ(株) 昭和61年９月１日
秋田県南アスコン共同企業体 昭和62年９月１日
協和レミコン(株) 昭和62年11月16日
北越ヒューム管(株)大曲工場 昭和63年12月26日
(株)ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 平成４年１月21日
東亜道路工業(株)東北支社 平成６年６月30日
秋田県大断面木構造(協) 平成７年11月８日
仙北ファーム 平成11年３月31日
協和町稲沢堆肥生産組合 平成11年９月７日
(株)加賀谷組 平成12年１月21日
(株)加賀谷組 平成12年２月24日
(株)ミウラ産業 平成13年９月６日
(有)大晃商事 平成14年４月１日
石川興業(株) 平成16年１月６日
(有)秋田砕石 平成18年10月12日
(有)森吉牧場 平成17年３月15日
中央シリカ(株) 平成15年８月28日
南部漁業協同組合 昭和59年２月１日
TDK(株)秋田地区総務部 昭和59年６月12日
丸大機工(株) 昭和60年４月24日
ミサキ化学工業(株) 昭和61年11月18日
南部漁業協同組合、羽州観光開発 昭和62年６月10日
ミツワ樹脂工業(株) 平成元年４月４日
金浦メカニックス協同組合 平成３年１月18日
むつみ工業(株) 平成８年５月22日
ねむ工房(株) 平成９年９月12日
(株)秋田マシナリー 平成10年４月１日
TDK-MCC(株)象潟工場 平成10年９月１日
(有)中央市場 平成19年７月25日
秋田マテリアル(株) 平成25年１月５日

仙北市 (株)秋田仙北夢牧場 平成25年３月28日
(有)小坂クリーンセンター 平成７年５月23日
(有)十和田湖高原ファーム 平成９年９月25日
(有)ファームランド 平成18年９月１日
(有)ポークランド 平成24年２月１日
グリーンフィル小坂(株)・ＤＯＷＡエコシステム(株) 平成24年10月15日

井川町 スズキ部品秋田(株) 昭和52年11月１日
美郷町 (株)ワイ・エー・ピー 平成25年12月20日改正

秋田指月(株) 昭和43年４月３日
秋田電装(株) 昭和55年１月30日
協和精工(株) 昭和56年５月20日
三和(株) 昭和57年４月１日
ユーティーエス(株) 昭和57年６月１日
(株)高瀬電設 平成元年12月１日
(株)雄勝生コン 平成８年10月14日

羽後町

大仙市

にかほ市

北秋田市

小坂町
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資料８　大気測定局一覧 （平成27年3月31日現在）

所在地 住所 測 定 項 目

ＳＯ２ ＳＰＭ ＮＯｘ ＣＯ Ｏｘ ＨＣ ＰＭ2.5 WＤ・WＶ ＴＭ

大
館

住 大館鳳鳴高校 大館市金坂後６ ○ ○ ○ ○ ○

能
代
西

住 能代工業高校 能代市盤若町３－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

檜
山

未 旧檜山中学校 能代市檜山字赤館４２－１ ○ ○ ○ ○

昭
和

住 昭和武道館 潟上市昭和大久保字元木田１６０－１ ○ ○ ○ ○

船
川

住 男鹿市泉台 男鹿市船川港船川字泉台３－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本
荘

住 尾崎小学校 由利本荘市桜小路１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大
曲

住 仙北地域振興局福祉環境部 大仙市大曲上栄町１３－６２ ○ ○ ○ ○ ○

横
手

商 平鹿地域振興局福祉環境部 横手市旭川１－３－４６ ○ ○ ○ ○

山
王

商 秋田市役所 秋田市山王１－１－１ ○ ○ ○ ○ ○

土
崎

準工
秋田市北部市民サービスセ
ンター

秋田市土崎西５－３－１ ○ ○ ○ ○ ○

新
屋

商
秋田市西部市民サービスセ
ンター

秋田市新屋扇町１３－３４ ○ ○ ○ ○

上
新
城

未 上新城小学校 秋田市上新城五十丁字大村屋敷２２ ○ ○ ○ ○

堀
川

住 三吉神社境内 秋田市飯島字堀川８４－１３０ ○ ○ ○ ○ ○

将
軍
野

住 土崎駅東第三街区公園 秋田市土崎港北２－１８－１８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨
島

商 秋田市立茨島体育館 秋田市茨島１－４－７１ ○ ○ ○ ○

仁
井
田

住 仁井田中央会館 秋田市仁井田本町４－５－２０ ○ ○ ○ ○ ○

広
面

住 広面樋ノ上児童遊園地 秋田市広面字樋ノ上２８ー３ ○ ○ ○ ○ ○

大
館

商 大館市立総合病院 大館市豊町３－１ ○ ○ ○ ○

能
代

商 能代市分庁舎 能代市上町２－２１ ○ ○ ○ ○

横
手

準工 ヤマダイ石油隣地 横手市前郷字上三枚橋１１５ ○ ○ ○ ○

茨
島

秋
田
市

商 秋田市立茨島体育館 秋田市茨島１－４－７１ ○ ○ ○ （○）

（注）ＳＯ２：二酸化硫黄　ＳＰＭ：浮遊粒子状物質　ＮＯｘ：窒素酸化物　ＣＯ：一酸化炭素　Ｏｘ：光化学オキシダント

　 　 ＨＣ：炭化水素　ＰＭ2.5：微小粒子状物質　ＷＤ・ＷＶ：風向・風速　ＴＭ：テレメータ　をいう。（　　）は重複を示す。

一
般
環
境
大
気
測
定
局

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

秋
田
県

秋
田
市

秋
田
県

用
途
地
域

区

分

測
定
局

設
置
者
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資料８　大気測定局一覧 （平成27年3月31日現在）

所在地 住所 測 定 項 目

ＳＯ２ ＳＰＭ ＮＯｘ ＣＯ Ｏｘ ＨＣ ＰＭ2.5 WＤ・WＶ ＴＭ

大
館

住 大館鳳鳴高校 大館市金坂後６ ○ ○ ○ ○ ○

能
代
西

住 能代工業高校 能代市盤若町３－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

檜
山

未 旧檜山中学校 能代市檜山字赤館４２－１ ○ ○ ○ ○

昭
和

住 昭和武道館 潟上市昭和大久保字元木田１６０－１ ○ ○ ○ ○

船
川

住 男鹿市泉台 男鹿市船川港船川字泉台３－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本
荘

住 尾崎小学校 由利本荘市桜小路１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大
曲

住 仙北地域振興局福祉環境部 大仙市大曲上栄町１３－６２ ○ ○ ○ ○ ○

横
手

商 平鹿地域振興局福祉環境部 横手市旭川１－３－４６ ○ ○ ○ ○

山
王

商 秋田市役所 秋田市山王１－１－１ ○ ○ ○ ○ ○

土
崎

準工
秋田市北部市民サービスセ
ンター

秋田市土崎西５－３－１ ○ ○ ○ ○ ○

新
屋

商
秋田市西部市民サービスセ
ンター

秋田市新屋扇町１３－３４ ○ ○ ○ ○

上
新
城

未 上新城小学校 秋田市上新城五十丁字大村屋敷２２ ○ ○ ○ ○

堀
川

住 三吉神社境内 秋田市飯島字堀川８４－１３０ ○ ○ ○ ○ ○

将
軍
野

住 土崎駅東第三街区公園 秋田市土崎港北２－１８－１８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨
島

商 秋田市立茨島体育館 秋田市茨島１－４－７１ ○ ○ ○ ○

仁
井
田

住 仁井田中央会館 秋田市仁井田本町４－５－２０ ○ ○ ○ ○ ○

広
面

住 広面樋ノ上児童遊園地 秋田市広面字樋ノ上２８ー３ ○ ○ ○ ○ ○

大
館

商 大館市立総合病院 大館市豊町３－１ ○ ○ ○ ○

能
代

商 能代市分庁舎 能代市上町２－２１ ○ ○ ○ ○

横
手

準工 ヤマダイ石油隣地 横手市前郷字上三枚橋１１５ ○ ○ ○ ○

茨
島

秋
田
市

商 秋田市立茨島体育館 秋田市茨島１－４－７１ ○ ○ ○ （○）

（注）ＳＯ２：二酸化硫黄　ＳＰＭ：浮遊粒子状物質　ＮＯｘ：窒素酸化物　ＣＯ：一酸化炭素　Ｏｘ：光化学オキシダント

　 　 ＨＣ：炭化水素　ＰＭ2.5：微小粒子状物質　ＷＤ・ＷＶ：風向・風速　ＴＭ：テレメータ　をいう。（　　）は重複を示す。

一
般
環
境
大
気
測
定
局

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

秋
田
県

秋
田
市

秋
田
県

用
途
地
域

区

分

測
定
局

設
置
者

資料９　二酸化硫黄の測定結果（平成26年度年間値）

市
名

測
定
局

用
途
地
域

有効
測定
日数

測
定
時
間

年
平
均
値

１時間値が
0.1ppmを超
えた時間数
とその割合

日平均値が
0.04ppmを超
えた日数と
その割合

１時間
値の

最高値

日平均
値の

２％除
外値

日平均値
が0.04ppm
を超えた
日が２日
以上連続
したこと
の有無

環境基準
の長期的
評価によ
る日平均

値が
0.04ppmを
超えた日

数

測定方法

（日）（時間） （ppm）（時間）（％）（日）（％） (ppm） (ppm） （日）

大
館
市

大
館

住 無 紫外線蛍光法

能
代
西

住 無 紫外線蛍光法

檜
山

未 無 紫外線蛍光法

男
鹿
市

船
川

住 無 紫外線蛍光法

山
王

商 無 紫外線蛍光法

土
崎

準工 無 高感度型

上
新
城

未 無 紫外線蛍光法

堀
川

住 無 高感度型

将
軍
野

住 無 紫外線蛍光法

茨
島

商 無 紫外線蛍光法

仁
井
田

住 無 紫外線蛍光法

由
利
本
荘
市

本
荘

住 無 紫外線蛍光法

横
手
市

横
手

商 無 紫外線蛍光法

（注）１．

２．

「令別表第３の区分」欄は、大気汚染防止法施行令（昭和４３年政令第３２９号）別表第３の号番号である。

「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から２％の範囲の日平
均値を除外した後の日平均値のうち、0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを越えた日が２
日以上連続した日数のうち、２％除外該当日に入っている日数分については除外しない。

令
別
表
第
３
の
区
分

能
代
市

秋
田
市
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資料10　二酸化硫黄による環境基準適合状況及び年平均値の推移
（単位：ppm）

平　成　17　年　度 平　成　18　年　度 平　成　19　年　度 平　成　20　年　度 平　成　21　年　度

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

大 館 市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 西 ○ ○ ○ ○ ○

檜 山 ○ ○ ○ ○ ○

浅 内 ○ ○ － － － － － － － － －

潟 上 市 昭 和 ○ ○ ○ － － － － － －

男 鹿 市 船 川 ○ ○ ○ ○ ○

船 越 ○ ○ ○ － － － － － －

秋 田 市 山 王 ○ ○ ○ ○ ○

土 崎 ○ ○ ○ ○ ○

新 屋 ○ ○ ○ ○ ○

上 新 城 ○ ○ ○ ○ ○

太 平 ○ ○ － － － － － － － － －

添 川 ○ ○ － － － － － － － － －

堀 川 ○ ○ ○ ○ ○

将 軍 野 ○ ○ ○ ○ ○

茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

仁 井 田 ○ ○ ○ ○ ○

由 利 本 荘 市 本 荘 ○ ○ ○ ○ ○

大 仙 市 大 曲 ○ ○ ○ － － － － － －

横 手 市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

平　成　22　年　度 平　成　23 年　度 平　成　24 年　度 平　成　25 年　度 平　成　26 年　度

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

環境基
準適否

２％
除外値

年平均
値

大 館 市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 西 ○ ○ ○ ○ ○

檜 山 ○ ○ ○ ○ ○

浅 内 － － － － － － － － － － － － － － －

潟 上 市 昭 和 － － － － － － － － － － － － － － －

男 鹿 市 船 川 ○ ○ ○ ○ ○

船 越 － － － － － － － － － － － － － － －

秋 田 市 山 王 ○ ○ ○ ○ ○

土 崎 ○ ○ ○ ○ ○

新 屋 ○ ○ － － － － － － － － －

上 新 城 ○ ○ ○ ○ ○

太 平 － － － － － － － － － － － － － － －

添 川 － － － － － － － － － － － － － － －

堀 川 ○ ○ ○ ○ ○

将 軍 野 ○ ○ ○ ○ ○

茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

仁 井 田 ○ ○ ○ ○ ○

由 利 本 荘 市 本 荘 ○ ○ ○ ○ ○

大 仙 市 大 曲 － － － － － － － － － － － － － － －

横 手 市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

（注）浅内局・太平局・添川局は平成１８年度末、船越局・昭和局・大曲局は平成１９年度末をもって廃止した。

市 名 測 定 局

市 名 測 定 局
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資料11　一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物の測定結果（平成26年度年間値）

（１）一般環境大気測定局

一酸化窒素（ＮＯ） 二酸化窒素（ＮＯ ） 窒素酸化物（NO+NO ）

市
名

測
定
局

令
別
表
第
３
の
区
分

用
途
地
域

有
効
測
定
日
数

測
定
時
間

年
平
均
値

１時間
値の最
高値

日平均
値

の年間
９８％

値

年
平
均
値

１時間
値の最
高値

１時間値
が0.2ppm
を超えた
時間数と
その割合

１時間値
が0.1ppm

以上
0.2ppm以
下の時間
数とその

割合

日平均値
が

を超えた
日数とそ
の割合

日平均値
が

以上

以下の日
数とその

割合

日平均
値の年

間
９８％

値

９８％
値評価
による
日平均
値が

mを超
えた日

数

年
平
均
値

１時間
値　の
最高値

日平均
値の年

間
９８％

値

年平均値
／(NO

＋NO ）

(日) （時間） （時間） （％） （時間） （％） （日） （％） （日） （％） （日） （ppm) （％）
能
代
西 住

檜
山

未
潟
上
市

昭
和

住
男
鹿
市

船
川

住

由
利

本
荘
市

本
荘

住
大
仙
市

大
曲

住

山
王

商

土
崎

準工

新
屋

商

堀
川

住
将
軍
野 住
仁
井
田 住

広
面

住

「令別表第３の区分」欄は、大気汚染防止法施行令（昭和４３年政令第３２９号）別表第３の号番号である。

（２）自動車排出ガス測定局

一酸化窒素（ＮＯ） 二酸化窒素（ＮＯ ） 窒素酸化物（NO+NO2）

市
名

測
定
局

令
別
表
第
３
の
区
分

用
途
地
域

有
効
測
定
日
数

測
定
時
間

年
平
均
値

１時間
値の最
高値

日平均
値

の年間
９８％

値

年
平
均
値

１時間
値の最
高値

１時間値
が0.2ppm
を超えた
時間数と
その割合

１時間値
が0.1ppm

以上
0.2ppm以
下の時間
数とその

割合

日平均値
が

を超えた
日数とそ
の割合

日平均値
が

以上

以下の日
数とその

割合

日平均
値の年

間
９８％

値

９８％
値評価
による
日平均
値が

mを超
えた日

数

年
平
均
値

１時間
値　の
最高値

日平均
値の年

間
９８％

値

年平均値
／(NO

＋NO ）

(日) （時間） （時間） （％） （時間） （％） （日） （％） （日） （％） （日） （ppm) （％）
大
館
市

大
館

商
能
代
市

能
代

商
横
手
市

横
手

準工
秋
田
市

茨
島

商

(注) 「９８％値評価による日平均値が０．０６ｐｐｍを超えた日数」とは、１年間の日平均値のうち低い方から９８％の範囲内にあって、かつ０．０６
ｐｐｍを超えたものの日数である。

能
代
市

秋
田
市

(注)１.
２. 「９８％値評価による日平均値が０．０６ｐｐｍを超えた日数」とは、１年間の日平均値のうち低い方から９８％の範囲内にあって、かつ０．０６

ｐｐｍを超えたものの日数である。
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資料12　二酸化窒素に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移
（単位：ppm）

区分 市 名 測 定 局
環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

能 代 市 能 代 西 ○ ○ ○ ○ ○

檜 山 ○ ○ ○ ○ ○

浅 内 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

潟 上 市 昭 和 ○ ○ ○ ○ ○

男 鹿 市 船 川 ○ ○ ○ ○ ○

船 越 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ―

由利本荘市 本 荘 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― （○）

大 仙 市 大 曲 ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 市 山 王 ○ ○ ○ ○ ○

土 崎 ○ ○ ○ ○ ○

新 屋 ○ ○ ○ ○ ○

堀 川 ○ ○ ○ ○ ○

将 軍 野 ○ ○ ○ ○ ○

仁 井 田 ○ ○ ○ ○ ○

広 面 ○ ○ ○ ○ ○

鹿 角 市 鹿 角 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ―

大 館 市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 ○ ○ ○ ○ ○

横 手 市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 市 茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

区分 市 名 測 定 局
環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

環境
基準
適否

９８％
値

年平均
値

能 代 市 能 代 西 ○ ○ ○ ○ ○

檜 山 ○ ○ ○ ○ ○

浅 内 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

潟 上 市 昭 和 ○ ○ ○ ○ ○

男 鹿 市 船 川 ○ ○ ○ ○ ○

船 越 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

由利本荘市 本 荘 ○ ○ ○ ○ ○

大 仙 市 大 曲 ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 市 山 王 ○ ○ ○ ○ ○

土 崎 ○ ○ ○ ○ ○

新 屋 ○ ○ ○ ○ ○

堀 川 ○ ○ ○ ○ ○

将 軍 野 ○ ○ ○ ○ ○

仁 井 田 ○ ○ ○ ○ ○

広 面 ○ ○ ○ ○ ○

鹿 角 市 鹿 角 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

大 館 市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 ○ ○ ○ ○ ○

横 手 市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 市 茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

（注）１．能代東局は平成１６年度末、浅内局は平成１８年度末、船越局・鹿角自排局は平成１９年度末をもって廃止した。
　　　２．年度間を通じて有効測定時間（6,000時間）に達しない場合は（　　）で示した。

   　 ３．本荘局は、平成２１年１２月に新設した。

平　成　17　年　度 平　成　18　年　度

平　成　26　年　度

平　成　19　年　度 平　成　20　年　度

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

平　成　21　年　度

平　成　22　年　度 平　成　23　年　度 平　成　24　年　度 平　成　25　年　度

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局
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資料13　一酸化炭素の測定結果（平成26年度年間値）

区分 市　名 測定局 用途地域
有効
測定
日数

測定時間 年平均値
１時間値の

最高値
日平均値の
２％除外値

日平均値が
10ppmを超
えた日数が
２日以上連
続したこと

の有無

環境基準の
長期的評価
による日平

均値が
10ppmを超
えた日数

（日） （時間） （回） （％） （日） （％） （日） （％） （ppm) （有×・無○） （日）

大館市 大館 商 〇

能代市 能代 商 〇

横手市 横手 準工 8,702 〇

秋田市 茨島 商 〇

(注)

（単位：ppm）

区分 市 名 測 定 局
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値

鹿角市 鹿 角 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ―

大館市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能代市 能 代 ○ ○ ○ ○ ○

横手市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

秋田市 茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

区分 市 名 測 定 局
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値
環境
基準
適否

日平均値の
２％除外値

年平均値

鹿角市 鹿 角 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

大館市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能代市 能 代 ○ ○ ○ ○ ○

横手市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

秋田市 茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

（注）鹿角自排局は平成１９年度末をもって廃止した。

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

平　成　26　年　度平　成　22　年　度 平　成　23　年　度 平　成　24　年　度 平　成　25　年　度

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

平　成　21　年　度平　成　17　年　度 平　成　18　年　度 平　成　19　年　度 平　成　20　年　度

８時間値が20ppmを超
えた回数とその割合

日平均値が10ppmを超
えた日数とその割合

１時間値が30ppm以上
となったことがある日

数とその割合

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から２％の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、10ppmを超えた日数である。た
だし、日平均値が10ppmを超えた日が２日以上連続した延べ日数のうち、２％除外該当日に入っている日数分については除外しない。

資料14　一酸化炭素に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移
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資料15　光化学オキシダント測定結果及び経年変化

市名 測定局
用途
地域

年度
昼間測
定日数

昼間測定
時間

昼間の１
時間値の
年平均値

昼間の１時間
値が0.06ppmを
超えた日数と

時間数

昼間の１時間
値が0.12ppm
を超えた日数

と時間数

昼間の１
時間値の
最高値

昼間の日
最高１時
間値の年
平均値

（日） （時間） (ppm） （日）（時間）（日）（時間） (ppm） (ppm）

能代市 能代西 住

男鹿市 船 川 住

男鹿市 船 越 住

－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －

由利本荘市 本 荘 住

大仙市 大 曲 住

秋田市 将軍野 住

秋田市 広 面 住

（注）１．　昼間とは、５時から２０時までの時間である。

　　　２．　船越局は平成１９年度末をもって廃止した。

   　 ３．  本荘局と大曲局は平成２１年１２月に新設した。
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資料15　光化学オキシダント測定結果及び経年変化

市名 測定局
用途
地域

年度
昼間測
定日数

昼間測定
時間

昼間の１
時間値の
年平均値

昼間の１時間
値が0.06ppmを
超えた日数と

時間数

昼間の１時間
値が0.12ppm
を超えた日数

と時間数

昼間の１
時間値の
最高値

昼間の日
最高１時
間値の年
平均値

（日） （時間） (ppm） （日）（時間）（日）（時間） (ppm） (ppm）

能代市 能代西 住

男鹿市 船 川 住

男鹿市 船 越 住

－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －
－ － － － － － － － －

由利本荘市 本 荘 住

大仙市 大 曲 住

秋田市 将軍野 住

秋田市 広 面 住

（注）１．　昼間とは、５時から２０時までの時間である。

　　　２．　船越局は平成１９年度末をもって廃止した。

   　 ３．  本荘局と大曲局は平成２１年１２月に新設した。

資料16　　微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果（平成26年度年間値）

(日) (時間) (μg/m (日) (％) (μg/m (μg/m (日)
大　　館 住
能 代 西 住
船    川 住
将 軍 野 住
本    荘 住
横    手 商

自動車排出
ガス測定局 茨    島 商

資料17 　微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移

（単位：μg/m ）
平　成　23　年　度 平　成　24　年　度 平　成　25　年　度 平　成　26　年　度

環境基準
適否

９８％値 年平均値
環境基準

適否
９８％値 年平均値

環境基準
適否

９８％値 年平均値
環境基準

適否
９８％値 年平均値

大 館 市 大 館 － － － － － － － － － －
能 代 市 能 代 西 － ○ ○ ○
男 鹿 市 船 川 － － － － － － ○ ×
秋 田 市 将 軍 野 ○ ○ × ×
由利本荘市 本 荘 － － － － － － ○ ○
横 手 市 横 手 － － － － ○ ○

自動車排出
ガス測定局

秋 田 市 茨 島 － － － － ○ ×

（注）　１．将軍野局は平成23年4月、能代西局は平成24年1月、横手局は平成24年11月、茨島自排局は平成25年1月、
　　　　　船川局及び本荘局は平成25年6月、大館局は平成26年11月に新設された。
　　　　２．年度間を通じて有効測定日数（250日以上）に達しない場合は（　）で示した。

資料18　浮遊粒子状物質の測定結果（平成26年度年間値）
（１）一般環境大気測定局

市名 測定局 用途地域
有効測定
日数

測定時間 年平均値
１時間値が0.20mg/m
を超えた時間数とそ

の割合

日平均値が0.10mg/m
を超えた日数とその

割合

１時間値
の最高値

日平均値
の２％除
外値

日平均値
が

を超えた
日が２日
以上連続
したこと
の有無

環境基準
の長期的
評価によ
る日平均
値が

を超えた
日数

（日） （時間） （mg/m ） （時間） （％） （日） （％） （mg/m ） （mg/m ） （有×・無○） （日）

大 館 市 大 館 住 〇
能 代 市 能 代 西 住 〇

檜 山 未 〇
潟 上 市 昭 和 住 〇
男 鹿 市 船 川 住 〇
秋 田 市 山 王 商 〇

土 崎 準工 〇
新 屋 商 〇
上 新 城 未 〇
堀 川 住 〇
将 軍 野 住 〇
茨 島 商 〇
仁 井 田 住 〇
広 面 住 〇

由利本荘
市

本 荘 住 〇

大 仙 市 大 曲 住 〇
横 手 市 横 手 商 〇

（２）自動車排出ガス測定局

市名 測定局 用途地域
有効測定
日数

測定時間 年平均値
１時間値が0.20mg/m
を超えた時間数とそ

の割合

日平均値が0.10mg/m
を超えた日数とその

割合

１時間値
の最高値

日平均値
の２％除
外値

日平均値
が

を超えた
日が２日
以上連続
したこと
の有無

環境基準
の長期的
評価によ
る日平均
値が

を超えた
日数

（日） （時間） （mg/m ） （時間） （％） （日） （％） （mg/m ） （mg/m ） （有×・無○） （日）

大 館 市 大 館 商 〇
能 代 市 能 代 商 〇
横 手 市 横 手 準工 〇

日平均値
の

98％値

９８％値
評価によ
る日平均
値が35

μg/m を
超えた日

数

一般環境
大気測定

局

年平均値
区分 測定局

用 途
地 域

有効測定
日数

測定時間

区分 市名 測定局

一般環境
大気測定

局

日平均値が35μg/m
を超えた日数とその

割合

日平均値
の

最高値
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資料19　浮遊粒子状物質に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移
（単位：mg/m ）

平　成　17　年　度 平　成　18　年　度 平　成　19　年　度 平　成　20　年　度 平　成　21　年　度

区分 市 名 測 定 局
環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

大 館 市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 西 ○ ○ ○ ○ ○

檜 山 ○ ○ ○ ○ ○

浅 内 ○ ○ － － － － － － － － －

潟 上 市 昭 和 ○ ○ ○ ○ ○

男 鹿 市 船 川 ○ ○ ○ ○ ○

船 越 ○ ○ ○ － － － － － －

秋 田 市 山 王 ○ ○ ○ ○ ○

土 崎 ○ ○ ○ ○ ○

新 屋 ○ ○ ○ ○ ○

上 新 城 ○ ○ ○ ○ ○

太 平 ○ ○ － － － － － － － － －

添 川 ○ ○ － － － － － － － － －

堀 川 ○ ○ ○ ○ ○

将 軍 野 ○ ○ ○ ○ ○

茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

仁 井 田 ○ ○ ○ ○ ○

広 面 ○ ○ ○ ○ ○

由利本荘市 本 荘 ○ ○ ○ ○ ○

大 仙 市 大 曲 ○ ○ ○ ○ ○

横 手 市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

鹿 角 市 鹿 角 ○ ○ ○ － － － － － －

大 館 市 大 館 自 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 ○ ○ ○ ○ ○

横 手 市 横 手 自 ○ ○ ○ ○ ○

平　成　22　年　度 平　成　23　年　度 平　成　24　年　度 平　成　25　年　度 平　成　26　年　度

区分 市 名 測 定 局
環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

環境基
準適否

２％除
外値

年平均
値

大 館 市 大 館 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 西 ○ ○ ○ ○ ○

檜 山 ○ ○ ○ ○ ○

浅 内 － － － － － － － － － － － － － － －

潟 上 市 昭 和 ○ ○ ○ ○ ○

男 鹿 市 船 川 ○ ○ ○ ○ ○

船 越 － － － － － － － － － － － － － － －

秋 田 市 山 王 ○ ○ ○ ○ ○

土 崎 ○ ○ ○ ○ ○

新 屋 ○ ○ ○ ○ ○

上 新 城 ○ ○ ○ ○ ○

太 平 － － － － － － － － － － － － － － －

添 川 － － － － － － － － － － － － － － －

堀 川 ○ ○ ○ ○ ○

将 軍 野 ○ ○ ○ ○ ○

茨 島 ○ ○ ○ ○ ○

仁 井 田 ○ ○ ○ ○ ○

広 面 ○ ○ ○ ○ ○

由利本荘市 本 荘 ○ ○ ○ ○ ○

大 仙 市 大 曲 ○ ○ ○ ○ ○

横 手 市 横 手 ○ ○ ○ ○ ○

鹿 角 市 鹿 角 － － － － － － － － － － － － － － －

大 館 市 大 館 自 ○ ○ ○ ○ ○

能 代 市 能 代 ○ ○ ○ ○ ○

横 手 市 横 手 自 ○ ○ ○ ○ ○

　　　（注）浅内局・太平局・添川局は平成１８年度末、船越局・鹿角自排局は平成１９年度末にて廃止した。

自

動

車

排

出

ガ

ス

測

定

局

自

動

車

排

出

ガ

ス

測

定

局

一
般
環
境
大
気
測
定
局

一
般
大
気
環
境
測
定
局

をもって廃止した。
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資料 非メタン炭化水素測定結果及び経年変化

市

名

測

定

局

用

途

地

域

年

度

測定

時間

年平

均値

６～９

時にお

ける年

平均値

６～

９時

測定

日数

６～９時の

３時間平均値

６～９時の３時間

平均値が

を超えた日数とそ

の割合

６～９時の３時間

平均値が

を超えた日数とそ

の割合最高値 最低値

時間 ppmＣ） ppmＣ） 日 ppmＣ） ppmＣ） 日 （％） 日 （％）

男
鹿
市

船
川

住

秋

田

市

将

軍

野

住

資料 メタン及び全炭化水素の測定結果（平成 年度年間値）

市

名

測

定

局

用

途

地

域

メタン 全炭化水素

測定

時間

年平

均値

６～９

時にお

ける年

平均値

６～

９時

測定

日数

６～９時の

３時間平均値

測定

時間

年平

均値

６～９

時にお

ける年

平均値

６～

９時

測定

日数

６～９時の

３時間平均値

最高値 最低値 最高値 最低値

時間 ppmＣ） ppmＣ） 日 ppmＣ） ppmＣ） 時間 ppmＣ） ppmＣ） 日 ppmＣ） ppmＣ）

男

鹿

市

船

川

住

秋

田

市

将

軍

野

住
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資料22　降雨・降雪のpHの調査結果（平成26年度年間値）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月平均値 １月 ２月 ３月 平均値

平均

最小

最大

平均

最小

最大

平均

最小

最大

（注）　pH値は１週間の降水の値をもとにしており、平均値は降水量による重み付けをしている。

区 分 降 雨 期 降 雪 期
年間平
均値地 点

 大 館

平　　均

秋 田

横 手
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資料22　降雨・降雪のpHの調査結果（平成26年度年間値）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月平均値 １月 ２月 ３月 平均値

平均

最小

最大

平均

最小

最大

平均

最小

最大

（注）　pH値は１週間の降水の値をもとにしており、平均値は降水量による重み付けをしている。

区 分 降 雨 期 降 雪 期
年間平
均値地 点

 大 館

平　　均

秋 田

横 手

資料23　雨水成分分析結果（平成26年度）

地点名：大館（北秋田地域振興局大館福祉環境部）

観測月 ｐＨ  ＥＣ ＳＯ  ＮＯ  Ｃｌ Ｎａ Ｋ Ｃａ Ｍｇ ＮＨ

μS/cm

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

年平均

地点名：秋田（健康環境センター）

観測月 ｐＨ  ＥＣ ＳＯ  ＮＯ  Ｃｌ Ｎａ Ｋ Ｃａ Ｍｇ ＮＨ
μS/cm

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

年平均

地点名：横手（平鹿地域振興局福祉環境部）

観測月 ｐＨ  ＥＣ ＳＯ  ＮＯ  Ｃｌ Ｎａ Ｋ Ｃａ Ｍｇ ＮＨ

μS/cm

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

年平均

（注）　測定値は１週間の降水の値をもとにしており、ｐＨ、ＥＣおよび各成分濃度は降水量による重み付けをしている。

イ　　オ　　ン　　濃　　度

イ　　オ　　ン　　濃　　度
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資料24　有害大気汚染物質の測定結果（平成26年度年平均値）

ベンゼン

（環境基準　3 μg/m ）
μg/m

トリクロロエチレン

（環境基準　200 μg/m ）
μg/m

テトラクロロエチレン

（環境基準　200 μg/m ）
μg/m

ジクロロメタン

（環境基準　150 μg/m ）
μg/m

アクリロニトリル

（指針値　2 μg/m ）
μg/m － －

塩化ビニルモノマー

（指針値　10 μg/m ）
μg/m － －

クロロホルム

（指針値　18 μg/m ）
μg/m － －

1,2-ジクロロエタン

（指針値　16 μg/m ）
μg/m － －

1,3-ブタジエン

（指針値　2.5 μg/m ）
μg/m －

水銀及びその化合物

（指針値　16 ngHg/m ）
－ －

ニッケル化合物

（指針値　25 ngNi/m ）
－ －

ヒ素及びその化合物

（指針値　6 ngAs/m ）
－ －

マンガン及びその化合物

（指針値　140 ngMn/m ）
－ －

アセトアルデヒド μg/m －

塩化メチル μg/m － －

酸化エチレン μg/m － －

トルエン μg/m － 70

ベンゾ[a]ピレン μg/m －

ホルムアルデヒド μg/m －

クロム及びその化合物 － －

ベリリウム及びその化合物 － －

（注） 指針値とは、大気環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値。

物質名
土崎局

（秋田市）
茨島自排局
（秋田市）

船川局 横手自排局単位
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資料25 環境基準による大気汚染状況の評価

項 目 評 価

短期的評価 １時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、１時間

二酸化 値が0.1ppm以下であること。

硫 黄

(SO２) 長期的評価 １日平均値の年間２％除外値が0.04ppm以下であり、かつ、

１日平均値が0.04ppmを超える日が２日以上連続しないこ

と。

二酸化 長期的評価 １日平均値の年間９８％値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾー

窒 素 ン内又はそれ以下であること。

(NO２)

短期的評価 １時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、１時

浮 遊 間値が0.20mg/m3以下であること。

粒子状

物 質 長期的評価 １日平均値の年間２％除外値が0.10mg/m3以下であり、か

(SPM) つ、１日平均値が0.10mg/m3を超える日が２日以上連続しな

いこと。

短期的評価 １時間値の１日平均値が10ppm以下であり、かつ、１時間値

一酸化 の８時間平均値が20ppm以下であること。

炭 素

(CO) 長期的評価 １日平均値の年間２％除外値が10ppm以下であり、かつ、１

日平均値が10ppmを超える日が２日以上連続しないこと。

光化学 昼間の時間帯(5～20時)における１時間値が0.06ppm以下であること。

オキシ

ダント

(Ox)

微 小 １年平均値が15μg/m3以下であり（長期基準）、かつ、１日平均値の年

粒子状 間98％値が35μg/m3以下である（短期基準）こと。

物 質

(PM2.5)

（注）１．短期的評価：１時間又は１日を通した測定結果に係る評価。

２．長期的評価：年間を通した測定結果に係る評価。

− 35 −



36

資料26 平成26年度公共用水域水質測定結果の概要

調査水域 国土交通省 秋田県 秋田市 計
米代川水系 5 21 26

（ 1,086 ） （ 1,050 ） （ 2,136 ）
雄物川水系 10 18 31 59

河 （ 1,254 ） （ 876 ） （ 2,177 ） （ 4,307 ）
子吉川水系 2 3 5

（ 178 ） （ 163 ） （ 341 ）
八 郎 湖 11 1 12
流 入 河 川 （ 1,020 ） （ 132 ） （ 1,152 ）

川 その他河川 9 2 11
（ 407 ） （ 62 ） （ 469 ）

小 計 17 62 34 113
（ 2,518 ） （ 3,516 ） （ 2,371 ） （ 8,405 ）

十和田湖 9 9
（ 1,262 ） （ 1,262 ）

田 沢 湖 5 5
湖 （ 341 ） （ 341 ）

八 郎 湖 10 10
（ 2,418 ） （ 2,418 ）

人 工 湖 2 8 2 12
（ 619 ） （ 251 ） （ 136 ） （ 1,006 ）

沼 天然湖沼 1 2 3
（ 28 ） （ 136 ） （ 164 ）

小 計 2 33 4 39
（ 619 ） （ 4,300 ） （ 272 ） （ 5,191 ）

海 域 14 7 21
（ 1,746 ） （ 882 ） （ 2,628 ）

合 計 19 109 45 173
（ 3,137 ） （ 9,562 ） （ 3,525 ） （ 16,224 ）

注１）上段：測定地点数、下段( )内：測定項目数
注２）十和田湖の測定項目数には青森県実施分も含む。
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資料27 水域類型指定状況
平成27年3月31日現在

水 域 県内の類型指定 県公告に基づく
河川・湖沼数 類型指定水域数

米代川水系 91 107
河 雄物川水系 170 189

子吉川水系 44 46
川 八郎湖流入河川 22 23

その他河川 27 29
小 計 354 394

湖 天然湖沼 35 35
沼 人工湖沼 9 9

小 計 44 44
海 域 1 13
合 計 399 451
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資料28 公共用水域の水質測定状況

(1) 測定地点位置図

① 米代川水系

・・・国土交通省（環境基準点）

・・・秋田県（環境基準点）

・・・（補助点）
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45
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(2)水系別のBOD・CODに係る環境基準適合状況

　①河川 ○：適合　　×：不適合

水 環境基準類型 類 環境基準

系 あてはめ水域名 型 地点数
米 代 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
米 代 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
熊 沢 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
大 湯 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
小 坂 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
犀 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
長 木 川 上 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
長 木 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
下 内 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
引 欠 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
岩 瀬 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
早 口 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
阿 仁 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
阿 仁 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
小 又 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
小 阿 仁 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
藤 琴 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
種 梅 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
常 盤 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
檜 山 川 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○
小 猿 部 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
雄 物 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
役 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
高 松 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
白 子 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
成 瀬 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
皆 瀬 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
皆 瀬 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
西 馬 音 内 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
大 戸 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
横 手 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
横 手 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
杉 沢 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
丸 子 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
川 口 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
窪 堰 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
玉 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
玉 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
檜 木 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
入 見 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○

米

代

川

水

系

雄

物

川

水

系

水 環境基準類型 類 環境基準

系 あてはめ水域名 型 地点数
斎 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
楢 岡 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
土 買 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
淀 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
岩 見 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
岩 見 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
三 内 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
新 城 川 上 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
新 城 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
草 生 津 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
旭 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
旭 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
旭 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
太 平 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
太 平 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
太 平 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
猿 田 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
旧 雄 物 川 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○
八 田 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
地 蔵 川 Ａ ○ × × ○ ○
新 波 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
梵 字 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
神 内 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
安 養 寺 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
平 尾 鳥 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
子 吉 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
子 吉 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
子 吉 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
石 沢 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
芋 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
三 種 川 Ａ ○ ○ × ○ ○
馬 場 目 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
馬 場 目 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
井 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
豊 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
馬 踏 川 Ａ × × × ○ ×
鯉 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
鹿 渡 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
糸 流 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
鵜 川 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
小 深 見 川 Ａ ○ × ○ × ○
真 瀬 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
竹 生 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
比 詰 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
鮎 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
衣 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
西 目 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
大 沢 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
白 雪 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
赤 石 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
象 潟 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
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(2)水系別のBOD・CODに係る環境基準適合状況

　①河川 ○：適合　　×：不適合

水 環境基準類型 類 環境基準

系 あてはめ水域名 型 地点数
米 代 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
米 代 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
熊 沢 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
大 湯 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
小 坂 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
犀 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
長 木 川 上 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
長 木 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
下 内 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
引 欠 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
岩 瀬 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
早 口 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
阿 仁 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
阿 仁 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
小 又 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
小 阿 仁 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
藤 琴 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
種 梅 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
常 盤 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
檜 山 川 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○
小 猿 部 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
雄 物 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
役 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
高 松 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
白 子 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
成 瀬 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
皆 瀬 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
皆 瀬 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
西 馬 音 内 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
大 戸 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
横 手 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
横 手 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
杉 沢 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
丸 子 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
川 口 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
窪 堰 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
玉 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
玉 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
檜 木 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
入 見 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
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水 環境基準類型 類 環境基準

系 あてはめ水域名 型 地点数
斎 内 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
楢 岡 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
土 買 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
淀 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
岩 見 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
岩 見 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
三 内 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
新 城 川 上 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
新 城 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
草 生 津 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
旭 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
旭 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
旭 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
太 平 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
太 平 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
太 平 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
猿 田 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
旧 雄 物 川 Ｃ ○ ○ ○ ○ ○
八 田 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
地 蔵 川 Ａ ○ × × ○ ○
新 波 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
梵 字 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
神 内 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
安 養 寺 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
平 尾 鳥 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
子 吉 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
子 吉 川 中 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
子 吉 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
石 沢 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
芋 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
三 種 川 Ａ ○ ○ × ○ ○
馬 場 目 川 上 流 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
馬 場 目 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
井 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
豊 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
馬 踏 川 Ａ × × × ○ ×
鯉 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
鹿 渡 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
糸 流 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
鵜 川 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
小 深 見 川 Ａ ○ × ○ × ○
真 瀬 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
竹 生 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
比 詰 川 下 流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
鮎 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
衣 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
西 目 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
大 沢 川 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○
白 雪 川 下 流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○
赤 石 川 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
象 潟 川 Ａ ○ ○ ○ ○ ○

八

郎

湖

流

入

河

川

そ

の

他

の

河

川

子
吉
川
水
系

雄

物

川

水

系
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　②湖沼

環境基準類型 類 環境基準

あてはめ水域名 型 地点数
十 和 田 湖 ＡＡ × × × × ×
田 沢 湖 ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
八 郎 湖 Ａ × × × × ×
森 吉 ダ ム ＡＡ × × × × ×
素 波 里 ダ ム ＡＡ × × × × ×
萩 形 ダ ム ＡＡ × × × × ×
鎧 畑 ダ ム ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
夏 瀬 ダ ム ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○
皆 瀬 ダ ム ＡＡ × × × × ×
岩 見 ダ ム Ａ ○ ○ ○ ○ ○
旭 川 ダ ム Ａ ○ ○ ○ ○ ○
二 ノ 目 潟 Ａ × × × × ×

　③海域

環境基準類型 類 環境基準

あてはめ水域名 型 地点数

戸 賀 避 難 港 Ａ ○ ○ ○ × ×

Ｂ・Ｃ該当海域以外の
海 域 （ 北 部 海 域 ）

Ａ × ○ × × ×

Ｂ・Ｃ該当海域以外の
海 域 （ 男 鹿 海 域 ）

Ａ ○ ○ × × ○

Ｂ・Ｃ該当海域以外の
海域（秋田湾海域）

Ａ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ・Ｃ該当海域以外の
海 域 （ 中 部 海 域 ）

Ａ ○ ○ ○ ○ ×

Ｂ．Ｃ該当海域以外の
海 域 （ 南 部 海 域 ）

Ａ ○ ○ ○ ○ ×

能 代 港 泊 地 航 路 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○

本 荘 港 泊 地 航 路 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○

船 川 港 泊 地 航 路 を
除 く 海 域

Ｂ ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 港 泊 地 航 路 を
除 く 海 域

Ｂ ○ ○ ○ ○ ○

雄物川河口から旧雄物
川 河 口 ま で の 海 域

Ｂ ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 船 川 泊 地 航 路
（ 船 川 ）

Ｃ ○ ○ ○ ○ ○

秋 田 船 川 泊 地 航 路
（ 秋 田 ）

Ｃ ○ ○ ○ ○ ○

（注）・環境基準点における測定結果の年間を通じての環境基準の適応については、
　　　　年間を通じた日平均値の全データのうち75%以上のデータが環境基準に適合
　　　　している場合に適合しているものと判断した。
　　　・なお、複数の環境基準点をもつ水域においては、すべての基準点が環境基準
　　　　に適合している場合に当該水域が環境基準を達成していると判断した。
　　　・十和田湖における環境基準適合状況は、秋田県と青森県の測定結果を合算
　　　　し、評価したものである。
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（３）平成26年度公共用水域水質測定結果
　①米代川水系
　ア　健康項目

十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋
能代橋

大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
下内川下流 松木橋
引欠川下流 引欠川末端
阿仁川下流 高長橋
小又川 平里橋
小阿仁川下流 落合橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点

十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋
能代橋

大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
下内川下流 松木橋
引欠川下流 引欠川末端
阿仁川下流 高長橋
小又川 平里橋
小阿仁川下流 落合橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点

米代川中流 神田橋
十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋
能代橋

大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
早口川下流 早口橋
阿仁川下流 高長橋

新真中橋
銀杏橋
能代橋

米代川中流 神田橋
新真中橋
銀杏橋
能代橋

大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
早口川下流 早口橋
阿仁川下流 高長橋

地点統一
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン
平均値

最大値 平均値ｍ ｎ

ジクロロメタン 四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

ｍ ｎ 最大値 平均値 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値

ｍ ｎ 最大値 平均値

六価クロム 砒素 総水銀

ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値

最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ

ｍ ｎ

最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

全シアン 鉛
ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

カドミウム
最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

米代川下流

米代川下流

米代川下流

米代川下流

米代川下流

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

－48－
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米代川中流 神田橋
新真中橋
銀杏橋
能代橋

大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
早口川下流 早口橋
阿仁川下流 高長橋

新真中橋
銀杏橋
能代橋

米代川中流 神田橋
新真中橋
銀杏橋
能代橋

大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
下内川下流 松木橋
早口川下流 早口橋
阿仁川下流 高長橋

米代川中流 神田橋
新真中橋
銀杏橋
能代橋

大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
下内川下流 松木橋
早口川下流 早口橋
阿仁川下流 高長橋

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
ほう素 1,4-ジオキサン

チオベンカルブ ベンゼン

セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム

シマジン
ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値
ふっ素

ｍ ｎ 最大値 平均値 最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

ｍ ｎ 最大値 平均値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

米代川下流

米代川下流

米代川下流

米代川下流

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

－49－
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均 75%値
米代川中流 神田橋

十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋
能代橋

熊沢川 長峰橋
大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
犀川 犀川橋
長木川上流 東橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
引欠川下流 引欠川末端
岩瀬川 岩瀬橋
早口川下流 早口橋
阿仁川上流 粕内橋
阿仁川下流 高長橋
小又川 平里橋
小阿仁川下流 落合橋
藤琴川下流 琴音橋
種梅川下流 大川口１号橋
常磐川下流 刈橋
檜山川 桧山川橋
小猿部川 川口橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点 － －

米代川中流 神田橋
十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋
能代橋

熊沢川 長峰橋
大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
犀川 犀川橋
長木川上流 東橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
引欠川下流 引欠川末端
岩瀬川 岩瀬橋
早口川下流 早口橋
阿仁川上流 粕内橋
阿仁川下流 高長橋
小又川 平里橋
小阿仁川下流 落合橋
藤琴川下流 琴音橋
種梅川下流 大川口１号橋
常磐川下流 刈橋
檜山川 桧山川橋
小猿部川 川口橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点 －

米代川下流

米代川下流

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

最小 最大 ｍ ｎ
日間平均

大腸菌群数

最小 最小 最大 ｍ ｎ 平均

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

最大 ｍ ｎ 平均

最大 ｍ ｎ 最小 最大 ｍ ｎ最小 平均

－48－
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米代川中流 神田橋
十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋
能代橋

熊沢川 長峰橋
大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
犀川 犀川橋
長木川上流 東橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
引欠川下流 引欠川末端
岩瀬川 岩瀬橋
早口川下流 早口橋
阿仁川上流 粕内橋
阿仁川下流 高長橋
小又川 平里橋
小阿仁川下流 落合橋
藤琴川下流 琴音橋
種梅川下流 大川口１号橋
常磐川下流 刈橋
檜山川 桧山川橋
小猿部川 川口橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点

米代川下流 銀杏橋
長木川下流 餅田橋

　ウ　その他の項目

米代川中流 神田橋
十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋

熊沢川 長峰橋
大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
犀川 犀川橋
長木川上流 東橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
阿仁川上流 粕内橋
阿仁川下流 高長橋
小猿部川 川口橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点

米代川下流

米代川下流

平均

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大

最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大最小

ｋ 平均

全亜鉛

ノニルフェノール

全窒素 全燐

最小 最大 ｋ ｎ 平均

ｋ ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号 ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値
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米代川中流 神田橋
十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋
能代橋

熊沢川 長峰橋
大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
犀川 犀川橋
長木川上流 東橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
引欠川下流 引欠川末端
岩瀬川 岩瀬橋
早口川下流 早口橋
阿仁川上流 粕内橋
阿仁川下流 高長橋
小又川 平里橋
小阿仁川下流 落合橋
藤琴川下流 琴音橋
種梅川下流 大川口１号橋
常磐川下流 刈橋
檜山川 桧山川橋
小猿部川 川口橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点

米代川下流 銀杏橋
長木川下流 餅田橋

　ウ　その他の項目

米代川中流 神田橋
十二所橋
新真中橋
鷹巣橋
銀杏橋

熊沢川 長峰橋
大湯川下流 古川橋
小坂川下流 御山橋
犀川 犀川橋
長木川上流 東橋
長木川下流 餅田橋
下内川下流 松木橋
阿仁川上流 粕内橋
阿仁川下流 高長橋
小猿部川 川口橋
旧花岡川 滝の沢放水路合流点

米代川下流

米代川下流

平均

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大

最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大最小

ｋ 平均

全亜鉛

ノニルフェノール

全窒素 全燐

最小 最大 ｋ ｎ 平均

ｋ ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号 ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値

　②雄物川水系
　ア　健康項目

酒蒔橋
雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

高松川 須川橋
皆瀬川下流 岩崎橋
丸子川下流 丸子橋
川口川下流 相野橋
玉川下流 長野大橋
檜木内川下流 内川橋
入見内川下流 切欠田橋
斉内川下流 瀬川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
白山川 第５号橋
新城川上流 新城橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋

茨島橋
旭川合流前
港大橋

地蔵川 岩見川合流前
梵字川 ぐみの橋
神内川 宮崎橋
安養寺川 仁助橋
平尾鳥川 平尾鳥川橋
新波川 新波川下流

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

高松川 須川橋
皆瀬川下流 岩崎橋
丸子川下流 丸子橋
川口川下流 相野橋
玉川下流 長野大橋
檜木内川下流 内川橋
入見内川下流 切欠田橋
斉内川下流 瀬川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
白山川 第５号橋
新城川上流 新城橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前
梵字川 ぐみの橋
神内川 宮崎橋
安養寺川 仁助橋
平尾鳥川 平尾鳥川橋
新波川 新波川下流

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

カドミウム

最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

ｍ ｎ 最大値 平均値

全シアン 鉛

六価クロム 砒素 総水銀

ｍ ｎ 最大値 平均値

旭川下流

旭川下流

雄物川中流

旧雄物川

雄物川中流
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雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋
旭川下流 新旭橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
檜木内川下流 内川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
檜木内川下流 内川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

ｍ
地点
番号

ｍ ｎ

1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン

最大値 平均値

ジクロロメタン

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値ｎ

ｎ 最大値 平均値最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値

ｍ

シス-1,2-ジクロロエチレン

平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン

ｎ 最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

雄物川中流

雄物川中流

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

旭川下流

雄物川中流

旭川下流

雄物川中流

旭川下流

水域名
(河川名等)
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雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋
旭川下流 新旭橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
檜木内川下流 内川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
檜木内川下流 内川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

ｍ
地点
番号

ｍ ｎ

1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン

最大値 平均値

ジクロロメタン

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値ｎ

ｎ 最大値 平均値最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値

ｍ

シス-1,2-ジクロロエチレン

平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン

ｎ 最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

雄物川中流

雄物川中流

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

旭川下流

雄物川中流

旭川下流

雄物川中流

旭川下流

水域名
(河川名等)
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雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
檜木内川下流 内川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋
旭川下流 新旭橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
檜木内川下流 内川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋
旭川下流 新旭橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前
安養寺川 仁助橋

雄物川橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
檜木内川下流 内川橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
新城川下流 新城川橋
草生津川 面影橋

川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
猿田川 開橋
旧雄物川 港大橋
地蔵川 岩見川合流前

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 ほう素 1,4-ジオキサン

シマジン チオベンカルブ

ベンゼン セレン

チウラム

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

旭川下流

雄物川中流

雄物川中流

雄物川中流
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均
酒蒔橋
雄物川橋
大曲橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
高松川 須川橋
白子川 白子川橋
成瀬川 真人橋
皆瀬川上流 久保橋
皆瀬川下流 岩崎橋
西馬音内川 駄賃橋
大戸川 大戸川橋
横手川中流 本郷橋
横手川下流 藤木上橋
杉沢川 杉沢川橋
丸子川下流 丸子橋
川口川下流 相野橋
窪堰川下流 大和田橋
玉川上流 岩瀬橋

長野大橋
玉川橋

檜木内川下流 内川橋
入見内川下流 切欠田橋
斉内川下流 瀬川橋
楢岡川 赤平橋
土買川 暁橋
淀川 馬場橋
岩見川上流 岩見大橋
岩見川下流 本田橋
三内川 飛沢橋
白山川 第５号橋
新城川上流 新城橋

新城川橋
大浜橋
八柳橋
面影橋

旭川上流 藤倉橋
旭川中流 添川橋

川口橋
新旭橋

太平川上流 地主橋
太平川中流 松崎橋
太平川下流 太平川橋

福島橋
開橋
茨島橋
旭川合流前
港大橋

宝川 太平川合流前
古川 中山
島合川 堀川大橋
八田川 八田橋
地蔵川 岩見川合流前
梵字川 ぐみの橋
神内川 宮崎橋
安養寺川 仁助橋
平尾鳥川 平尾鳥川橋
新波川 新波川下流

ｎ最大 ｍ ｎ最小
日間平均

最小 最大 ｍ ｎ 平均 最小 最大 ｍ
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類型

玉川下流

雄物川中流

旧雄物川

猿田川

旭川下流

草生津川

新城川下流

－48－

− 54 −



　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均
酒蒔橋
雄物川橋
大曲橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
高松川 須川橋
白子川 白子川橋
成瀬川 真人橋
皆瀬川上流 久保橋
皆瀬川下流 岩崎橋
西馬音内川 駄賃橋
大戸川 大戸川橋
横手川中流 本郷橋
横手川下流 藤木上橋
杉沢川 杉沢川橋
丸子川下流 丸子橋
川口川下流 相野橋
窪堰川下流 大和田橋
玉川上流 岩瀬橋

長野大橋
玉川橋

檜木内川下流 内川橋
入見内川下流 切欠田橋
斉内川下流 瀬川橋
楢岡川 赤平橋
土買川 暁橋
淀川 馬場橋
岩見川上流 岩見大橋
岩見川下流 本田橋
三内川 飛沢橋
白山川 第５号橋
新城川上流 新城橋

新城川橋
大浜橋
八柳橋
面影橋

旭川上流 藤倉橋
旭川中流 添川橋

川口橋
新旭橋

太平川上流 地主橋
太平川中流 松崎橋
太平川下流 太平川橋

福島橋
開橋
茨島橋
旭川合流前
港大橋

宝川 太平川合流前
古川 中山
島合川 堀川大橋
八田川 八田橋
地蔵川 岩見川合流前
梵字川 ぐみの橋
神内川 宮崎橋
安養寺川 仁助橋
平尾鳥川 平尾鳥川橋
新波川 新波川下流

ｎ最大 ｍ ｎ最小
日間平均

最小 最大 ｍ ｎ 平均 最小 最大 ｍ
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類型

玉川下流

雄物川中流

旧雄物川

猿田川

旭川下流

草生津川

新城川下流
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酒蒔橋
雄物川橋
大曲橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
高松川 須川橋
白子川 白子川橋
成瀬川 真人橋
皆瀬川上流 久保橋
皆瀬川下流 岩崎橋
西馬音内川 駄賃橋
大戸川 大戸川橋
横手川中流 本郷橋
横手川下流 藤木上橋
杉沢川 杉沢川橋
丸子川下流 丸子橋
川口川下流 相野橋
窪堰川下流 大和田橋
玉川上流 岩瀬橋

長野大橋
玉川橋

檜木内川下流 内川橋
入見内川下流 切欠田橋
斉内川下流 瀬川橋
楢岡川 赤平橋
土買川 暁橋
淀川 馬場橋
岩見川上流 岩見大橋
岩見川下流 本田橋
三内川 飛沢橋
白山川 第５号橋
新城川上流 新城橋

新城川橋
大浜橋
八柳橋
面影橋

旭川上流 藤倉橋
旭川中流 添川橋

川口橋
新旭橋

太平川上流 地主橋
太平川中流 松崎橋
太平川下流 太平川橋

福島橋
開橋
茨島橋
旭川合流前
港大橋

宝川 太平川合流前
古川 中山
島合川 堀川大橋
八田川 八田橋
地蔵川 岩見川合流前
梵字川 ぐみの橋
神内川 宮崎橋
安養寺川 仁助橋
平尾鳥川 平尾鳥川橋
新波川 新波川下流

ｎ最小 最小 最大ｎ 平均

大腸菌群数

ｍ
類型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号 平均最大 ｍ

旧雄物川

猿田川

旭川下流

草生津川

新城川下流

玉川下流

雄物川中流

－49－

− 55 −



酒蒔橋
雄物川橋
大曲橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
高松川 須川橋
白子川 白子川橋
成瀬川 真人橋
皆瀬川上流 久保橋
皆瀬川下流 岩崎橋
西馬音内川 駄賃橋
大戸川 大戸川橋
横手川中流 本郷橋
横手川下流 藤木上橋
杉沢川 杉沢川橋
丸子川下流 丸子橋
川口川下流 相野橋
窪堰川下流 大和田橋
玉川上流 岩瀬橋

長野大橋
玉川橋

檜木内川下流 内川橋
入見内川下流 切欠田橋
斉内川下流 瀬川橋
楢岡川 赤平橋
土買川 暁橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
三内川 飛沢橋
白山川 第５号橋
新城川下流 新城川橋
新城川下流 大浜橋

八柳橋
面影橋

旭川上流 藤倉橋
川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
福島橋
開橋
茨島橋
旭川合流前
港大橋

宝川 太平川合流前
古川 中山
島合川 堀川大橋
八田川 八田橋
地蔵川 岩見川合流前
梵字川 ぐみの橋
神内川 宮崎橋
安養寺川 仁助橋
平尾鳥川 平尾鳥川橋
新波川 新波川下流

雄物川中流 黒瀬橋
丸子川下流 丸子橋

　ウ　その他の項目

雄物川中流 酒蒔橋
役内川下流 万石橋
高松川 須川橋
白子川 白子川橋
成瀬川 真人橋
皆瀬川上流 久保橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
玉川上流 岩瀬橋
玉川下流 長野大橋
入見内川下流 切欠田橋
淀川 馬場橋
白山川 第５号橋

茨島橋
旭川合流前
港大橋

地蔵川 岩見川合流前

玉川下流

雄物川中流

旧雄物川

旧雄物川

猿田川

旭川下流

草生津川

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

ノニルフェノール
最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

全亜鉛
最小 最大 ｋ ｎ 平均

全燐
最小 最大 平均ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎｋ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
全窒素

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

銅
最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値
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酒蒔橋
雄物川橋
大曲橋
岳見橋
黒瀬橋

役内川下流 万石橋
高松川 須川橋
白子川 白子川橋
成瀬川 真人橋
皆瀬川上流 久保橋
皆瀬川下流 岩崎橋
西馬音内川 駄賃橋
大戸川 大戸川橋
横手川中流 本郷橋
横手川下流 藤木上橋
杉沢川 杉沢川橋
丸子川下流 丸子橋
川口川下流 相野橋
窪堰川下流 大和田橋
玉川上流 岩瀬橋

長野大橋
玉川橋

檜木内川下流 内川橋
入見内川下流 切欠田橋
斉内川下流 瀬川橋
楢岡川 赤平橋
土買川 暁橋
淀川 馬場橋
岩見川下流 本田橋
三内川 飛沢橋
白山川 第５号橋
新城川下流 新城川橋
新城川下流 大浜橋

八柳橋
面影橋

旭川上流 藤倉橋
川口橋
新旭橋

太平川下流 太平川橋
福島橋
開橋
茨島橋
旭川合流前
港大橋

宝川 太平川合流前
古川 中山
島合川 堀川大橋
八田川 八田橋
地蔵川 岩見川合流前
梵字川 ぐみの橋
神内川 宮崎橋
安養寺川 仁助橋
平尾鳥川 平尾鳥川橋
新波川 新波川下流

雄物川中流 黒瀬橋
丸子川下流 丸子橋

　ウ　その他の項目

雄物川中流 酒蒔橋
役内川下流 万石橋
高松川 須川橋
白子川 白子川橋
成瀬川 真人橋
皆瀬川上流 久保橋
横手川中流 本郷橋
丸子川下流 丸子橋
玉川上流 岩瀬橋
玉川下流 長野大橋
入見内川下流 切欠田橋
淀川 馬場橋
白山川 第５号橋

茨島橋
旭川合流前
港大橋

地蔵川 岩見川合流前

玉川下流

雄物川中流

旧雄物川

旧雄物川

猿田川

旭川下流

草生津川

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
ノニルフェノール

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

全亜鉛
最小 最大 ｋ ｎ 平均

全燐
最小 最大 平均ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎｋ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
全窒素

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値

　③子吉川水系
　ア　健康項目

芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

全シアン 鉛

六価クロム 砒素 総水銀

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

カドミウム

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

シマジン チオベンカルブ ベンゼン

1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム

ジクロロメタン

ｍ ｎ

シス-1,2-ジクロロエチレン

平均値

ｍ

最大値 平均値 平均値

ｍ ｎ

ほう素 1,4-ジオキサン

セレン

最大値 平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値ｎ

ｍ ｎ 最大値 平均値最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

ｍ ｎ

ｎ 最大値

最大値

平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値ｍ ｎ最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値ｍ ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

－48－
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　イ　生活環境項目

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

最小 最大 ｘ ｙ 平均
子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川中流 子吉川橋

　ウ　その他の項目

子吉川上流 長泥橋

地点統一
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

平均

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値
地点統一
番号

平均

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
ノニルフェノール

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ

全燐

全亜鉛

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

最小 最大 ｋ ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
全窒素

地点統一
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

平均最大 ｍ ｎ 平均

大腸菌群数

最小 最小 最大 ｍ ｎ

ｎ

最大 ｍ ｎ 最小 最大 ｍ ｎ最小

日間平均

平均

最小 最大 ｍ
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　イ　生活環境項目

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

最小 最大 ｘ ｙ 平均
子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川上流 長泥橋
子吉川下流 本荘大橋
石沢川 館石沢橋
芋川 芋川橋
子吉川中流 子吉川橋

子吉川中流 子吉川橋

　ウ　その他の項目

子吉川上流 長泥橋

地点統一
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

平均

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値
地点統一
番号

平均

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
ノニルフェノール

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ

全燐

全亜鉛

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

最小 最大 ｋ ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
全窒素

地点統一
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

平均最大 ｍ ｎ 平均

大腸菌群数

最小 最小 最大 ｍ ｎ

ｎ

最大 ｍ ｎ 最小 最大 ｍ ｎ最小

日間平均

平均

最小 最大 ｍ

－48－

　④八朗湖流入河川
　ア　健康項目

三種川 川尻橋
井川 井川橋
馬踏川 前山橋

三種川 川尻橋
井川 井川橋
馬踏川 前山橋

馬場目川下流 竜馬橋
馬踏川 前山橋

馬場目川下流 竜馬橋
馬踏川 前山橋

馬場目川下流 竜馬橋

馬場目川下流 竜馬橋

ｍ ｎ 最大値 平均値ｍ ｎ ｍ ｎ最大値 平均値

最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値最大値 平均値

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素

ほう素 1,4-ジオキサン

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

セレン

1,1,1-トリクロロエタン

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン チウラム

ｍ ｎ

ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値

ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

全シアン 鉛

六価クロム 砒素 総水銀

平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値最大値 平均値 ｍ ｎ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

カドミウム

四塩化炭素

最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

－48－
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　イ　生活環境項目

三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

最小 最大 ｘ ｙ 平均
三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

馬場目川下流 竜馬橋

全燐

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

馬踏川

地点統一
番号

地点統一
番号 平均

ノニルフェノール

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

全亜鉛

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ

全窒素

最大

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

ｎ

類
型

ｍ ｎ

最大 ｍ ｎ 平均

大腸菌群数

平均

最小 最大

馬踏川

馬踏川

馬踏川

最小

日間平均

最小 最小 最大 ｍ ｎ

ｍ

平均

最大 ｍ ｎ 最小

－48－

− 60 −



　イ　生活環境項目

三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

最小 最大 ｘ ｙ 平均
三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

三種川 川尻橋
馬場目川上流 杉沢発電所
馬場目川下流 竜馬橋
井川 井川橋
豊川 豊川橋

馬踏川橋
前山橋

鯉川 鯉川橋
鹿渡川 鹿渡橋
糸流川 糸流橋
鵜川川 鵜川橋
小深見川 さきがけ橋上流

馬場目川下流 竜馬橋

全燐

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

馬踏川

地点統一
番号

地点統一
番号 平均

ノニルフェノール

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

全亜鉛

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ

全窒素

最大

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

ｎ

類
型

ｍ ｎ

最大 ｍ ｎ 平均

大腸菌群数

平均

最小 最大

馬踏川

馬踏川

馬踏川

最小

日間平均

最小 最小 最大 ｍ ｎ

ｍ

平均

最大 ｍ ｎ 最小
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　⑤その他の河川
　ア　健康項目

真瀬川 真瀬橋
衣川 衣川橋
白雪川下流 白雪橋

真瀬川 真瀬橋
衣川 衣川橋
白雪川下流 白雪橋

大沢川 京田橋

大沢川 京田橋

大沢川 京田橋

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

平均値ｍ ｎ最大値 平均値 最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値ｍ ｎ

ｍ ｎ 最大値最大値 平均値

セレン

ｍ

平均値

ｍ ｎ

ほう素 1,4-ジオキサン

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値

平均値最大値 平均値ｍ ｎ

1,1,1-トリクロロエタン チウラム

ｍ ｎ

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素

四塩化炭素

最大値 平均値 ｍ ｎ

全シアン 鉛

六価クロム 砒素 総水銀

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値ｎｍ ｎ 最大値 平均値
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

カドミウム
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　イ　生活環境項目

真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
境川 境川末端
鮎川 鮎川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

最小値 最大値 ｘ ｙ 平均値 75%値
真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
境川 境川末端
鮎川 鮎川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
境川 境川末端
鮎川 鮎川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

境川 境川末端
鮎川 鮎川橋

真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

　ウ　その他の項目

大沢川 京田橋

類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

大腸菌群数

最小値 最小値 最大値 ｍ ｎ 平均値最大値 ｍ ｎ 平均値

日間平均値

平均値

最小値 最大値 ｍ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
全窒素

ｎ

最大値 ｍ ｎ 最小値 最大値 ｍ ｎ最小値

全燐

全亜鉛

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

平均
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号 最小 最大 ｋ ｎ

地点統一
番号

銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
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　イ　生活環境項目

真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
境川 境川末端
鮎川 鮎川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

最小値 最大値 ｘ ｙ 平均値 75%値
真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
境川 境川末端
鮎川 鮎川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
境川 境川末端
鮎川 鮎川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

境川 境川末端
鮎川 鮎川橋

真瀬川 真瀬橋
竹生川 竹生橋
比詰川下流 金川橋
衣川 衣川橋
西目川 海士剥橋
大沢川 京田橋
白雪川下流 白雪橋
赤石川 赤石橋
象潟川 象潟橋

　ウ　その他の項目

大沢川 京田橋

類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

大腸菌群数

最小値 最小値 最大値 ｍ ｎ 平均値最大値 ｍ ｎ 平均値

日間平均値

平均値

最小値 最大値 ｍ

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
全窒素

ｎ

最大値 ｍ ｎ 最小値 最大値 ｍ ｎ最小値

全燐

全亜鉛

最小 最大 ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

平均
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号 最小 最大 ｋ ｎ

地点統一
番号

銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
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　⑥三大湖沼
　ア　健康項目

西湖中央
鉛山
大川岱
銀山
湖心
子ノ口
湖心
春山
野石橋
大潟橋
湖心

湖心
子ノ口
湖心
春山
野石橋
大潟橋
湖心

十和田湖 湖心
田沢湖 湖心
八郎湖 湖心

十和田湖 湖心
田沢湖 湖心
八郎湖 湖心

十和田湖 湖心
田沢湖 湖心
八郎湖 湖心

十和田湖 湖心
田沢湖 湖心
八郎湖 湖心

十和田湖 湖心
田沢湖 湖心
八郎湖 湖心

西湖中央
鉛山
大川岱
銀山
湖心
大畳石
東湖中央
中湖中央
子ノ口

田沢湖 湖心
八郎湖 湖心

十和田湖 湖心
田沢湖 湖心
八郎湖 湖心

ｎ 最大値 平均値

全シアン
ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｎ

ふっ素
ｍ

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ

ｍ ｎ 最大値 平均値
ほう素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ｍ ｎ 最大値 平均値
セレン

ｍ ｎ 最大値 平均値

ｎ 最大値 平均値

最大値 平均値

ｍ

平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値

最大値最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

平均値

ｍ

ｎ 最大値

ｎ 最大値 平均値

ｎ 最大値 平均値ｍ

ｍ ｎ 最大値 平均値

シマジン チオベンカルブ ベンゼン

1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム

ジクロロメタン

ｍ ｎ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 平均値

総水銀

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
カドミウム

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

最大値 平均値

ｍ ｎ ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

シス-1,2-ジクロロエチレン

鉛

六価クロム

砒素

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

八郎湖

田沢湖

十和田湖

八郎湖

田沢湖

十和田湖

十和田湖

地点
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層
湖心
相内潟
春山
潟尻
田子ノ木
浜口機場
野石橋

全層

全層

全層

全層

全層
南部排水機場
北部排水機場
調整池大久保湾

八郎湖

田沢湖

大潟橋

調整池東部

調整池西部

防潮水門

湖心

銀山

湖心

大畳石

東湖中央

中湖中央

子ノ口

十和田湖

大川岱

鉛山

西湖中央

最大 ｍ ｎ最大 ｍ ｎ最小 最小 最大 ｍ ｎ
地点
番号

水域名
(河川名

等)
地点名

地点統一
番号

類
型

採取
水深 平均 最小

日間平均
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層
湖心
相内潟
春山
潟尻
田子ノ木
浜口機場
野石橋

全層

全層

全層

全層

全層
南部排水機場
北部排水機場
調整池大久保湾

八郎湖

田沢湖

大潟橋

調整池東部

調整池西部

防潮水門

湖心

銀山

湖心

大畳石

東湖中央

中湖中央

子ノ口

十和田湖

大川岱

鉛山

西湖中央

最大 ｍ ｎ最大 ｍ ｎ最小 最小 最大 ｍ ｎ
地点
番号

水域名
(河川名
等)

地点名
地点統一

番号
類
型

採取
水深 平均 最小

日間平均

－48－

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層
湖心
相内潟
春山
潟尻
田子ノ木
浜口機場
野石橋

全層

全層

全層

全層

全層
南部排水機場
北部排水機場
調整池大久保湾

湖心

大潟橋

調整池東部

調整池西部

子ノ口

大畳石

防潮水門

東湖中央

十和田湖

田沢湖

八郎湖

西湖中央

鉛山

大川岱

銀山

湖心

中湖中央

平均最大 ｍ ｎ 平均
採取
水深

大腸菌群数

最小 最大 ｍ ｎ
地点
番号

水域名
(河川名

等)
地点名

地点統一
番号

類
型 最小
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西湖中央 －
鉛山 －
大川岱 －
銀山 －
湖心 －
大畳石 －
東湖中央 －
中湖中央 －
子ノ口 －
湖心 －
相内潟 －
春山 －
潟尻 －
田子ノ木 －
浜口機場 Ⅳ
野石橋 Ⅳ

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ 全層

南部排水機場 Ⅳ
北部排水機場 Ⅳ
調整池大久保湾 Ⅳ

西湖中央
鉛山
大川岱
銀山
湖心
子ノ口
湖心
春山
野石橋
大潟橋
湖心

　ウ　その他の項目

西湖中央
鉛山
大川岱
銀山
湖心
子ノ口
湖心
春山

田沢湖

十和田湖

地点統一
番号

銅

最小 最大 ｋ ｎ 平均

八郎湖

田沢湖

地点
番号

水域名
(河川名

等)
地点名

地点
番号

水域名
(河川名

等)
地点名

類
型

十和田湖

－
－
－
－
－
－

田沢湖

八郎湖

最小 最大

十和田湖

ｋ
地点統一

番号

全燐

ｎ 平均

全窒素

最小 最大 ｋ ｎ 平均
採取
水深

大潟橋

湖心

防潮水門

平均

調整池西部

調整池東部

水域名
(河川名

等)
地点名

地点
番号

全亜鉛
地点統一
番号

類
型

－

最小 最大 ｋ ｎ

－
－
－
－
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西湖中央 －
鉛山 －
大川岱 －
銀山 －
湖心 －
大畳石 －
東湖中央 －
中湖中央 －
子ノ口 －
湖心 －
相内潟 －
春山 －
潟尻 －
田子ノ木 －
浜口機場 Ⅳ
野石橋 Ⅳ

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ 全層

南部排水機場 Ⅳ
北部排水機場 Ⅳ
調整池大久保湾 Ⅳ

西湖中央
鉛山
大川岱
銀山
湖心
子ノ口
湖心
春山
野石橋
大潟橋
湖心

　ウ　その他の項目

西湖中央
鉛山
大川岱
銀山
湖心
子ノ口
湖心
春山

田沢湖

十和田湖

地点統一
番号

銅

最小 最大 ｋ ｎ 平均

八郎湖

田沢湖

地点
番号

水域名
(河川名
等)

地点名

地点
番号

水域名
(河川名
等)

地点名
類
型

十和田湖

－
－
－
－
－
－

田沢湖

八郎湖

最小 最大

十和田湖

ｋ
地点統一

番号

全燐

ｎ 平均

全窒素

最小 最大 ｋ ｎ 平均
採取
水深

大潟橋

湖心

防潮水門

平均

調整池西部

調整池東部

水域名
(河川名
等)

地点名
地点
番号

全亜鉛
地点統一

番号
類
型

－

最小 最大 ｋ ｎ

－
－
－
－

　⑦その他の湖沼
　ア　健康項目

鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心
玉川ダム ダムサイト
森吉山ダム ダムサイト

鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心
玉川ダム ダムサイト
森吉山ダム ダムサイト

森吉山ダム ダムサイト

森吉山ダム ダムサイト

森吉山ダム ダムサイト

森吉山ダム ダムサイト

森吉山ダム ダムサイト

森吉山ダム ダムサイト

玉川ダム ダムサイト
森吉山ダム ダムサイト

ｍ ｎ 最大値 平均値 最大値 平均値ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値

ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

平均値 ｍ

平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｎ 最大値 平均値

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,3-ジクロロプロペン

チウラム

ジクロロメタン

ｍ ｎ

ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値

全シアン 鉛

六価クロム 砒素 総水銀

アルキル水銀

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 ほう素 1,4-ジオキサン

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

シマジン チオベンカルブ

ベンゼン セレン

1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

カドミウム

四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ 最大値

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均
森吉ダム 湖心
素波里ダム 湖心
萩形ダム 湖心
鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心

全層
二ノ目潟 湖心

全層

全層

全層
山瀬ダム 湖心 －
大松川ダム 湖心 －

全層

全層

森吉ダム 湖心
素波里ダム 湖心
萩形ダム 湖心
鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心

全層
二ノ目潟 湖心

全層

全層

全層
山瀬ダム 湖心 －
大松川ダム 湖心 －

全層

全層

最大 ｍ ｎ最大 ｍ ｎ 最小 最大 ｍ ｎ最小 最小
日間平均

平均

平均最大 ｍ ｎ 平均

大腸菌群数

最小 最小 最大 ｍ ｎ

湖心旭川ダム

採取
水深

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

採取
水深

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

－
ダムサイ
ト

森吉山ダム

森吉山ダム
ダムサイ
ト

－

湖心岩見ダム

湖心男潟

湖心空素沼

－
ダムサイ
ト

玉川ダム

－
ダムサイ
ト

玉川ダム

湖心旭川ダム

湖心岩見ダム

湖心男潟

湖心空素沼
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均
森吉ダム 湖心
素波里ダム 湖心
萩形ダム 湖心
鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心

全層
二ノ目潟 湖心

全層

全層

全層
山瀬ダム 湖心 －
大松川ダム 湖心 －

全層

全層

森吉ダム 湖心
素波里ダム 湖心
萩形ダム 湖心
鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心

全層
二ノ目潟 湖心

全層

全層

全層
山瀬ダム 湖心 －
大松川ダム 湖心 －

全層

全層

最大 ｍ ｎ最大 ｍ ｎ 最小 最大 ｍ ｎ最小 最小
日間平均

平均

平均最大 ｍ ｎ 平均

大腸菌群数

最小 最小 最大 ｍ ｎ

湖心旭川ダム

採取
水深

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

採取
水深

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

類
型

－
ダムサイ
ト

森吉山ダム

森吉山ダム
ダムサイ
ト

－

湖心岩見ダム

湖心男潟

湖心空素沼

－
ダムサイ
ト

玉川ダム

－
ダムサイ
ト

玉川ダム

湖心旭川ダム

湖心岩見ダム

湖心男潟

湖心空素沼
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森吉ダム 湖心
素波里ダム 湖心
萩形ダム 湖心
鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心

全層
二ノ目潟 湖心

全層

全層

全層
山瀬ダム 湖心
大松川ダム 湖心

全層

全層

鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心

玉川ダム
ダムサイ
ト

森吉山ダム
ダムサイ
ト

　ウ　その他の項目

鎧畑ダム 湖心
夏瀬ダム 湖心
皆瀬ダム 湖心

玉川ダム
ダムサイ
ト

空素沼

男潟

最小 最大 ｋ ｎ 平均最小 最大 ｋ ｎ 平均最小 最大 ｋ ｎ 平均

全亜鉛 ノニルフェノール

ｋ ｎ 平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均
地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
最小

採取
水深

地点統一
番号

全窒素 全燐

最大

湖心

湖心

湖心

岩見ダム

地点統一
番号

採取
水深

ダムサイ
ト

森吉山ダム

旭川ダム 湖心

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

地点統一
番号

銅

最小値 最大値 ｋ ｎ 平均値
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　⑧海域
　ア　健康項目

八森沖2km
釜谷沖2km

男鹿海域 潮瀬崎沖2km

船越水道沖2km
出戸沖2km
下浜沖2km
衣川河口沖2km
金浦沖2km
象潟大間沖2km

能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖

秋田港西2km
秋田港南西2.8km
向浜沖2km
雄物川河口沖2km
雄物川河口沖4km

秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

八森沖2km
釜谷沖2km

男鹿海域 潮瀬崎沖2km
船越水道沖2km
出戸沖2km
下浜沖2km
衣川河口沖2km
金浦沖2km
象潟大間沖2km

能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖

秋田港西2km
秋田港南西2.8km
向浜沖2km
雄物川河口沖2km
雄物川河口沖4km

秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

北部海域 釜谷沖2km
秋田湾海域 出戸沖2km
中部海域 衣川河口沖2km
南部海域 金浦沖2km
能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖
秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

カドミウム

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

シス-1,2-ジクロロエチレン

全シアン 鉛

六価クロム 砒素

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

ジクロロメタン

ｍ ｎ

ｎ

ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値

総水銀

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

最大値 平均値 ｍ

平均値ｎ 最大値最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値ｍ ｎ

北部海域

秋田湾海域

中部海域

南部海域

秋田港泊地航路
除く海域

雄物川河口から
旧雄物川河口
までの海域

北部海域

秋田湾海域

雄物川河口から
旧雄物川河口
までの海域

秋田港泊地航路除く海域

南部海域

中部海域
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　⑧海域
　ア　健康項目

八森沖2km
釜谷沖2km

男鹿海域 潮瀬崎沖2km

船越水道沖2km
出戸沖2km
下浜沖2km
衣川河口沖2km
金浦沖2km
象潟大間沖2km

能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖

秋田港西2km
秋田港南西2.8km
向浜沖2km
雄物川河口沖2km
雄物川河口沖4km

秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

八森沖2km
釜谷沖2km

男鹿海域 潮瀬崎沖2km
船越水道沖2km
出戸沖2km
下浜沖2km
衣川河口沖2km
金浦沖2km
象潟大間沖2km

能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖

秋田港西2km
秋田港南西2.8km
向浜沖2km
雄物川河口沖2km
雄物川河口沖4km

秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

北部海域 釜谷沖2km
秋田湾海域 出戸沖2km
中部海域 衣川河口沖2km
南部海域 金浦沖2km
能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖
秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

カドミウム

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン

最大値 平均値 ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

シス-1,2-ジクロロエチレン

全シアン 鉛

六価クロム 砒素

ｍ ｎ 最大値 平均値 ｍ ｎ

ジクロロメタン

ｍ ｎ

ｎ

ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値

総水銀

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ

最大値 平均値 ｍ

平均値ｎ 最大値最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値ｍ ｎ

北部海域

秋田湾海域

中部海域

南部海域

秋田港泊地航路
除く海域

雄物川河口から
旧雄物川河口
までの海域

北部海域

秋田湾海域

雄物川河口から
旧雄物川河口
までの海域

秋田港泊地航路除く海域

南部海域

中部海域
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北部海域 釜谷沖2km
秋田湾海域 出戸沖2km
中部海域 衣川河口沖2km
南部海域 金浦沖2km
能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖
秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

北部海域 釜谷沖2km
秋田湾海域 出戸沖2km
中部海域 衣川河口沖2km
南部海域 金浦沖2km
能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖
秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

戸賀避難港 戸賀湾中央
八森沖2km
釜谷沖2km

秋田湾海域 出戸沖2km
下浜沖2km
衣川河口沖2km
金浦沖2km
象潟大間沖2km

能代港泊地航路 能代港内
本荘港泊地航路 本荘港内
船川港泊地航路除く海域 船川生鼻崎沖

秋田港西2km
秋田港南西2.8km
向浜沖2km
雄物川河口沖2km
雄物川河口沖4km

秋田船川泊地航路（船川） 船川港内
秋田船川泊地航路（秋田） 秋田港北250m

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号

シマジン チオベンカルブ ベンゼン

1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1,4-ジオキサン

ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ

ｍ ｎ ｍ最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

最大値 平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ

最大値 平均値ｍ ｎ最大値 平均値ｍ ｎ

最大値 平均値 ｍ ｎ 最大値 平均値

ｍ ｎ最大値 平均値

セレン

雄物川河口から
旧雄物川河口
までの海域

秋田港泊地航路除く海域

南部海域

中部海域

北部海域
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北部海域
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

戸賀湾中央戸賀避難港

秋田船川泊地航
路（船川）

象潟大間沖2km

秋田港南西

秋田港西2km
秋田港泊地航路
除く海域

秋田船川泊地航
路（秋田）

雄物川河口から
旧雄物川河口ま
での海域

雄物川河口沖

秋田港北250m

船川港内

雄物川河口沖

向浜沖2km

能代港内

船川沖2km

船川生鼻崎沖

本荘港内

能代港泊地航路

本荘港泊地航路

船川港泊地航路
除く海域

南部海域

衣川河口沖2km

金浦沖2km

中部海域

船越水道沖2km

出戸沖2km

下浜沖2km

秋田湾海域

釜谷沖2km

八森沖2km

男鹿海域 潮瀬崎沖2km

北部海域

最小 最小
日間平均

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

採取
水深 平均 最大 ｍ ｎ最大 ｍ ｎ 最小 最大 ｍ ｎ

－48－
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　イ　生活環境項目

最小 最大 ｘ ｙ 平均

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

戸賀湾中央戸賀避難港

秋田船川泊地航
路（船川）

象潟大間沖2km

秋田港南西

秋田港西2km
秋田港泊地航路
除く海域

秋田船川泊地航
路（秋田）

雄物川河口から
旧雄物川河口ま
での海域

雄物川河口沖

秋田港北250m

船川港内

雄物川河口沖

向浜沖2km

能代港内

船川沖2km

船川生鼻崎沖

本荘港内

能代港泊地航路

本荘港泊地航路

船川港泊地航路
除く海域

南部海域

衣川河口沖2km

金浦沖2km

中部海域

船越水道沖2km

出戸沖2km

下浜沖2km

秋田湾海域

釜谷沖2km

八森沖2km

男鹿海域 潮瀬崎沖2km

北部海域

最小 最小
日間平均

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
類
型

採取
水深 平均 最大 ｍ ｎ最大 ｍ ｎ 最小 最大 ｍ ｎ

－48－

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層

秋田船川泊地航
路（秋田）

秋田港北250m

秋田船川泊地航
路（船川）

船川港内

雄物川河口から
旧雄物川河口ま
での海域

向浜沖2km

雄物川河口沖

雄物川河口沖

秋田港泊地航路
除く海域

秋田港西2km

秋田港南西

本荘港内

能代港泊地航路 能代港内

船川港泊地航路
除く海域

船川生鼻崎沖

船川沖2km

衣川河口沖2km

南部海域

金浦沖2km

象潟大間沖2km

釜谷沖2km

秋田湾海域

船越水道沖2km

出戸沖2km

北部海域

八森沖2km

男鹿海域 潮瀬崎沖2km

中部海域

下浜沖2km

本荘港泊地航路

大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質

平均最小
類
型

採取
水深

戸賀避難港 戸賀湾中央

地点
番号

水域名
(河川名等) 最大 ｍ ｎ 平均

地点名
地点統一

番号 最大 ｍ ｎ 平均最小 最大 ｍ ｎ 最小

－49－
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全層

全層

全層

全層

全層

全層
下浜沖2km

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層
秋田港西2km
秋田港南西2.8km
向浜沖2km
雄物川河口沖2km
雄物川河口沖4km

全層
秋田船川泊地航 秋田港北250m

秋田湾海域 出戸沖2km
南部海域 象潟大間沖2km

（注） ｍ：環境基準に適合しない検体数
ｎ：総検体数
ｘ：環境基準に適合しない日数
ｙ：総測定数
ｋ：下限値以上の検体数
75%値：年間の日平均データをその値の小さなものから並べ、0.75×n番目（nは日平均のデータ数）のデータ値とする。
　　　（0.75×nが整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値とする。）
単位：大腸菌群数はMPN/100mL、その他はmg/L（pHは除く）

秋田船川泊地航
路（船川）

船川港内

秋田港泊地航路
除く海域
雄物川河口から
旧雄物川河口ま
での海域

船川生鼻崎沖

本荘港内

能代港内
能代港
泊地航路

本荘港
泊地航路

船川港泊地航路
除く海域

中部海域
衣川河口沖2km

金浦沖2km

南部海域

象潟大間沖2km

ｎ 平均 最小 最大

八森沖2km

釜谷沖2km

船越水道沖2km

潮瀬崎沖2km

出戸沖2km

船川沖2km

全窒素 全燐 全亜鉛

ノニルフェノール

最小

平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

ｋ ｎ 平均最大 ｋ

最小 最大 ｋ ｎ

秋田湾海域

男鹿海域

最小 最大 ｋ ｎ 平均
採取
水深

地点統一
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

戸賀湾中央戸賀避難港

北部海域

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一
番号

採取
水深
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全層

全層

全層

全層

全層

全層
下浜沖2km

全層

全層

全層

全層

全層

全層

全層
秋田港西2km
秋田港南西2.8km
向浜沖2km
雄物川河口沖2km
雄物川河口沖4km

全層
秋田船川泊地航 秋田港北250m

秋田湾海域 出戸沖2km
南部海域 象潟大間沖2km

（注） ｍ：環境基準に適合しない検体数
ｎ：総検体数
ｘ：環境基準に適合しない日数
ｙ：総測定数
ｋ：下限値以上の検体数
75%値：年間の日平均データをその値の小さなものから並べ、0.75×n番目（nは日平均のデータ数）のデータ値とする。
　　　（0.75×nが整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値とする。）
単位：大腸菌群数はMPN/100mL、その他はmg/L（pHは除く）

秋田船川泊地航
路（船川）

船川港内

秋田港泊地航路
除く海域
雄物川河口から
旧雄物川河口ま
での海域

船川生鼻崎沖

本荘港内

能代港内
能代港
泊地航路

本荘港
泊地航路

船川港泊地航路
除く海域

中部海域
衣川河口沖2km

金浦沖2km

南部海域

象潟大間沖2km

ｎ 平均 最小 最大

八森沖2km

釜谷沖2km

船越水道沖2km

潮瀬崎沖2km

出戸沖2km

船川沖2km

全窒素 全燐 全亜鉛

ノニルフェノール

最小

平均 最小 最大 ｋ ｎ 平均

ｋ ｎ 平均最大 ｋ

最小 最大 ｋ ｎ

秋田湾海域

男鹿海域

最小 最大 ｋ ｎ 平均
採取
水深

地点統一
番号

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名

戸賀湾中央戸賀避難港

北部海域

地点
番号

水域名
(河川名等)

地点名
地点統一

番号
採取
水深
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資料29 公共用水域における要監視項目水質測定結果

地点 水域名 地点名 ニッケル モリブデン アンチモン

図№ (河川名等) k/n 最大値 平均値 m/n 最大値 平均値 m/n 最大値 平均値

12 小坂川下流 御山橋 0/2 <0.007 <0.007 0/2 0.0015 0.0011

16 下内川下流 松木橋 0/2 <0.007 <0.007 0/2 0.0014 0.0010

271 旧花岡川 滝の沢放水路合流点 0/1 0.026 0.026 1/1 0.026 0.026

145 大沢川 京田橋 2/2 0.021 0.012

（注） ｍ：指針値に適合しない検体数 単位はmg/Ｌ

ｎ：総検体数

ｋ：下限値以上の検体数

資料30 水質汚濁に係る環境基準（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号）

（１）人の健康の保護に関する環境基準

項 目 基 準 値

カ ド ミ ウ ム ０．００３ mg/L以下

全 シ ア ン 検出されないこと。

鉛 ０．０１ mg/L以下

六 価 ク ロ ム ０．０５ mg/L以下

砒 素 ０．０１ mg/L以下
ひ

総 水 銀 ０．０００５ mg/L以下

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと。

ジ ク ロ ロ メ タ ン ０．０２ mg/L以下

四 塩 化 炭 素 ０．００２ mg/L以下

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン ０．００４ mg/L以下

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．１ mg/L以下

シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ mg/L以下

１ ， １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン １ mg/L以下

１ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン ０．００６ mg/L以下

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０１ mg/L以下

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０１ mg/L以下

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン ０．００２ mg/L以下

チ ウ ラ ム ０．００６ mg/L以下

シ マ ジ ン ０．００３ mg/L以下

チ オ ベ ン カ ル ブ ０．０２ mg/L以下

ベ ン ゼ ン ０．０１ mg/L以下

セ レ ン ０．０１ mg/L以下

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 １０ mg/L以下

ふ っ 素 ０．８ mg/L以下

ほ う 素 １ mg/L以下

１ ， ４ － ジ オ キ サ ン ０．０５ mg/L以下

備考

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

２ 「検出されないこと」とは、別に定める方法により測定した場合において、その結果が

当該方法の定量限界を下回ることをいう。（定量限界は、全シアン0.1mg/L、アルキル

水銀及びＰＣＢ0.0005mg/L）

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

（注）
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（２）生活環境の保全に関する環境基準

①河川

ア 河川（湖沼を除く。）

項目 基 準 値
水素イオン 生物化学的利用目的の適応性 浮遊物質量 溶存酸素量濃 度 酸素要求量 大腸菌群数

類型 （ｐＨ） （ＢＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ）
水 道 １ 級 50MPN自 然 環 境 保 全 6.5以上 1mg/L 25mg/L 7.5mg/LＡＡ /100mL及びＡ以下の欄に 8.5以下 以下 以下 以上掲げるもの 以下
水 道 ２ 級 1,000MPN水 産 １ 級 6.5以上 2mg/L 25mg/L 7.5mg/LＡ /100mL水浴及びＢ以下の 8.5以下 以下 以下 以上 以下欄に掲げるもの
水 道 ３ 級 5,000MPN水 産 ２ 級 6.5以上 3mg/L 25mg/L 5 mg/LＢ /100mL及びＣ以下の欄に 8.5以下 以下 以下 以上掲げるもの 以下
水 産 ３ 級
工 業 用 水 １ 級 6.5以上 5mg/L 50mg/L 5 mg/LＣ －及びＤ以下の欄に 8.5以下 以下 以下 以上掲げるもの
工 業 用 水 ２ 級
農 業 用 水 6.0以上 8mg/L 100mg/L 2 mg/LＤ －及びＥの欄に掲げ 8.5以下 以下 以下 以上るもの

ごみ等の浮工 業 用 水 ３ 級 6.0以上 10mg/L 2 mg/LＥ 遊が認めら －環 境 保 全 8.5以下 以下 れないこと 以上

(注) １ 基準値は、日間平均値とする。
２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

４ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水
産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

５ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

６ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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（２）生活環境の保全に関する環境基準

①河川

ア 河川（湖沼を除く。）

項目 基 準 値
水素イオン 生物化学的利用目的の適応性 浮遊物質量 溶存酸素量濃 度 酸素要求量 大腸菌群数

類型 （ｐＨ） （ＢＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ）
水 道 １ 級 50MPN自 然 環 境 保 全 6.5以上 1mg/L 25mg/L 7.5mg/LＡＡ /100mL及びＡ以下の欄に 8.5以下 以下 以下 以上掲げるもの 以下
水 道 ２ 級 1,000MPN水 産 １ 級 6.5以上 2mg/L 25mg/L 7.5mg/LＡ /100mL水浴及びＢ以下の 8.5以下 以下 以下 以上 以下欄に掲げるもの
水 道 ３ 級 5,000MPN水 産 ２ 級 6.5以上 3mg/L 25mg/L 5 mg/LＢ /100mL及びＣ以下の欄に 8.5以下 以下 以下 以上掲げるもの 以下
水 産 ３ 級
工 業 用 水 １ 級 6.5以上 5mg/L 50mg/L 5 mg/LＣ －及びＤ以下の欄に 8.5以下 以下 以下 以上掲げるもの
工 業 用 水 ２ 級
農 業 用 水 6.0以上 8mg/L 100mg/L 2 mg/LＤ －及びＥの欄に掲げ 8.5以下 以下 以下 以上るもの

ごみ等の浮工 業 用 水 ３ 級 6.0以上 10mg/L 2 mg/LＥ 遊が認めら －環 境 保 全 8.5以下 以下 れないこと 以上

(注) １ 基準値は、日間平均値とする。
２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

４ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水
産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

５ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

６ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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イ 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖）

項目 基 準 値
水素イオン 化学的酸素利用目的の適応性 浮遊物質量 溶存酸素量濃 度 要 求 量 大腸菌群数

類型 （ｐＨ） （ＣＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ）
水 道 １ 級
水 産 １ 級 50MPN6.5以上 1mg/L 1mg/L 7.5mg/LＡＡ 自 然 環 境 保 全 /100mL8.5以下及びＡ以下の欄に 以下 以下 以上
掲げるもの 以下
水 道 ２ 、 ３ 級 1,000MPN水 産 ２ 級 6.5以上 3mg/L 5mg/L 7.5mg/LＡ /100mL水浴及びＢ以下の 8.5以下 以下 以下 以上欄に掲げるもの 以下
水 産 ３ 級
工 業 用 水 １ 級 6.5以上 5mg/L 15mg/L 5 mg/LＢ －農業用水及びＣの 8.5以下 以下 以下 以上欄に掲げるもの

ごみ等の浮工 業 用 水 ２ 級 6.0以上 8mg/L 2 mg/LＣ 遊が認めら －環 境 保 全 8.5以下 以下 れないこと 以上
(注) １ 基準値は、日間平均値とする。

２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操
作を行うもの

４ 水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水産生物用並びに水産２級及び水産３級水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、富栄養湖型の水産生物用

５ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は特殊な浄水操作を行うもの

６ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 利用目的の適応性 基 準 値

類型 全 窒 素 全 燐
りん

Ⅰ 自 然 環 境 保 全 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下
及びⅡ以下の欄に掲げるもの

Ⅱ 水道１，２，３級（特殊なものは除く。） 0.2mg/L以下 0.01mg/L以下
水 産 １ 種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの

Ⅲ 水 道 ３ 級（特殊なもの） 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下
及びⅣ以下の欄に掲げるもの

Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
Ⅴ 水 産 ３ 種 1mg/L以下 0.1mg/L以下

工 業 用 水
農 業 用 水
環 境 保 全

(注)１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質

の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
４ 水産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物
用

水産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
水産３種：コイ、フナ等の水産生物用

５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

− 77 −



83

②海域
項目 基 準 値

水素イオン 化学的酸素 ｎ－ヘキサ利用目的の適応性 溶存酸素量濃 度 要 求 量 大腸菌群数 ン抽出物質
類型 （ｐＨ） （ＣＯＤ） （ＤＯ） （油分）

水 産 １ 級
水 浴 1,000MPN7.8以上 2mg/L 7.5mg/L 検出されなＡ 自 然 環 境 保 全 /100mL8.3以下 いこと。及びＢ以下の欄に 以下 以上 以下
掲げるもの
水 産 ２ 級
工 業 用 水 7.8以上 3mg/L 5 mg/L 検出されなＢ －及びＣの欄に掲げ 8.3以下 以下 いこと。以上るもの

7.0以上 8mg/L 2 mg/LＣ 環 境 保 全 － －8.3以下 以下 以上

(注) １ 基準値は、日間平均値とする。
２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用
１ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

資料31 水質汚濁に係る要監視項目

（平成２１年１１月３０日付け環境省水・大気環境局長通知）

項 目 指 針 値

ク ロ ロ ホ ル ム ０．０６ ｍｇ／L以下

トランス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ ｍｇ／L以下

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン ０．０６ ｍｇ／L以下

ｐ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン ０．２ ｍｇ／L以下

イ ソ キ サ チ オ ン ０．００８ ｍｇ／L以下

ダ イ ア ジ ノ ン ０．００５ ｍｇ／L以下

フ ェ ニ ト ロ チ オ ン ０．００３ ｍｇ／L以下

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン ０．０４ ｍｇ／L以下

オ キ シ ン 銅 ０．０４ ｍｇ／L以下

ク ロ ロ タ ロ ニ ル ０．０５ ｍｇ／L以下

プ ロ ピ ザ ミ ド ０．００８ ｍｇ／L以下

Ｅ Ｐ Ｎ ０．００６ ｍｇ／L以下

ジ ク ロ ル ボ ス ０．００８ ｍｇ／L以下

フ ェ ノ ブ カ ル ブ ０．０３ ｍｇ／L以下

イ プ ロ ベ ン ホ ス ０．００８ ｍｇ／L以下

ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン

ト ル エ ン ０．６ ｍｇ／L以下

キ シ レ ン ０．４ ｍｇ／L以下

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル ０．０６ ｍｇ／L以下

ニ ッ ケ ル

モ リ ブ デ ン ０．０７ ｍｇ／L以下

ア ン チ モ ン ０．０２ ｍｇ／L以下

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー ０．００２ ｍｇ／L以下

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン ０．０００４ ｍｇ／L以下

全 マ ン ガ ン ０．２ ｍｇ／L以下

ウ ラ ン ０．００２ ｍｇ／L以下

（注）クロルニトロフェン、ニッケルについては指針値なし。
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資料32 地下水質測定年次計画

第１期 年度 元 ２ ３ ４ ５ 計
秋 地点数 24 46 46 46 46 208
田 第２期 年度 ６ ７ ８ ９ １０ 計
県 地点数 40 40 40 40 40 200

第３期 年度 １１ １２ １３ １４ １５ 計
地点数 40 40 40 40 40 200

第４期 年度 １６ １７ １８ １９ ２０ 計
地点数 40 40 40 40 40 200

第５期 年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 計
地点数 30 30 30 30 30 150

第６期 年度 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 計
地点数 25 25 25 25 25 125

第１期 年度 元 ２ ３ ４ 計
秋 地点数 3 3 3 6 15
田 第２期 年度 ５ ６ ７ ８ 計
市 地点数 20 20 20 21 81

第３期 年度 ９ １０ １１ １２ １３ 計
地点数 19 19 19 19 20 96

第４期 年度 １４ １５ １６ １７ １８ 計
地点数 18 18 18 19 19 92

第５期 年度 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 計
地点数 20 20 20 20 20 100

第６期 年度 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 計
地点数 20 20 20 20 20 100

４
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②海域
項目 基 準 値

水素イオン 化学的酸素 ｎ－ヘキサ利用目的の適応性 溶存酸素量濃 度 要 求 量 大腸菌群数 ン抽出物質
類型 （ｐＨ） （ＣＯＤ） （ＤＯ） （油分）

水 産 １ 級
水 浴 1,000MPN7.8以上 2mg/L 7.5mg/L 検出されなＡ 自 然 環 境 保 全 /100mL8.3以下 いこと。及びＢ以下の欄に 以下 以上 以下
掲げるもの
水 産 ２ 級
工 業 用 水 7.8以上 3mg/L 5 mg/L 検出されなＢ －及びＣの欄に掲げ 8.3以下 以下 いこと。以上るもの

7.0以上 8mg/L 2 mg/LＣ 環 境 保 全 － －8.3以下 以下 以上

(注) １ 基準値は、日間平均値とする。
２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用
１ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

資料31 水質汚濁に係る要監視項目

（平成２１年１１月３０日付け環境省水・大気環境局長通知）

項 目 指 針 値

ク ロ ロ ホ ル ム ０．０６ ｍｇ／L以下

トランス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ ｍｇ／L以下

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン ０．０６ ｍｇ／L以下

ｐ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン ０．２ ｍｇ／L以下

イ ソ キ サ チ オ ン ０．００８ ｍｇ／L以下

ダ イ ア ジ ノ ン ０．００５ ｍｇ／L以下

フ ェ ニ ト ロ チ オ ン ０．００３ ｍｇ／L以下

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン ０．０４ ｍｇ／L以下

オ キ シ ン 銅 ０．０４ ｍｇ／L以下

ク ロ ロ タ ロ ニ ル ０．０５ ｍｇ／L以下

プ ロ ピ ザ ミ ド ０．００８ ｍｇ／L以下

Ｅ Ｐ Ｎ ０．００６ ｍｇ／L以下

ジ ク ロ ル ボ ス ０．００８ ｍｇ／L以下

フ ェ ノ ブ カ ル ブ ０．０３ ｍｇ／L以下

イ プ ロ ベ ン ホ ス ０．００８ ｍｇ／L以下

ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン

ト ル エ ン ０．６ ｍｇ／L以下

キ シ レ ン ０．４ ｍｇ／L以下

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル ０．０６ ｍｇ／L以下

ニ ッ ケ ル

モ リ ブ デ ン ０．０７ ｍｇ／L以下

ア ン チ モ ン ０．０２ ｍｇ／L以下

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー ０．００２ ｍｇ／L以下

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン ０．０００４ ｍｇ／L以下

全 マ ン ガ ン ０．２ ｍｇ／L以下

ウ ラ ン ０．００２ ｍｇ／L以下

（注）クロルニトロフェン、ニッケルについては指針値なし。
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資料32 地下水質測定年次計画

第１期 年度 元 ２ ３ ４ ５ 計
秋 地点数 24 46 46 46 46 208
田 第２期 年度 ６ ７ ８ ９ １０ 計
県 地点数 40 40 40 40 40 200

第３期 年度 １１ １２ １３ １４ １５ 計
地点数 40 40 40 40 40 200

第４期 年度 １６ １７ １８ １９ ２０ 計
地点数 40 40 40 40 40 200

第５期 年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 計
地点数 30 30 30 30 30 150

第６期 年度 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 計
地点数 25 25 25 25 25 125

第１期 年度 元 ２ ３ ４ 計
秋 地点数 3 3 3 6 15
田 第２期 年度 ５ ６ ７ ８ 計
市 地点数 20 20 20 21 81

第３期 年度 ９ １０ １１ １２ １３ 計
地点数 19 19 19 19 20 96

第４期 年度 １４ １５ １６ １７ １８ 計
地点数 18 18 18 19 19 92

第５期 年度 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 計
地点数 20 20 20 20 20 100

第６期 年度 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 計
地点数 20 20 20 20 20 100
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資料33　　地下水水質測定結果（平成26年度）
（１）概況調査結果（単位：mg/L）

地点No.
市区町村名 大館市 鹿角市 鹿角市 小坂町 北秋田市 北秋田市 藤里町 藤里町

地区名 釈迦内 花輪 花輪 岩沢平 栄 旭町 大沢 藤琴
井戸番号
用途区分 一般飲用井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸 生活用水井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸

採取年月日 平成26年10月17日 平成26年10月22日 平成26年10月22日 平成26年10月22日 平成26年10月20日 平成26年10月20日 平成26年10月8日 平成26年10月8日

カドミウム
全シアン

鉛
六価クロム

砒素
総水銀

ジクロロメタン
四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン

チウラム
シマジン

チオベンカルブ
ベンゼン
セレン

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素
ほう素

塩化ビニルモノマー
1,4-ジオキサン

地点No.
市区町村名 八峰町 潟上市 八郎潟町 五城目町 由利本荘市 由利本荘市 にかほ市 にかほ市

地区名 八森横間 昭和大久保 川崎 馬場目 東由利杉森 岩城亀田亀田町 象潟町川袋 象潟町大谷地
井戸番号
用途区分 一般飲用井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸 生活用水井戸

採取年月日 平成26年10月7日 平成26年10月27日 平成26年10月29日 平成26年10月29日 平成26年10月16日 平成26年10月9日 平成26年10月16日 平成26年10月16日

カドミウム
全シアン

鉛
六価クロム

砒素
総水銀

ジクロロメタン
四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン

チウラム
シマジン

チオベンカルブ
ベンゼン
セレン

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素
ほう素

塩化ビニルモノマー
1,4-ジオキサン
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地点No.
市区町村名 大仙市 大仙市 仙北市 美郷町 横手市 横手市 横手市 湯沢市

地区名 堀見内 戸地谷 田沢湖生保内 中野 平鹿町下吉田 平鹿町下鍋倉 大雄 横堀
井戸番号
用途区分 生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 工業用水井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸 生活用水井戸 一般飲用井戸

採取年月日 平成26年10月27日 平成26年10月27日 平成26年10月29日 平成26年10月29日 平成26年10月7日 平成26年10月7日 平成26年10月7日 平成26年10月2日

カドミウム
全シアン

鉛
六価クロム

砒素
総水銀

ジクロロメタン
四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン

チウラム
シマジン

チオベンカルブ
ベンゼン
セレン

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素
ほう素

塩化ビニルモノマー
1,4-ジオキサン

地点No.
市区町村名 羽後町

地区名 下仙道
井戸番号
用途区分 一般飲用井戸

採取年月日 平成26年10月2日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月28日 平成26年9月26日 平成26年5月28日 平成26年9月26日

カドミウム － － －
全シアン － － －

鉛 － － －
六価クロム － － －

砒素 － － －
総水銀 － － －

ジクロロメタン － － －
四塩化炭素 － － －

1,2-ジクロロエタン － － －
1,1-ジクロロエチレン － － －
1,2-ジクロロエチレン － － －
1,1,1-トリクロロエタン － － －
1,1,2-トリクロロエタン － － －
トリクロロエチレン － － －

テトラクロロエチレン － － －
1,3-ジクロロプロペン － － －

チウラム － － －
シマジン － － －

チオベンカルブ － － －
ベンゼン － － －
セレン － － －

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 － － －
ほう素 － － －

塩化ビニルモノマー － － －
1,4-ジオキサン － － －

秋田市

生活用水井戸

雄和種沢

生活用水井戸

金足

その他の井戸

河辺戸島
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地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分

採取年月日 平成26年5月28日 平成26年9月26日 平成26年5月28日 平成26年9月26日 平成26年5月28日 平成26年9月26日 平成26年5月27日 平成26年9月25日

カドミウム － － － －
全シアン － － － －

鉛 － － － －
六価クロム － － － －

砒素 － － － －
総水銀 － － － －

ジクロロメタン － － － －
四塩化炭素 － － － －

1,2-ジクロロエタン － － － －
1,1-ジクロロエチレン － － － －
1,2-ジクロロエチレン － － － －
1,1,1-トリクロロエタン － － － －
1,1,2-トリクロロエタン － － － －
トリクロロエチレン － － － －

テトラクロロエチレン － － － －
1,3-ジクロロプロペン － － － －

チウラム － － － －
シマジン － － － －

チオベンカルブ － － － －
ベンゼン － － － －
セレン － － － －

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 － － － －
ほう素 － － － －

塩化ビニルモノマー － － － －
1,4-ジオキサン － － － －

地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分

採取年月日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日

カドミウム － － － －
全シアン － － － －

鉛 － － － －
六価クロム － － － －

砒素 － － － －
総水銀 － － － －

ジクロロメタン － － － －
四塩化炭素 － － － －

1,2-ジクロロエタン － － － －
1,1-ジクロロエチレン － － － －
1,2-ジクロロエチレン － － － －
1,1,1-トリクロロエタン － － － －
1,1,2-トリクロロエタン － － － －
トリクロロエチレン － － － －

テトラクロロエチレン － － － －
1,3-ジクロロプロペン － － － －

チウラム － － － －
シマジン － － － －

チオベンカルブ － － － －
ベンゼン － － － －
セレン － － － －

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 － － － －
ほう素 － － － －

塩化ビニルモノマー － － － －
1,4-ジオキサン － － － －

秋田市
新屋

生活用水井戸

豊岩

生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸

秋田市
新屋太平太平下北手

生活用水井戸

生活用水井戸

金足外旭川

生活用水井戸生活用水井戸
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地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分

採取年月日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月28日 平成26年9月26日

カドミウム － － － －
全シアン － － － －

鉛 － － － －
六価クロム － － － －

砒素 － － － －
総水銀 － － － －

ジクロロメタン － － － －
四塩化炭素 － － － －

1,2-ジクロロエタン － － － －
1,1-ジクロロエチレン － － － －
1,2-ジクロロエチレン － － － －
1,1,1-トリクロロエタン － － － －
1,1,2-トリクロロエタン － － － －
トリクロロエチレン － － － －

テトラクロロエチレン － － － －
1,3-ジクロロプロペン － － － －

チウラム － － － －
シマジン － － － －

チオベンカルブ － － － －
ベンゼン － － － －
セレン － － － －

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 － － － －
ほう素 － － － －

塩化ビニルモノマー － － － －
1,4-ジオキサン － － － －

地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分

採取年月日 平成26年5月28日 平成26年9月26日 平成26年5月28日 平成26年9月26日 平成26年5月28日 平成26年9月26日 平成26年5月27日 平成26年9月25日

カドミウム － － － －
全シアン － － － －

鉛 － － － －
六価クロム － － － －

砒素 － － － －
総水銀 － － － －

ジクロロメタン － － － －
四塩化炭素 － － － －

1,2-ジクロロエタン － － － －
1,1-ジクロロエチレン － － － －
1,2-ジクロロエチレン － － － －
1,1,1-トリクロロエタン － － － －
1,1,2-トリクロロエタン － － － －
トリクロロエチレン － － － －

テトラクロロエチレン － － － －
1,3-ジクロロプロペン － － － －

チウラム － － － －
シマジン － － － －

チオベンカルブ － － － －
ベンゼン － － － －
セレン － － － －

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 － － － －
ほう素 － － － －

塩化ビニルモノマー － － － －
1,4-ジオキサン － － － －

雄和下黒瀬

生活用水井戸

生活用水井戸

生活用水井戸生活用水井戸

生活用水井戸

秋田市

秋田市

生活用水井戸

雄和下黒瀬 寺内雄和戸賀沢

生活用水井戸

将軍野 河辺和田土崎港飯島

生活用水井戸
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地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分

採取年月日 平成26年5月28日 平成26年9月26日

カドミウム －
全シアン －

鉛 －
六価クロム －

砒素 －
総水銀 －

ジクロロメタン －
四塩化炭素 －

1,2-ジクロロエタン －
1,1-ジクロロエチレン －
1,2-ジクロロエチレン －
1,1,1-トリクロロエタン －
1,1,2-トリクロロエタン －
トリクロロエチレン －

テトラクロロエチレン －
1,3-ジクロロプロペン －

チウラム －
シマジン －

チオベンカルブ －
ベンゼン －
セレン －

硝酸性窒素
亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素 －
ほう素 －

塩化ビニルモノマー －
1,4-ジオキサン －

生活用水井戸

下北手
秋田市
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（２）継続監視調査結果

地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分 生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 生活用水井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸

採取年月日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日 平成26年5月27日 平成26年9月25日

1,1,1-トリクロロエタン － － － －
トリクロロエチレン － － － －

テトラクロロエチレン － － － －
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 － － － －

地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分 生活用水井戸 生活用水井戸

採取年月日 平成26年5月27日 平成26年9月25日

カドミウム
鉛

砒素
総水銀
セレン
ふっ素

地点No.
市区町村名

地区名 脇神
井戸番号
用途区分 工業用水井戸 一般飲用井戸 生活用水井戸 一般飲用井戸 生活用水井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸 一般飲用井戸

採取年月日 平成26年10月21日 平成26年10月20日 平成26年10月20日 平成26年10月7日 平成26年10月7日 平成26年10月7日 平成26年10月7日 平成26年10月7日

1,2-ジクロロエチレン － － － － － －
1,1,1-トリクロロエタン － － － － － －
1,1,2-トリクロロエタン － － －

トリクロロエチレン －
テトラクロロエチレン － － －
塩化ビニルモノマー －

ふっ素 － － － － － － －
ほう素 － － － － － － －

地点No.
市区町村名 男鹿市

地区名 葛岡 大森町上溝 大雄宮小路 野石
井戸番号
用途区分 その他の井戸 一般飲用井戸 その他の井戸 一般飲用井戸 生活用水井戸 生活用水井戸

採取年月日 平成26年10月9日 平成26年10月9日 平成26年10月9日 平成26年10月21日 平成26年10月21日 平成26年10月27日

砒素 － － － － －
塩化ビニルモノマー － － － － －

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 － －

地点No.
市区町村名

地区名
井戸番号
用途区分 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸 その他の井戸

採取年月日 平成26年10月27日 平成26年10月27日 平成26年10月29日 平成26年10月29日 平成26年10月9日 平成26年10月9日 平成26年10月9日 平成26年10月9日

1,2-ジクロロエチレン
1,1-ジクロロエチレン － － － －
1,2-ジクロロエチレン － － － －

1,1,1-トリクロロエタン － － － －
1,1,2-トリクロロエタン － － － －

トリクロロエチレン
塩化ビニルモノマー

将軍野 下新城 飯島

G２
秋田市

浜井川 大浦

秋田市
茨島

北秋田市 能代市
上杉 二ツ井町三千苅

由利本荘市 横手市
石脇

井川町 由利本荘市
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資料34 地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月13日 環境庁告示第10号）

項 目 基 準 値

カ ド ミ ウ ム ０．００３ mg/L以下

全 シ ア ン 検出されないこと。

鉛 ０．０１ mg/L以下

六 価 ク ロ ム ０．０５ mg/L以下

砒 素 ０．０１ mg/L以下
ひ

総 水 銀 ０．０００５ mg/L以下

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと。

ジ ク ロ ロ メ タ ン ０．０２ mg/L以下

四 塩 化 炭 素 ０．００２ mg/L以下

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー ０．００２ mg/L以下

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン ０．００４ mg/L以下

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．１ mg/L以下

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０４ mg/L以下

１，１，１－トリクロロエタン １ mg/L以下

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ mg/L以下

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０１ mg/L以下

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０１ mg/L以下

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン ０．００２ mg/L以下

チ ウ ラ ム ０．００６ mg/L以下

シ マ ジ ン ０．００３ mg/L以下

チ オ ベ ン カ ル ブ ０．０２ mg/L以下

ベ ン ゼ ン ０．０１ mg/L以下

セ レ ン ０．０１ mg/L以下

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 １０ mg/L以下

ふ っ 素 ０．８ mg/L以下

ほ う 素 １ mg/L以下

１ ， ４ － ジ オ キ サ ン ０．０５ mg/L以下

備考

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値と

する。

２ 「検出されないこと」とは、別に定める方法により測定した場合において、その結

果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（定量限界は、全シアン0.1mg/L、ア

ルキル水銀及びＰＣＢ0.0005mg/L）
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資料34 地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月13日 環境庁告示第10号）

項 目 基 準 値

カ ド ミ ウ ム ０．００３ mg/L以下

全 シ ア ン 検出されないこと。

鉛 ０．０１ mg/L以下

六 価 ク ロ ム ０．０５ mg/L以下

砒 素 ０．０１ mg/L以下
ひ

総 水 銀 ０．０００５ mg/L以下

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと。

ジ ク ロ ロ メ タ ン ０．０２ mg/L以下

四 塩 化 炭 素 ０．００２ mg/L以下

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー ０．００２ mg/L以下

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン ０．００４ mg/L以下

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．１ mg/L以下

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０４ mg/L以下

１，１，１－トリクロロエタン １ mg/L以下

１，１，２－トリクロロエタン ０．００６ mg/L以下

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０１ mg/L以下

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０１ mg/L以下

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン ０．００２ mg/L以下

チ ウ ラ ム ０．００６ mg/L以下

シ マ ジ ン ０．００３ mg/L以下

チ オ ベ ン カ ル ブ ０．０２ mg/L以下

ベ ン ゼ ン ０．０１ mg/L以下

セ レ ン ０．０１ mg/L以下

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 １０ mg/L以下

ふ っ 素 ０．８ mg/L以下

ほ う 素 １ mg/L以下

１ ， ４ － ジ オ キ サ ン ０．０５ mg/L以下

備考

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値と

する。

２ 「検出されないこと」とは、別に定める方法により測定した場合において、その結

果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（定量限界は、全シアン0.1mg/L、ア

ルキル水銀及びＰＣＢ0.0005mg/L）

資料35　水浴場水質調査結果（平成26年度）
（１）開設前

最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均

岩館 なし 水質ＡＡ

滝ノ間 なし 水質ＡＡ

釜谷浜 なし 水質ＡＡ

宮沢 なし 水質ＡＡ

五里合 なし 水質ＡＡ

戸賀 なし 水質ＡＡ

出戸浜 なし 水質ＡＡ

浜田 なし 水質ＡＡ

桂浜 なし 水質ＡＡ

下浜 なし 水質 Ａ 

道川 なし 水質ＡＡ

本荘マリーナ なし 水質ＡＡ

西目 なし 水質ＡＡ

平沢 なし 水質 Ａ 

象潟 なし 水質ＡＡ

小砂川 なし 水質 Ａ 

田沢湖 なし 水質ＡＡ

（２）開設中

最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均

岩館 なし 水質 Ｂ 

滝ノ間 なし 水質 Ｂ 

釜谷浜 なし 水質 Ｂ 

宮沢 なし 水質ＡＡ

五里合 なし 水質ＡＡ

戸賀 なし 水質ＡＡ

出戸浜 なし 水質 Ｂ 

浜田 なし 水質ＡＡ

桂浜 なし 水質 Ａ 

下浜 なし 水質 Ａ 

道川 なし 水質 Ａ 

本荘マリーナ なし 水質ＡＡ

西目 なし 水質ＡＡ

平沢 なし 水質ＡＡ

象潟 なし 水質ＡＡ

小砂川 なし 水質 Ｂ 

田沢湖 なし 水質ＡＡ

判定水浴場名
調査
月日

評価項目

ふん便性
大腸菌群数

透明度
油膜

水浴場名
調査
月日

評価項目

判定
ふん便性

大腸菌群数
透明度

油膜
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資料36 水浴場水質判定基準（平成10年３月11日 環境庁水質保全局長通知）

項目 ふん便性 COD 透明度 油膜

区分 大腸菌群数

適 水質 不検出 2mg/L以下 全透 油膜が

AA (検出限界2個/100mL) (湖沼は3mg/L以下) (1m以上） 認められない

水質A 100個/100mL以下 2mg/L以下 全透 油膜が

(湖沼は3mg/L以下) (1m以上） 認められない

可 水質B 400個/100mL以下 5mg/L以下 1m未満 常時は油膜が

～50cm以上 認められない

水質C 1,000個/100mL以下 8mg/L以下 1m未満 常時は油膜が

～50cm以上 認められない

不適 1,000個/100mLを 8mg/L超 50cm未満※ 常時油膜が

超えるもの 認められる

(注１）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

透明度（※の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

(注２）水質判定基準は全国一律に定められており、水浴場に適した水質は「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」、可能な水質

は「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」、「不適」な水質と５段階で評価している

資料37 十和田湖水質・生態系改善行動指針の概要

指 ・ 十和田湖の水質を改善する。

針 改善目標値：COD（75％値） 1.0mg/l以下、透明度 12m以上

の ・ ヒメマスの資源量を回復する。

目 ・ 水質改善及びヒメマス資源量回復後、将来にわたって良好な水質と生態系を維持していく。

的 ・ 住民等の環境保全意識の啓発を図り、環境保全活動を行いやすい雰囲気を醸成する。

大 項 目 中 項 目

（１）汚濁負荷量の削減 ① 下水道接続率の向上

取 ② 発電用逆送水に流入する汚濁負荷量等監視

③ 流入河川の汚濁負荷監視及び対策の検討

組 ④ 湖岸の周辺環境の整備、清掃

（２）水産資源の管理 ① ヒメマス資源の適正管理

の ② ヒメマス以外の水生生物（ワカサギ、サクラマス、エビ類な

ど）の総合的管理

内 ③ 特定外来生物等の侵入抑制

（３）沿岸域の保全と管理 ① 水生植物の保全

容 ② 湖内水位変動への配慮

（４）環境保全意識の向上 ① 研修等

② 情報提供

③ 十和田湖環境保全会議の開催

資料38 八郎湖水質保全対策の取組

取 組 期 間 内 容
八郎湖水質汚濁機構解明調 S55～59 水質や底質の調査及び汚濁負荷量算定等を基に富栄養化シミュレーション
査 を実施。S60.3総合調査報告作成。
八郎湖水質対策連絡協議会 S56～ 八郎湖流域9市町村長及び県が構成員となり、クリーンアップ活動や研修会

など啓発活動を実施している。
また、平成20年からは副知事を会長とし、「湖沼水質保全計画」の推進につ
いて協議している。

富栄養化対策に関するプロ S56～58 庁内5部15課3機関28名で組織し、水資源や水産、農業等について幅広い論
ジェクトチーム 議を展開し、S58.8報告書提出。
八郎湖水質保全対策委員会 S63～ 生活環境部、農林水産部、産業労働部及び建設交通部で組織され、水質改

善の対策について検討を重ねている。
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資料36 水浴場水質判定基準（平成10年３月11日 環境庁水質保全局長通知）

項目 ふん便性 COD 透明度 油膜

区分 大腸菌群数

適 水質 不検出 2mg/L以下 全透 油膜が

AA (検出限界2個/100mL) (湖沼は3mg/L以下) (1m以上） 認められない

水質A 100個/100mL以下 2mg/L以下 全透 油膜が

(湖沼は3mg/L以下) (1m以上） 認められない

可 水質B 400個/100mL以下 5mg/L以下 1m未満 常時は油膜が

～50cm以上 認められない

水質C 1,000個/100mL以下 8mg/L以下 1m未満 常時は油膜が

～50cm以上 認められない

不適 1,000個/100mLを 8mg/L超 50cm未満※ 常時油膜が

超えるもの 認められる

(注１）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

透明度（※の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

(注２）水質判定基準は全国一律に定められており、水浴場に適した水質は「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」、可能な水質

は「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」、「不適」な水質と５段階で評価している

資料37 十和田湖水質・生態系改善行動指針の概要

指 ・ 十和田湖の水質を改善する。

針 改善目標値：COD（75％値） 1.0mg/l以下、透明度 12m以上

の ・ ヒメマスの資源量を回復する。

目 ・ 水質改善及びヒメマス資源量回復後、将来にわたって良好な水質と生態系を維持していく。

的 ・ 住民等の環境保全意識の啓発を図り、環境保全活動を行いやすい雰囲気を醸成する。

大 項 目 中 項 目

（１）汚濁負荷量の削減 ① 下水道接続率の向上

取 ② 発電用逆送水に流入する汚濁負荷量等監視

③ 流入河川の汚濁負荷監視及び対策の検討

組 ④ 湖岸の周辺環境の整備、清掃

（２）水産資源の管理 ① ヒメマス資源の適正管理

の ② ヒメマス以外の水生生物（ワカサギ、サクラマス、エビ類な

ど）の総合的管理

内 ③ 特定外来生物等の侵入抑制

（３）沿岸域の保全と管理 ① 水生植物の保全

容 ② 湖内水位変動への配慮

（４）環境保全意識の向上 ① 研修等

② 情報提供

③ 十和田湖環境保全会議の開催

資料38 八郎湖水質保全対策の取組

取 組 期 間 内 容
八郎湖水質汚濁機構解明調 S55～59 水質や底質の調査及び汚濁負荷量算定等を基に富栄養化シミュレーション
査 を実施。S60.3総合調査報告作成。
八郎湖水質対策連絡協議会 S56～ 八郎湖流域9市町村長及び県が構成員となり、クリーンアップ活動や研修会

など啓発活動を実施している。
また、平成20年からは副知事を会長とし、「湖沼水質保全計画」の推進につ
いて協議している。

富栄養化対策に関するプロ S56～58 庁内5部15課3機関28名で組織し、水資源や水産、農業等について幅広い論
ジェクトチーム 議を展開し、S58.8報告書提出。
八郎湖水質保全対策委員会 S63～ 生活環境部、農林水産部、産業労働部及び建設交通部で組織され、水質改

善の対策について検討を重ねている。
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取 組 期 間 内 容
八郎湖技術検討委員会 H2～3 水質保全対策について専門的かつ技術的に検討するため、県内外の専門家1

1名で構成。H4.3報告書提出。
間欠式空気揚水筒による水 H6～17 西部承水路の水質浄化対策のため、レイクリフターを五明光橋付近の２箇
質浄化事業 所に設置。（H20撤去）
西部承水路の流動化促進事 H12～ 比較的水質が良好な東部承水路の水を浜口機場から西部承水路に導水し、
業 西部承水路の流動化を促進し水質改善を行っている。
八郎湖水質浄化対策専門家 H14～16 八郎湖水質保全対策委員会の下部組織として設置。学識経験者や東北農政
会議 局職員等12名で構成。H17.3提言書とりまとめ。
八郎湖流域住民意識調査 H15 八郎湖流域住民の水質保全に関する意識等を把握するため、流域住民の成

人2,000名に対してアンケート調査を行った。
高濃度リン含有湧出水のリ H15～16 八郎湖へのリン負荷となる干拓地湧出水中のリンの除去及び回収リンの活
ン除去検討事業 用について、事業化の可能性を現地調査・試験により検討した。
八郎湖水質浄化シミュレー H15～17 八郎湖の水質汚濁機構に即した水質予測モデルを作成し、水質浄化シミュ
ション事業 レーション事業を実施した。
みんなで話そう八郎湖事業 H16～17 市町村で開催される各種集会の場に赴いて、直接住民に八郎湖水質問題に

関する様々な情報を分かり易く設明。延べ11回、210名。
八郎湖水質保全対策検討専 H18～19 湖沼水質保全計画に盛り込む水質保全対策の検討等を行うため、国内の専
門委員会 門家10名で構成する委員会を設置。
防潮水門の柔軟運用によ H18～22 防潮水門の高度管理により、湖水の入替、湖内の流動化を促進を図る水質
る湖水の流動化試験 改善の可能性についての試験・調査を実施。
環境審議会八郎湖水質保全 H19～ 環境審議会に、八郎湖に係る湖沼水質保全計画等について審議する八郎湖
部会 水質保全部会を設置。7名で構成。
指定湖沼の指定、湖沼水質 H19～H20 H19.12.11に湖沼法の指定湖沼の指定を受け、H20.3.25に「八郎湖に係る湖
保全計画（第１期）の策定 沼水質保全計画（第１期）」を告示した。
工場・事業場の排水規制等 H19～ 畜舎等の構造及び使用基準の制定（H19.3.28施行）、排水規制の強化（H20.
の強化 4.1施行）、汚濁負荷量規制（H20.8.22告示）を行い、工場・事業場からの

汚濁負荷量の削減を図っている。
濁水流出防止キャンペーン H20～ 水田からの濁水防止を啓発するため、ほ場指導員による現地巡回指導や関

係機関と連携して濁水ゼロキャンペーンを実施。（期間：4/28～5/20）
方上地区自然浄化施設の実 H20～ 大潟村方上地区のヨシ等を利用した自然浄化試験施設において、水質改善
証試験 効果と維持管理方法等の実証試験を実施している。
八郎湖研究会 H20～ 八郎湖に係る湖沼水質保全計画を効果的に実施するため、大学や試験研究

機関など15名の委員で構成。
合併浄化槽の高度処理化の H20～ 高度処理型合併浄化槽の設置に伴う個人負担の掛かり増し経費の1/2を市町
促進 村を通じて助成し、高度処理化を促進している。
農業集落排水施設の高度処 H21～25 農業集落排水施設を汚濁負荷量規制に対応した高度処理型に改修するため、
理化の促進 市町村に対する助成を実施している。
高濃度リン湧出水対策・活 H21～ もみ殻を利用した回収材により、大潟村の高濃度リン含有水からリンを回
用事業 収するシステムの実証試験を実施している。
生活雑排水流出防止事業 H21～23 生活雑排水による汚濁負荷を削減するため、下水道への接続が困難な世帯

等について、生活雑排水を下水道に接続する事業を実施。
湖辺景観生物多様性回復事 H21～23 八郎湖に自然浄化機能を有するモク（藻草）を再生させるため、湖内の適
業 地に藻場を造成、シードバンクを採泥し播種した。
八郎湖リン液肥商品開発販 H21～23 大潟村に湧出している高濃度リン含有地下水をくみ上げ、リンを回収し肥
売事業 料として製品化、販売するための取組を実施。
八郎湖自然再生活動普及啓 H22～23 八郎湖の自然再生活動団体で組織するネットワークに対する支援業務のほ
発事業 か、環境学習のサポートなどをＮＰＯ法人に委託し、活動の推進を支援し

た。
八郎湖湖岸環境整備事業 H22～23 クリーンアップでは撤去しきれない、水際や浅瀬の漂着ゴミや廃タイヤな

どの撤去・処分を行い、湖岸の水質の保全と環境整備を図った。

第2期八郎湖水質保全対策検 H24～25 国内の専門家6名により、第2期湖沼水質保全計画に盛り込む水質保全対策

討専門委員会 等について検討。

湖沼水質保全計画（第２期） H26 H26.3.28に「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第２期）」を告示した。
の策定
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資料39 休廃止鉱山鉱害防止工事等一覧

年 鉱 山 名 事 業 費
工 事 内 容

度 （所在地） 鉱山別 合 計
赤 倉 千円 千円

堰堤工867m3

（田代町） 13,930
46 21,702

北 秋
7,772 土留工433.7m3､帯工25.6m3

（阿仁町）
宮田又

12,000 堰堤工357.4m3､水路工107m､護岸工35m､暗渠工52m
（協和町）

47 36,000
白 沢 堰堤工407m3､水路工235m､法切工3,576.3m3､暗渠工57m､

24,000
（稲川町） 植栽工0.1ha
宮田又

51,320 谷止工940.8m3､水路工535.8m､溜池整地750m2､暗渠工535m
（協和町）
高 沢

6,090 切取11,845m3､盛土工601.3m3､路面工362m､橋りょう6m
（西木村）

48 91,988
小杉沢

9,000 坑口密閉2坑､澱物排除工1,161.3m3

(西仙北町)
白 沢

25,578 堰堤工1,033m3､水路工85m､法切工1,372.4m3､暗渠工90m
（稲川町）
堀 内

25,154 谷止工330.9m3､水路工65m､土留工44.1m3

（小坂町）
宮田又 谷止工324.4m3､水路工169m､緑化工2,832.1m2､

34,440
（協和町） 土留工396.4m3

高 沢
21,952 堰堤工472m3､水路工164.7m､暗渠工39m､緑化工0.22ha

（西木村）
49 163,476

小杉沢
38,877 坑口密閉3坑､水路工248m､土留工194m3､護岸工301m

(西仙北町)
来 田

27,112 土留85.6m3､水路工380m､覆土緑化2,066.8m2､柵工518m
（稲川町）
白 沢

15,941 水路工95m､被覆土1,336.5m3､植栽工6,700m2､暗渠工95m
（稲川町）
堀 内

34,952 谷止工88.5m3､水路工94.7m､土留工316.1m3

（小坂町）
大 沢

49,398 堰堤工1,630m3､土留工361m3

50 （比内町） 155,223
小杉沢

47,139 護岸工33m､土留工845m3､緑化工2.90ha
(西仙北町)
畑 野

23,734 土留134.5m3､水路工287m､緑化工0.62ha､柵工170m
（雄勝町）
堀 内

28,494 緑化工27,091.4m2､水路工267m､暗渠工288m､護岸工35m
（小坂町）
大 沢

69,480 土留764.2m3､水路工429m､編柵工2,390m､緑化工8,628.3m2

（比内町）
51 小杉沢 137,100

9,915 土留工2m3､緑化工0.40ha､坑口密閉1坑､危害閉そく5坑
(西仙北町)
大比立

8,582 坑口密閉1坑､坑口取明2坑､坑廃水中和
（田代町）
湯の岱 土留工209.9m3､水路工144m､緑化工1,778m2､坑道閉そく1坑､

19,232
（鷹巣町） 仮設道路375.5m
来 田

1,397 土留工20.3m3､緑化工202.4m2､編柵工26m
（稲川町）
大 沢 土留工160.6m3､水路工663.7m､緑化工33,331.4m2､

76,451
（比内町） 暗渠工1,001.5m､編柵工4,154.5m
大比立

30,116 土留工234.9m3､坑口密閉1坑､植栽工1,818.1m2､坑廃水中和
52 （田代町） 119,042

湯の岱 水路工155.0m､緑化工674.0m2､植栽工662m2､坑道閉そく2坑､
10,626

（鷹巣町） 空気密閉3坑､危害閉そく2坑
畑 野

1,484 水路工20m､暗渠工126m､柵工215m､肥料散布0.62ha
（雄勝町）
白 沢

365 暗渠工60m､肥料散布0.42ha
（稲川町）
田子ノ木 千円 千円 谷止工212.4m3､水路工97m､整地工1,064.8m２､覆土工456.8m3､
(田沢湖町) 18,728 緑化工1,516.6m2､仮設道路395m
細 地

53 24,889 69,928 土留工451.3m3(283.1m)
（鹿角市）
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資料39 休廃止鉱山鉱害防止工事等一覧

年 鉱 山 名 事 業 費
工 事 内 容

度 （所在地） 鉱山別 合 計
赤 倉 千円 千円

堰堤工867m3

（田代町） 13,930
46 21,702

北 秋
7,772 土留工433.7m3､帯工25.6m3

（阿仁町）
宮田又

12,000 堰堤工357.4m3､水路工107m､護岸工35m､暗渠工52m
（協和町）

47 36,000
白 沢 堰堤工407m3､水路工235m､法切工3,576.3m3､暗渠工57m､

24,000
（稲川町） 植栽工0.1ha
宮田又

51,320 谷止工940.8m3､水路工535.8m､溜池整地750m2､暗渠工535m
（協和町）
高 沢

6,090 切取11,845m3､盛土工601.3m3､路面工362m､橋りょう6m
（西木村）

48 91,988
小杉沢

9,000 坑口密閉2坑､澱物排除工1,161.3m3

(西仙北町)
白 沢

25,578 堰堤工1,033m3､水路工85m､法切工1,372.4m3､暗渠工90m
（稲川町）
堀 内

25,154 谷止工330.9m3､水路工65m､土留工44.1m3

（小坂町）
宮田又 谷止工324.4m3､水路工169m､緑化工2,832.1m2､

34,440
（協和町） 土留工396.4m3

高 沢
21,952 堰堤工472m3､水路工164.7m､暗渠工39m､緑化工0.22ha

（西木村）
49 163,476

小杉沢
38,877 坑口密閉3坑､水路工248m､土留工194m3､護岸工301m

(西仙北町)
来 田

27,112 土留85.6m3､水路工380m､覆土緑化2,066.8m2､柵工518m
（稲川町）
白 沢

15,941 水路工95m､被覆土1,336.5m3､植栽工6,700m2､暗渠工95m
（稲川町）
堀 内

34,952 谷止工88.5m3､水路工94.7m､土留工316.1m3

（小坂町）
大 沢

49,398 堰堤工1,630m3､土留工361m3

50 （比内町） 155,223
小杉沢

47,139 護岸工33m､土留工845m3､緑化工2.90ha
(西仙北町)
畑 野

23,734 土留134.5m3､水路工287m､緑化工0.62ha､柵工170m
（雄勝町）
堀 内

28,494 緑化工27,091.4m2､水路工267m､暗渠工288m､護岸工35m
（小坂町）
大 沢

69,480 土留764.2m3､水路工429m､編柵工2,390m､緑化工8,628.3m2

（比内町）
51 小杉沢 137,100

9,915 土留工2m3､緑化工0.40ha､坑口密閉1坑､危害閉そく5坑
(西仙北町)
大比立

8,582 坑口密閉1坑､坑口取明2坑､坑廃水中和
（田代町）
湯の岱 土留工209.9m3､水路工144m､緑化工1,778m2､坑道閉そく1坑､

19,232
（鷹巣町） 仮設道路375.5m
来 田

1,397 土留工20.3m3､緑化工202.4m2､編柵工26m
（稲川町）
大 沢 土留工160.6m3､水路工663.7m､緑化工33,331.4m2､

76,451
（比内町） 暗渠工1,001.5m､編柵工4,154.5m
大比立

30,116 土留工234.9m3､坑口密閉1坑､植栽工1,818.1m2､坑廃水中和
52 （田代町） 119,042

湯の岱 水路工155.0m､緑化工674.0m2､植栽工662m2､坑道閉そく2坑､
10,626

（鷹巣町） 空気密閉3坑､危害閉そく2坑
畑 野

1,484 水路工20m､暗渠工126m､柵工215m､肥料散布0.62ha
（雄勝町）
白 沢

365 暗渠工60m､肥料散布0.42ha
（稲川町）
田子ノ木 千円 千円 谷止工212.4m3､水路工97m､整地工1,064.8m２､覆土工456.8m3､
(田沢湖町) 18,728 緑化工1,516.6m2､仮設道路395m
細 地

53 24,889 69,928 土留工451.3m3(283.1m)
（鹿角市）
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小杉沢 緑化工(吹付､客土､土壌改良)23,345.3m2､山腹工(暗渠工､

20,582
(西仙北町) 筋工､編柵工)2,782.8m2､水路工22m､法切工73.7m3

堀 内 (流路工補修)ﾌﾘｭｰﾑ水路28.5m､ｺﾝｸﾘｰﾄ帯工3m3､
53 4,284

（小坂町） ｺﾝｸﾘｰﾄ集水渠6.8m3､ｺﾝｸﾘｰﾄ支保工37基(17.4m3)
大比立 緑化工(張芝)250m2､編柵工(ﾋﾞﾆｰﾙ網)84m､

1,445
（田代町） 埋設編柵工(ﾋﾞﾆｰﾙ網)111m､水路工45m､暗渠工17m
細 地

42,094 土留工264m3､床固工183.2m3､谷止工379.5m3

（鹿角市）
田子ノ木

54 19,875 74,243 土留工316.2m3､水路工327.4m､整形覆土工825m3

(田沢湖町)
吉 乃

12,274 測量設計､石灰中和
（増田町）
細 地 暗渠工796m､水路工303m､覆土工1,942.7m3､緑化工7,695.3m2､

13,933
（鹿角市） 柵工18m
田子ノ木 土留工142.1m3､水路工573.7m､覆土工1,221.8m3､

55 17,028 116,533
(田沢湖町) 緑化工7,249m2､柵工50m
吉 乃

85,572 道路工1,692m､測量､緑化試験､石灰中和
（増田町）
不老倉

11,727 護岸工49m､測量設計
（鹿角市）
日三市

3,266 117,000 測量設計
56 （角館町）

吉 乃 土留工101.1m2､止水堤19.6m3､暗渠工(合成樹脂管)1,950.8m､
102,007

（増田町） 柵工1,850.5m､水路工610m､筋工(植生袋)3,708.2m､階段工
1,850.5m､仮設道路400m､緑化試験､取明工事､石灰中和

不老倉
27,846 床固工684.5m3､護岸工64.8m3

（鹿角市）
日三市

29,217 156,670 水路工312m
57 （角館町）

吉 乃 伏工963.9m2､実播工12,555.5m2､法切工491m3､柵工1,543.6m､
99,607

（増田町） 暗渠工1,142.7m､筋工2,417.4m､覆土工2,404.8m3､ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調
査､非常用切替水路補修174箇所､取明調査､坑道密閉工事
(2基)､石灰中和

不老倉
58,155 土留工716.4m2､整形工46,017.8m3､暗渠工954m､その他

（鹿角市）
立 又

2,142 測量設計
（比内町）

58 201,001
日三市

50,449 水路工572.6m
（角館町）
吉 乃 覆土工2,752.2m3､伏工等1,300.8m2､坑道取明1坑､石灰中和､

90,255
（増田町） 測量設計
不老倉

58,604 谷止工(2基)208.6m3､土留工8m3､水路工821.7m､測量設計
（鹿角市）
立 又 床固工(2基)106.5m3､山腹工4,012.4m3､(水路工)土留ｺﾝｸﾘｰﾄ

43,045
（比内町） 248.3m3､L型水路240m､ｺﾝｸﾘｰﾄ水路17.5m3､ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ13m､

59 300,002
帯工27.7m3

日三市 水路工430m､(土留工)ｺﾝｸﾘｰﾄ製193.5m､鋼製33,779m､
51,837

（角館町） 法切工674.8m3､ 測量設計
吉 乃 上部水路工413m､山腹工4,012.4m3､下部水路工348m､排水路付

146,516
（増田町） 替工34m､ 土留工277.6m､実播工21,341.7m2､測量設計､

水路防水補修61m､坑道巻立､坑口閉そく工事､坑道取明調査
設計(2坑)

不老倉 水路工645.5m､覆土工9,598.4m3､筋工323.8m､
51,247

（鹿角市） 実播工31,094.6m2

立 又
32,078 床固工(2基)221.8m3､堰堤工(1基)463.5m3､水路工36m､測量設計

（比内町）
日三市

62,936 354,003 水路工474m､山腹工3,366m3､緑化工4,096.1m2､測量設計
60 （角館町）

畑
12,891 大切坑取明調査

（協和町）
吉 乃 水路工611.45m､覆土工5,782.3m3､流末水路工209.91m､実播工

194,851
（増田町） 19,360.7m2､水路防水補修288.6m､坑道取明調査設計密閉工事

(1坑)､測量設計､石灰中和､坑廃水処理施設新設工事

− 91 −



98

年 鉱 山 名 事 業 費
工 事 内 容

度 （所在地） 鉱山別 合 計
不老倉 千円 千円

護岸工155.0m､暗渠工170.0m
（鹿角市） 13,536
立 又 堰堤工(1基)102.1m3､護岸工27.5m､土留工139.1m3､

43,093
（比内町） 水路工78.2m､柵工2,539.5m､伏工5,681m2､筋工841.2m､

土塁工142m､覆土工1,859m3

61 322,447
日三市

47,813 止水堤165.3m3､水路工266.0m､実播工13,094.9m2､測量設計
（角館町）
畑

31,395 大切坑取明調査
（協和町）
吉 乃 土留工43.6m3､埋設工114.8m2､暗渠工28.0m､実播工

186,610
（増田町） 8,560.9m2､法切工7,134.4m3､柵工1,876.5m､筋工2,310.4m､

非常用排水路付替工11.4m､坑口閉そく工事､堆積場現況調
査設計､石灰中和､坑廃水処理施設新設工事

相 内 坑道掘削工100.5m､支保工113基､坑外工､運搬路改修工､
43,910

（小坂町） ﾊﾞｲﾊﾟｽ工23.6m､支保工D種32基
立 又 床固工544.8m3､水受工10.6m2､伏工2,536.0m2､筋工353.0m､
（比内町） 45,119 覆土工831.0m3(立又)､土留工150.5m2､筋工373.0m､柵工259.0m､
（鷹巣町） 伏工1,441.8m､水路工103.0m､覆土工510.0m3(明利又)､

62 322,456 暗渠補修､測量設計
日三市 筋工(B)3,042.5m､柵工(B)3,629.0m､覆土工8,251.8m3､

50,234
（角館町） 土留工120.3m3､筋工(A)60.3m､柵工(A)786.6m､

水路工779.5m､集水ﾏｽ2.1m3

畑
29,421 大切坑取明調査

（協和町）
吉 乃 谷止工(2基)179.3m3､水路工337.8m､土留工65.8m3､覆土工

153,772
（増田町） 3,935.7m3､右岸山腹水路工220.1m､第一堆積場水路工104.4m､

筋工3,314.6m､柵工1,772m､法枠工1,452.7m､緑化工
14,617.2m2､地すべり調査設計､測量設計､石灰中和､
坑廃水処理施設新設工事

相 内
45,648 大切坑切替工事10.14m､坑道掘削及び空洞部充填工事

（小坂町）
立 又 床固工(1基)122m3､止水堤(1基)50.6m3､土留工241.9m3､

52,386
（比内町） 水路工179m､筋工2,120m､柵工1,547m､
（鷹巣町） 法切工(切取2,615m3､盛土3,220m3)､伏工5,987m2､覆土工

1,795m3(明利又)､杉沢堆積場測量設計(立又)
大 谷

3,864 測量設計
63 （比内町） 303,699

日三市 筋工4,063.4m､柵工1,873.4m､水路工902m､集水ﾏｽ5基
56,523

（角館町） 2.5m3､客土工11,107.4m3､緑化工9,035.8m2､測量設計
畑

23,883 下一番坑取明調査
（協和町）
荒 川

4,987 測量設計
（協和町）
吉 乃 土留工88.5m3､水路工27.5m､非常用水路工146.7m､山腹水路工

116,408
（増田町） 30.5m､客土工5,416.9m3､柵工3,030.1m､筋工3,236.2m､右岸山

腹水路工346.3m､帯工34.7m3､伏工485.3m3､緑化工18,056.4m2､
堆積場排水路ﾄﾝﾈﾙ等調査設計､ｷﾚｰﾄ樹脂吸着法による坑廃水処
理

相 内
18,142 大切坑切替工事

（小坂町）
立 又 止水堤(4基)452.7m3､堰堤工(1基)273.6m3､

41,269
（比内町） 水路工132.2m､杉山沢堆積場調査設計､測量設計
大 谷 土留工19.5m3､水路工149m､柵工776.9m､

27,247
（比内町） 筋工1,023.7m､床固工156.2m3

元 日三市 286,192 斜面整形8,340.1m3､柵工2,292.5m､実播工34,487.4m2､
58,557

（角館町） 筋工3,901m､覆土工5,902.5m3､測量設計
畑

21,875 下一番坑取明調査及び耐圧密閉ﾌﾟﾗｸﾞ設計
（協和町）
荒 川

48,555 斜面整形60,919.7m3､測量設計
（協和町）
吉 乃 水路工886.2m､筋工1,191m､編柵工1,191m､調査設計

70,547
（増田町） 測量設計､帯工52.1m3､ 実播工11,187.7m2

立 又 堰堤工(2基)433.6m3､谷止工(1基)72.7m3､水路工64.9m､
47,283

２ （比内町） 測量設計

− 92 −



98

年 鉱 山 名 事 業 費
工 事 内 容

度 （所在地） 鉱山別 合 計
不老倉 千円 千円

護岸工155.0m､暗渠工170.0m
（鹿角市） 13,536
立 又 堰堤工(1基)102.1m3､護岸工27.5m､土留工139.1m3､

43,093
（比内町） 水路工78.2m､柵工2,539.5m､伏工5,681m2､筋工841.2m､

土塁工142m､覆土工1,859m3

61 322,447
日三市

47,813 止水堤165.3m3､水路工266.0m､実播工13,094.9m2､測量設計
（角館町）
畑

31,395 大切坑取明調査
（協和町）
吉 乃 土留工43.6m3､埋設工114.8m2､暗渠工28.0m､実播工

186,610
（増田町） 8,560.9m2､法切工7,134.4m3､柵工1,876.5m､筋工2,310.4m､

非常用排水路付替工11.4m､坑口閉そく工事､堆積場現況調
査設計､石灰中和､坑廃水処理施設新設工事

相 内 坑道掘削工100.5m､支保工113基､坑外工､運搬路改修工､
43,910

（小坂町） ﾊﾞｲﾊﾟｽ工23.6m､支保工D種32基
立 又 床固工544.8m3､水受工10.6m2､伏工2,536.0m2､筋工353.0m､
（比内町） 45,119 覆土工831.0m3(立又)､土留工150.5m2､筋工373.0m､柵工259.0m､
（鷹巣町） 伏工1,441.8m､水路工103.0m､覆土工510.0m3(明利又)､

62 322,456 暗渠補修､測量設計
日三市 筋工(B)3,042.5m､柵工(B)3,629.0m､覆土工8,251.8m3､

50,234
（角館町） 土留工120.3m3､筋工(A)60.3m､柵工(A)786.6m､

水路工779.5m､集水ﾏｽ2.1m3

畑
29,421 大切坑取明調査

（協和町）
吉 乃 谷止工(2基)179.3m3､水路工337.8m､土留工65.8m3､覆土工

153,772
（増田町） 3,935.7m3､右岸山腹水路工220.1m､第一堆積場水路工104.4m､

筋工3,314.6m､柵工1,772m､法枠工1,452.7m､緑化工
14,617.2m2､地すべり調査設計､測量設計､石灰中和､
坑廃水処理施設新設工事

相 内
45,648 大切坑切替工事10.14m､坑道掘削及び空洞部充填工事

（小坂町）
立 又 床固工(1基)122m3､止水堤(1基)50.6m3､土留工241.9m3､

52,386
（比内町） 水路工179m､筋工2,120m､柵工1,547m､
（鷹巣町） 法切工(切取2,615m3､盛土3,220m3)､伏工5,987m2､覆土工

1,795m3(明利又)､杉沢堆積場測量設計(立又)
大 谷

3,864 測量設計
63 （比内町） 303,699

日三市 筋工4,063.4m､柵工1,873.4m､水路工902m､集水ﾏｽ5基
56,523

（角館町） 2.5m3､客土工11,107.4m3､緑化工9,035.8m2､測量設計
畑

23,883 下一番坑取明調査
（協和町）
荒 川

4,987 測量設計
（協和町）
吉 乃 土留工88.5m3､水路工27.5m､非常用水路工146.7m､山腹水路工

116,408
（増田町） 30.5m､客土工5,416.9m3､柵工3,030.1m､筋工3,236.2m､右岸山

腹水路工346.3m､帯工34.7m3､伏工485.3m3､緑化工18,056.4m2､
堆積場排水路ﾄﾝﾈﾙ等調査設計､ｷﾚｰﾄ樹脂吸着法による坑廃水処
理

相 内
18,142 大切坑切替工事

（小坂町）
立 又 止水堤(4基)452.7m3､堰堤工(1基)273.6m3､

41,269
（比内町） 水路工132.2m､杉山沢堆積場調査設計､測量設計
大 谷 土留工19.5m3､水路工149m､柵工776.9m､

27,247
（比内町） 筋工1,023.7m､床固工156.2m3

元 日三市 286,192 斜面整形8,340.1m3､柵工2,292.5m､実播工34,487.4m2､
58,557

（角館町） 筋工3,901m､覆土工5,902.5m3､測量設計
畑

21,875 下一番坑取明調査及び耐圧密閉ﾌﾟﾗｸﾞ設計
（協和町）
荒 川

48,555 斜面整形60,919.7m3､測量設計
（協和町）
吉 乃 水路工886.2m､筋工1,191m､編柵工1,191m､調査設計

70,547
（増田町） 測量設計､帯工52.1m3､ 実播工11,187.7m2

立 又 堰堤工(2基)433.6m3､谷止工(1基)72.7m3､水路工64.9m､
47,283

２ （比内町） 測量設計
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日三市 千円 千円 本流斜面整形の筋工2,367.8m､覆土工3,319.1m3､本流右
（角館町） 81,145 岸斜面整形8.9m3､本流水路工93.4m､取付水路工大型

２ 258,855 ﾌﾘｭｰﾑ454.1m､右岸山腹水路工80.6m､実播工33,791.4m2

畑
21,812 大切坑調査及び耐圧密閉ﾌﾟﾗｸﾞ設計

（協和町）
荒 川 貝場沢堆積場斜面整形13,719.4m2､帯工15.2m3､集水ﾏｽ2基､

60,688
（協和町） 水路工331.7m､ 覆土工3,159.9m3､法枠工3,186.3m2

小杉沢 ｽﾞﾘ取明120m3､坑内支保(差切10枠､三ﾂ留40枠)､ﾊﾞﾙﾌﾞ取付
14,446

(西仙北町) 工1式､ｺﾝｸﾘｰﾄ密閉工5.0m3､坑口閉塞23.5m3

吉 乃 右岸山腹水路工(大型ﾌﾘｭｰﾑ)373.7m､帯工14.1m3､二の沢
33,481

（増田町） U型側溝29m､三の沢U型側溝17.4m､導水工U型側溝8m
立 又 (千年坑前堆積場)水路工87.58m､法枠工1,348.5m2

55,931
（比内町） (杉山沢堆積場)水路工216.2m､帯工3基､調査設計
荒 川 斜面整形･掘削押土40,889m3､土砂運搬均し60,568m2､

97,055
３ （協和町） 244,201 斜樋嵩上げ1ｶ所､実播(種子吹付)10,461.m2､測量設計

畑
32,651 下一番坑耐圧密閉ﾌﾟﾗｸﾞ設置工(1基)

（協和町）
吉 乃 右岸山腹水路(ﾌﾘｭｰﾑA12.1m､ﾌﾘｭｰﾑB91.4m)､地すべり地伏せ工

58,564
（増田町） 1,700.5m2､第一堆積場押土敷均し18,863.1m3､実播工2,635.3m2

立 又 山腹水路108.1m､止水堤(1基)314.6m3､覆土工6,417.5m3､
55,330

（比内町） 測量調査設計
荒 川 山腹工(木製法枠工)2,076m2､止水堤(1基)149.5m3､

44,523
（協和町） 工事用道路370m

４ 230,668
畑

53,143 大切坑耐圧密閉ﾌﾟﾗｸﾞ設置工(3基:分岐､大切手堀､ﾎﾞﾔﾘ坑)
（協和町）
吉 乃 第一堆積場盛土工37,250.2m3､流末ﾌﾞﾛｯｸ覆土工1,849m3､

77,672
（増田町） 切土工37,912.2m3､測量調査設計
立 又

55,221 山腹水路343.13m､覆土工991.0m3､水路測量設計
（比内町）

止水堤(2基)162.3m3､水路工1,158.3m､帯工12基､集水ﾏｽ
荒 川 106,974

10基､覆土工9,081m3､右岸山腹工(木製法枠工)875.6m3､
（協和町）

左岸山腹工(丸太柵工)387.7m2､左岸山腹工(土留工)
５ 242,500

44.5m､かん止堤補修828m2､緑化工12,471m2､測量設計
畑

26,496 中切坑取明調査65m
（協和町）
吉 乃 集水井(φ4m)11m､中継井工(φ4m)8m､

53,809
（増田町） 排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(2孔)77m､測量調査
立 又 水路工134.4m､落差工1基､集水ﾏｽ1基､帯工2基､横断工10m､

61,150
（比内町） 覆土工8,658.5m2､底設暗渠補強工事(鋼製支保34基)､

底設暗渠調査
荒 川 水路工222.3m､置換堰堤工(1基)203.7m3､集水ﾏｽ1基､

６ 80,394 254,616
（協和町） 落差工1基､布製型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ454.5m3､山腹工700m3､

覆土工2,645m3､緑化工24,657m2､測量設計
畑 中切坑取明調査(65～150m)及び耐圧密閉ﾌﾟﾗｸﾞ設計､

52,183
（協和町） 下一番坑ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ封印
吉 乃 集水井ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ11.1m､中継井ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ8.1m､

60,889
（増田町） 集水井ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ22孔1,370m､測量調査設計
立 又 止水堤(1基)280m3､覆土工9,111m3､水路工101m､帯工4基､

52,660
（比内町） 落差工2基集水ﾏｽ2基
荒 川 堰堤工(1基)382m3､止水堤(1基)142m3､水路工324m､

74,000
（協和町） 緑化工2,333m2､かん止堤補修1,239m2､谷止工(1基)､

７ 493,800 鋼製集水ﾏｽ2基､落差工1基､帯工2基､覆土工1,799m3

畑 大切坑漏水対策等調査設計､試験孔ｸﾞﾗｳﾄ390m､
76,832

（協和町） 岩盤ｸﾞﾗｳﾄ70m
吉 乃 地滑り地排土工､105,263m3､地滑り地排土工測量設計､

282,000
（増田町） 第一堆積場場内水排水暗渠調査設計
日三市

8,308 堆積場法面補修工事500m3､測量設計
（角館町）
立 又 覆土工6,805m3､暗渠改修:A区間108.6m､

73,400
（比内町） B区間補修117.0m､地質調査

８ 443,500
荒 川 <日影沢>床固工3基､水路工241.5m､落差工2基､集水ﾏｽ1基､

83,600
（協和町） 帯工10基､坑口閉そく6箇所､測量設計

<貝場沢>かん止堤盛土整形225.4m3､暗渠閉塞､暗渠調査
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畑 千円 千円 大切坑漏水対策:ｸﾞﾗｳﾄ工19孔738m､大切坑調査､

８ （協和町） 70,236 下一番坑坑口前測量設計地形図作成
吉 乃 第一堆積場場内水排水暗渠掘削240m､放水路工12.7m､

216,264
（増田町） 坑門工1基
立 又 覆土工455.9m3､水路工662.6m､緑化工29,250m2､
（比内町） 93,000 暗渠改修:A区間裏込め工29.71m3､B,C区間ｺﾝｸﾘｰﾄ吹き付け

319.4m
宮田又

3,800 測量設計
（協和町）
畑 大切坑漏水対策ｸﾞﾗｳﾄ工15孔､大切坑上部補強19枠､

72,800
（協和町） 中切坑改修13枠､ 調査設計､下一番坑坑口前:護岸工62.0m､

９ 266,900
水路工50.0m､覆土工919.8m3

吉 乃
93,881 地滑り地排土工

（増田町）
森 吉 (危害防

坑口閉塞2坑
（西木村） 止工事)
瀬 沢 3,419

坑口閉塞4坑
（西木村）
新荒川

坑口閉塞3坑
（協和町）
立 又 水路工141.7m、緑化工11,528.8㎡、水抜工74孔、排水路347.2m、

50,110
（比内町） 暗渠排水路工133.2m、暗渠改修工105.6m、

水路工軟弱地盤調査１式
赤 倉

9,159 測量設計１式
（田代町）
宮田又 土工2,269㎡、土留工81m３、山腹横断水工51.7m、A地区水路工

45,179
（協和町） 61.4m、B地区ｺﾝｸﾘｰﾄかん止堤112.5m３、C地区水路工37.5m
畑

10 10,841 308,626 中切坑排水設備設置工64m、水系調査１式
（協和町）
吉 乃 地滑り地緑化工(緑化工6,327.0㎡、山腹水路工140.0m)、

180,458
（増田町） 測量設計１式、地滑り緑化工事（緑化工7,728.9㎡、

山腹水路工、148.9m）、底設暗渠閉害、調査１式
長 慶 （危険防

坑口閉塞１坑
（田代町） 止工事）

安間内
12,879 坑口閉塞１坑

（比内町）
大 錠

坑口閉塞１坑
上小阿仁村
上小阿仁

坑口閉塞１坑
上小阿仁村
銀ノ沢

坑口閉塞２坑
(五城目町)
新 城

坑口閉塞３坑
（秋田市）
赤 倉

49,880 かんし堤１基
（田代町）
宮田又

47,088 山腹工4,347㎡、坑口閉塞工
（協和町）
畑

8,453 坑外水路測量設計
（協和町）
吉 乃

116,775 山腹水路工302ｍ、緑化工6,897.3㎡、堆積場測量設計
（増田町） 241,493

11
不老倉

7,805 測量設計、水系調査
（鹿角市）
夜明島、 （危害防

夜明島 抗口閉塞 ２抗
皓沼 止工事）

皓沼 抗口閉塞 ３抗
（鹿角市）

11,492
不老倉

坑口閉塞 ６抗
（鹿角市）
荒 川

坑口閉塞 １抗
（協和町）
心 像

坑口閉塞 １抗
西仙北町
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畑 千円 千円 大切坑漏水対策:ｸﾞﾗｳﾄ工19孔738m､大切坑調査､

８ （協和町） 70,236 下一番坑坑口前測量設計地形図作成
吉 乃 第一堆積場場内水排水暗渠掘削240m､放水路工12.7m､

216,264
（増田町） 坑門工1基
立 又 覆土工455.9m3､水路工662.6m､緑化工29,250m2､
（比内町） 93,000 暗渠改修:A区間裏込め工29.71m3､B,C区間ｺﾝｸﾘｰﾄ吹き付け

319.4m
宮田又

3,800 測量設計
（協和町）
畑 大切坑漏水対策ｸﾞﾗｳﾄ工15孔､大切坑上部補強19枠､

72,800
（協和町） 中切坑改修13枠､ 調査設計､下一番坑坑口前:護岸工62.0m､

９ 266,900
水路工50.0m､覆土工919.8m3

吉 乃
93,881 地滑り地排土工

（増田町）
森 吉 (危害防

坑口閉塞2坑
（西木村） 止工事)
瀬 沢 3,419

坑口閉塞4坑
（西木村）
新荒川

坑口閉塞3坑
（協和町）
立 又 水路工141.7m、緑化工11,528.8㎡、水抜工74孔、排水路347.2m、

50,110
（比内町） 暗渠排水路工133.2m、暗渠改修工105.6m、

水路工軟弱地盤調査１式
赤 倉

9,159 測量設計１式
（田代町）
宮田又 土工2,269㎡、土留工81m３、山腹横断水工51.7m、A地区水路工

45,179
（協和町） 61.4m、B地区ｺﾝｸﾘｰﾄかん止堤112.5m３、C地区水路工37.5m
畑

10 10,841 308,626 中切坑排水設備設置工64m、水系調査１式
（協和町）
吉 乃 地滑り地緑化工(緑化工6,327.0㎡、山腹水路工140.0m)、

180,458
（増田町） 測量設計１式、地滑り緑化工事（緑化工7,728.9㎡、

山腹水路工、148.9m）、底設暗渠閉害、調査１式
長 慶 （危険防

坑口閉塞１坑
（田代町） 止工事）

安間内
12,879 坑口閉塞１坑

（比内町）
大 錠

坑口閉塞１坑
上小阿仁村
上小阿仁

坑口閉塞１坑
上小阿仁村
銀ノ沢

坑口閉塞２坑
(五城目町)
新 城

坑口閉塞３坑
（秋田市）
赤 倉

49,880 かんし堤１基
（田代町）
宮田又

47,088 山腹工4,347㎡、坑口閉塞工
（協和町）
畑

8,453 坑外水路測量設計
（協和町）
吉 乃

116,775 山腹水路工302ｍ、緑化工6,897.3㎡、堆積場測量設計
（増田町） 241,493

11
不老倉

7,805 測量設計、水系調査
（鹿角市）
夜明島、 （危害防

夜明島 抗口閉塞 ２抗
皓沼 止工事）

皓沼 抗口閉塞 ３抗
（鹿角市）

11,492
不老倉

坑口閉塞 ６抗
（鹿角市）
荒 川

坑口閉塞 １抗
（協和町）
心 像

坑口閉塞 １抗
西仙北町
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高沢、 千円 千円

11 高沢 坑口閉塞 ２抗
五代儀、

五代儀 坑口閉塞 １抗
十二峠

十二峠 坑口閉塞 １抗
（西木村）
不老倉 かんし堤１基、堆積場土留工

32,208
（鹿角市） 水路工 194.4ｍ、堆積場緑化工 1,723.4㎡
赤 倉

42,596 かんし堤3基、堆積場法切工 9,924.2m3

（田代町）
畑 水路工 227.5ｍ、堆積場緑化工 6,364.6㎡

52,998
12 （協和町） 222,094 止水堤１基、調査設計、測量設計

吉 乃 堆積場整備工26,498m3、堆積場緑化工23,031.9㎡、
92,883

（増田町） 地滑り地緑化工 3,541.2㎡
大 谷 （危害防

坑口閉塞１坑
（比内町） 止工事）
高鉢、鎌足

1,409 高鉢 坑口閉塞１坑
（西木村）

鎌足 坑口閉塞１坑
不老倉

17,887 かんし堤１基、水路工70.8ｍ
（鹿角市）
赤 倉

28,822 水路工143.87ｍ、堆積場整備工
13 （田代町） 202,099

畑 水路工344.99ｍ、調査設計、
78,850

（協和町） 漏水防止対策工（グラウト長）363.0ｍ
吉 乃

76,540 堆積場緑化工4,303.9㎡、堆積場整地工
（増田町）
不老倉

41,878 水路工645.9ｍ、堆積場緑化工953.1㎡
（鹿角市）
赤 倉

42,554 水路工582.9ｍ、堆積場緑化工12,963.8㎡、調査設計
14 （田代町） 205,785

畑
48,845 水路工294.9ｍ、漏水対策工（グラウト長）238ｍ

（協和町）
吉 乃 堆積場緑化工11,855.2㎡、法面保護工449.7ｍ

72,508
（増田町） 暗渠工128ｍ、水路工123ｍ、調査設計
不老倉

52,971 水路工422.1ｍ、堆積場緑化工2,780.1㎡
（鹿角市）
赤 倉 土留工295.6m3、水路工259.2ｍ、覆土工701.0m3、

38,409
（田代町） 堆積場緑化工2,364.4㎡ 、埋設柵工563.0m
畑 コンクリートかん止堤１基、水路工214.1ｍ、覆土工

15 29,993 180,704
（協和町） 1,107.9m3 、堆積場緑化工3,573.9㎡、中切坑坑口閉塞、

大切坑坑口補修、大切坑水抜ﾊﾞﾙﾌﾞ埋設工３箇所
吉 乃

49,154 堆積場緑化工1,0201.2㎡、整地工945.0m3

（増田町）
川原毛

10,177 調査設計
（湯沢市）
不老倉

10,973 水路工63.5m、擁壁工2基
（鹿角市）
吉 乃

55,702 堆積場水路工（地盤改良、布製型枠）154.2m
16 （増田町） 107,259

川原毛 堆積場土留工4基、水路工437.1m、
40,584

（湯沢市） 浸透防止工2,122.2㎡、法面整形575.5m3

吉 乃
17 62,906 62,906 堆積場実播工(13,651m２)、整地工(633m３)、水路工(17m)

（横手市）
吉 乃

18 41,170 41,170 堆積場実播工(7,385.5m２)、整地工(481m３)、水路工(59m)
（横手市）
吉 乃 堆積場実播工(11,946m２)、整地工(3,833m３)、

19 35,534 35,534
（横手市） 水路工(42.4m)
吉 乃 第一堆積場底設暗渠補強・スライム止壁設置工、

20 26,853 26,853
（横手市） 第二堆積場斜樋埋閉塞・浸透水対策工、中央立坑埋戻工

21 小杉沢 沈澱池埋戻工
10,526 10,526

（大仙市）

合 計 7,428,794
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資料 騒音・振動の現況

① 平成２６年度自動車騒音常時監視結果

市町村 路線名
車
線
数

評価区間

始点 終点
区間延長

km

秋田市

秋田御所野雄和線 2 秋田市御野場新町 1 丁目 4 秋田市仁井田本町 5 丁目 11 1.1
秋田八郎潟線 2 秋田市添川添川字 102-1 秋田市仁別栗畑台字 45 8.5
秋田北野田線 2 秋田市下北手柳館前田面字 20 秋田市河辺北野田高屋黒沼下堤下 51-30 10.1
秋田北野田線 2 秋田市河辺北野田高屋榊表字 21-9 秋田市河辺戸島七曲下字 3 1.7
秋田北インター線 4 秋田市外旭川小谷地字 130 秋田市外旭川野村字 20 1.3
上新城土崎港線 2 秋田市上新城中稲荷田字 53 秋田市土崎港北 7 丁目 2-9 5.2
秋田昭和線 2 秋田市手形大沢字 330 秋田市添川地ノ内字 178-1 1.7
一般国道 13 号 2 秋田市河辺神内神内字 4 秋田市河辺神内鶴巻 1.0
久保秋田線 2 秋田市金足鳰崎二ツ森字 167-1 秋田市飯島道東 2 丁目 14-7 4.4
上新城土崎港線 2 秋田市上新城保多野山鼻字 190 秋田市上新城中稲荷田字 53 1.6
秋田御所野雄和線 2 秋田市仁井田新田 2 丁目 16 秋田市御所野下堤 5 丁目 1-10 4.2
秋田空港線 2 秋田市雄和平尾鳥小平字 4-1 秋田市雄和妙法上大部字 56-1 3.7
秋田御所野雄和線 2 秋田市御所野下堤 5 丁目 1-10 秋田市河辺戸島七曲下字 3 5.3
秋田昭和線 4 秋田市外旭川中谷地字 29-1 秋田市飯島新町 2 丁目 5-23 2.1
秋田天王線 2 秋田市浜田陳ケ原字 35-17 秋田市茨島 5 丁目 6 5.3
河辺阿仁線 2 秋田市河辺和田坂本南字 263-1 秋田市河辺三内野崎字 34 8.3
秋田北野田線 4 秋田市中通 1 丁目 4 秋田市広面樋ノ沖字 85-2 1.2

能代市

一般国道 7 号 2 能代市字寿域長根 能代市字高塙 2.2
一般国道 7 号 2 能代市字高塙 能代市字一本木 1.5
一般国道 7 号 2 能代市字一本木 能代市鰄渕字古屋布 0.9
一般国道 7 号 2 能代市鰄渕字古屋布 能代市扇田字山下 1.4
東能代停車場線 4 能代市鰄渕字下悪戸 能代市字一本木 0.6

横手市

一般国道 13 号 4 横手市駅南 2 丁目 3 横手市八幡 2.7
一般国道 13 号 2 横手市八幡 横手市安本 2.4
一般国道 13 号（湯沢横手道路） 2 横手市・湯沢市境 横手市十文字町十五野新田 3.0
一般国道 13 号 4 横手市婦気大堤 横手市駅南 2 丁目 3 1.3

大館市
一般国道 7 号 2 大館市根下戸赤沼 大館市釈迦内 5.1
大館十和田湖線 2 大館市長倉 大館市雪沢 17.9

男鹿市
一般国道 101 号 4 男鹿市船川港比詰羽立 男鹿市脇本脇本字大石館 3.3
船越停車場線 2 男鹿市船川港船川 男鹿市船川港船川 0.1

湯沢市
一般国道 398 号 2 湯沢市川連町 湯沢市表町 4 丁目 7.6
一般国道 398 号 2 湯沢市表町 4 丁目 湯沢市柳田字堀廻 4.4

鹿角市
一般国道 341 号 2 鹿角市八幡平字かじか沢 鹿角市八幡平字永田根瀬 7.6
一般国道 103 号 2 鹿角市十和田毛馬内中陣場 鹿角市十和田毛馬内字赤沢田 1.2

由利本荘市
羽後本荘停車場線 2 由利本荘市花畑町 1 丁目 由利本荘市砂子下 1.8
一般国道 7 号 2 由利本荘市西目町出戸 由利本荘市井戸尻 10.1

潟上市 一般国道 101 線 4 潟上市天王字蒲沼 潟上市天王字江川 5.6

大仙市
一般国道 13 号 4 大仙市富士見町 10 大仙市花館柳町 15 1.7
大曲田沢湖線 2 大仙市佐野町 7 大仙市払田 8.8

北秋田市 坊沢鷹巣線 2 北秋田市坊沢字深沢 北秋田市綴子字柳中 3.0
にかほ市 ― ― ― ― ―

仙北市

田沢湖停車場線 2 仙北市田沢湖生保内 仙北市田沢湖生保内 0.4
日三市角館線 2 仙北市角館町山谷川崎 仙北市角館町 9.9
広久内角館停車場

線

2 仙北市角館町 仙北市角館町 0.9
井川町 一般国道 7 号 2 南秋田郡井川町浜井川飯塚境 南秋田郡井川町今戸小谷地 2.5

五城目町
一般国道 7 号 2 南秋田郡五城目町大川大川 南秋田郡五城目町大川下 1.4
県道 15 号 2 南秋田郡五城目町馬場目 南秋田郡五城目町鵜ノ木 4.9
合 計 180.9

市町村 路線名
車
線
数

評価区間

始点 終点
区間延長

km

秋田市

秋田御所野雄和線 2 秋田市御野場新町 1丁目 4 秋田市仁井田本町 5丁目 11 1.1

秋田八郎潟線 2 秋田市添川添川字 102-1 秋田市仁別栗畑台字 45 8.5

秋田北野田線 2 秋田市下北手柳館前田面字 20 秋田市河辺北野田高屋黒沼下堤下 51-30 10.1

秋田北野田線 2 秋田市河辺北野田高屋榊表字 21-9 秋田市河辺戸島七曲下字 3 1.7

秋田北インター線 4 秋田市外旭川小谷地字 130 秋田市外旭川野村字 20 1.3

上新城土崎港線 2 秋田市上新城中稲荷田字 53 秋田市土崎港北 7丁目 2-9 5.2

秋田昭和線 2 秋田市手形大沢字 330 秋田市添川地ノ内字 178-1 1.7

一般国道 13 号 2 秋田市河辺神内神内字 4 秋田市河辺神内鶴巻 1.0

久保秋田線 2 秋田市金足鳰崎二ツ森字 167-1 秋田市飯島道東 2丁目 14-7 4.4

上新城土崎港線 2 秋田市上新城保多野山鼻字 190 秋田市上新城中稲荷田字 53 1.6

秋田御所野雄和線 2 秋田市仁井田新田 2丁目 16 秋田市御所野下堤 5丁目 1-10 4.2

秋田空港線 2 秋田市雄和平尾鳥小平字 4-1 秋田市雄和妙法上大部字 56-1 3.7

秋田御所野雄和線 2 秋田市御所野下堤 5丁目 1-10 秋田市河辺戸島七曲下字 3 5.3

秋田昭和線 4 秋田市外旭川中谷地字 29-1 秋田市飯島新町 2丁目 5-23 2.1

秋田天王線 2 秋田市浜田陳ケ原字 35-17 秋田市茨島 5丁目 6 5.3

河辺阿仁線 2 秋田市河辺和田坂本南字 263-1 秋田市河辺三内野崎字 34 8.3

秋田北野田線 4 秋田市中通 1丁目 4 秋田市広面樋ノ沖字 85-2 1.2

能代市

一般国道 7号 2 能代市字寿域長根 能代市字高塙 2.2

一般国道 7号 2 能代市字高塙 能代市字一本木 1.5

一般国道 7号 2 能代市字一本木 能代市鰄渕字古屋布 0.9

一般国道 7号 2 能代市鰄渕字古屋布 能代市扇田字山下 1.4

東能代停車場線 4 能代市鰄渕字下悪戸 能代市字一本木 0.6

横手市

一般国道 13 号 4 横手市駅南 2丁目 3 横手市八幡 2.7

一般国道 13 号 2 横手市八幡 横手市安本 2.4

一般国道13号（湯沢横手道路） 2 横手市・湯沢市境 横手市十文字町十五野新田 3.0

一般国道 13 号 4 横手市婦気大堤 横手市駅南 2丁目 3 1.3

大館市
一般国道 7号 2 大館市根下戸赤沼 大館市釈迦内 5.1

大館十和田湖線 2 大館市長倉 大館市雪沢 17.9

男鹿市
一般国道 101 号 4 男鹿市船川港比詰羽立 男鹿市脇本脇本字大石館 3.3

船越停車場線 2 男鹿市船川港船川 男鹿市船川港船川 0.1

湯沢市
一般国道 398 号 2 湯沢市川連町 湯沢市表町 4丁目 7.6

一般国道 398 号 2 湯沢市表町 4丁目 湯沢市柳田字堀廻 4.4

鹿角市
一般国道 341 号 2 鹿角市八幡平字かじか沢 鹿角市八幡平字永田根瀬 7.6

一般国道 103 号 2 鹿角市十和田毛馬内中陣場 鹿角市十和田毛馬内字赤沢田 1.2

由利本荘市
羽後本荘停車場線 2 由利本荘市花畑町 1丁目 由利本荘市砂子下 1.8

一般国道 7号 2 由利本荘市西目町出戸 由利本荘市井戸尻 10.1

潟上市 一般国道 101 線 4 潟上市天王字蒲沼 潟上市天王字江川 5.6

大仙市
一般国道 13 号 4 大仙市富士見町 10 大仙市花館柳町 15 1.7

大曲田沢湖線 2 大仙市佐野町 7 大仙市払田 8.8

北秋田市 坊沢鷹巣線 2 北秋田市坊沢字深沢 北秋田市綴子字柳中 3.0

にかほ市 ― ― ― ― ―

仙北市

田沢湖停車場線 2 仙北市田沢湖生保内 仙北市田沢湖生保内 0.4

日三市角館線 2 仙北市角館町山谷川崎 仙北市角館町 9.9

広久内角館停車場線 2 仙北市角館町 仙北市角館町 0.9

井川町 一般国道 7号 2 南秋田郡井川町浜井川飯塚境 南秋田郡井川町今戸小谷地 2.5

五城目町
一般国道 7号 2 南秋田郡五城目町大川大川 南秋田郡五城目町大川下 1.4

県道 15 号 2 南秋田郡五城目町馬場目 南秋田郡五城目町鵜ノ木 4.9

合　計 180.9
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騒音測定結果 環境基準達成状況

昼間 夜間
調査

年月日

評価対象

住居戸数

昼夜とも

基準値以下

昼のみ

基準値以下

夜のみ

基準値以下

昼夜とも

基準値超過

dB dB 戸 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％

64 55 H26.4 179 179 100 0 0 0 0 0 0

67 58 H26.4 102 102 100 0 0 0 0 0 0

70 62 H26.4 139 139 100 0 0 0 0 0 0

62 53 H26.9 38 38 100 0 0 0 0 0 0

67 62 H26.6 269 269 100 0 0 0 0 0 0

65 55 H26.4 549 549 100 0 0 0 0 0 0

69 63 H26.4 59 59 100 0 0 0 0 0 0

70 66 H26.4 16 16 100 0 0 0 0 0 0 

62 52 H26.4 179 179 100 0 0 0 0 0 0

58 49 H26.4 81 81 100 0 0 0 0 0 0

68 60 H26.4 305 303 99.3 0 0 2 0.7 0 0

64 55 H26.4 55 55 100 0 0 0 0 0 0

65 59 H26.4 285 285 100 0 0 0 0 0 0

67 60 H26.4 497 497 100 0 0 0 0 0 0

70 66 H26.4 577 574 99.5 3 0.5 0 0 0 0

61 52 H26.4 261 261 100 0 0 0 0 0 0

68 61 H26.6 436 434 99.5 0 0 2 0.5 0 0

70 63 H26.10 225 224 99.6 0 0 1 0.4 0 0

65 58 H26.10 66 66 100 0 0 0 0 0 0 

68 60 H26.10 31 31 100 0 0 0 0 0 0 

64 54 H26.10 6 6 100 0 0 0 0 0 0

61 51 H26.10 95 95 100 0 0 0 0 0 0

69 63 H26.10 127 118 92.9 0 0 3 2.4 6 4.7

77 72 H26.10 44 21 47.7 0 0 0 0 23 52.3 

53 50 H26.10 63 63 100 0 0 0 0 0 0

66 59 H26.10 35 35 100 0 0 0 0 0 0

49 44 H26.7 35 35 100 0 0 0 0 0 0

65 58 H26.7 459 459 100 0 0 0 0 0 0

68 60 H26.10 37 37 100 0 0 0 0 0 0

54 44 H26.10 16 16 100 0 0 0 0 0 0

67 58 H26.6 495 495 100 0 0 0 0 0 0

69 62 H26.6 147 147 100 0 0 0 0 0 0

66 56 H26.11 23 23 100 0 0 0 0 0 0

63 57 H26.11 27 27 100 0 0 0 0 0 0

62 55 H26.10 351 351 100 0 0 0 0 0 0

71 68 H26.10 366 294 80.3 68 18.6 0 0 4 1.1

71 63 H26.10 60 60 100 0 0 0 0 0 0

69 62 H26.11 29 27 93.1 0 0 2 6.9 0 0

63 53 H26.11 860 857 99.7 0 0 0 0 3 0.3

61 50 H26.7 167 167 100 0 0 0 0 0 0

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

58 48 H26.11 29 29 100 0 0 0 0 0 0

63 48 H26.11 335 335 100 0 0 0 0 0 0

61 49 H26.11 120 120 100 0 0 0 0 0 0

66 64 H26.11 34 32 94.1 1 2.9 0 0 1 2.9

66 64 H26.11 8 7 87.5 1 12.5 0 0 0 0

58 47 H26.11 250 250 100 0 0 0 0 0 0

8,567 8,447 98.6 73 0.9 10 0.1 37 0.4
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② 騒音特定施設数（平成２７年３月３１日現在）

市町名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計

金属

加工

機械

空気

圧縮

機等

土石用

破砕機

等

織

機

建設用

資材製

造機械

穀物

用製

粉機

木材

加工

機械

抄

紙

機

印刷

機械

合成樹脂

用射出成

形機

鋳型

造型

機

施設

数

工

場

数

秋田市 82 971 1 8 61 232 19 1,374 276
能代市 109 228 4 260 1 72 5 2 681 206
横手市 3 44 6 14 39 106 37
大館市 35 42 7 10 193 23 310 117
男鹿市 13 6 2 4 25 7
湯沢市 21 59 28 10 7 125 48
鹿角市 5 4 1 2 25 3 40 17
由利本荘市 54 205 4 65 328 71
潟上市 16 16 6
大仙市 15 18 16 31 22 102 48
北秋田市 9 5 1 11 9 35 11
にかほ市 65 378 61 3 2 7 516 32
仙北市 15 1 12 9 37 14
五城目町 0 0
井川町 31 10 5 4 3 53 10
合計 444 1,994 97 0 37 2 643 1 425 103 2 3,748 900

③ 平成２６年度騒音特定建設作業届出件数（平成２７年３月３１日現在）

市町名

1 2 3 4 5 6 7 8 合計

くい打

ち機

びょう

打ち機

さく

岩機

空気圧

縮機

コンクリート

プラント等

バック

ホウ

トラクター

ショベル

ブルド

ーザー

秋田市 3 18 2 1 24
能代市 3 3 1 7 3
横手市 2 2
大館市 0
男鹿市 0
湯沢市 1 1
鹿角市 0
由利本荘市 1 1
潟上市 0
大仙市 1 1
北秋田市 0
にかほ市 0
仙北市 0
五城目町 0
井川町 0
合計 7 0 19 2 0 6 1 1 36

（平成２７年３月３１日現在）

− 98 −



105 

④ 振動特定施設数（平成２７年３月３１日現在）

市名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計

金属

加工

機械

圧縮

機等

土石用

破砕機

等

織

機

ｺﾝｸﾘー ﾄ

ﾌ゙ ﾛｯｸﾏｼﾝ

等

木材

加工

機械

印刷

機械

ロー

ル機

合成樹脂

用射出成

形機

鋳型

造型

機

施設

数

工場

数

秋田市 94 196 1 2 47 18 358 92
能代市 111 111 3 8 25 5 3 266 85
横手市 2 37 1 1 21 62 21
大館市 6 49 9 3 11 78 32
男鹿市 0 0
湯沢市 33 40 1 2 8 84 14
鹿角市 5 4 1 25 3 38 16
由利本荘市 51 213 4 64 332 71
大仙市 11 11 18 2 18 17 77 58
合計 313 661 22 0 18 57 126 0 95 3 1,295 389

⑤ 平成２６年度振動特定建設作業届出件数（平成２７年３月３１日現在）

市名
1 2 3 4 合計

くい打ち機 鋼球 舗装版破砕機 ブレーカー

秋田市 3 9 12
能代市 3 3
横手市 0
大館市 0
男鹿市 0
湯沢市 1 1
鹿角市 0
由利本荘市 0
大仙市 0
合計 7 0 0 9 16

（平成２７年３月３１日現在）
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資料41　ダイオキシン類の現状

①大気中のダイオキシン類調査結果
  （単位：pg-TEQ/㎥）

春 夏 秋 冬 年平均値

大館市

由利本荘市

大仙市

秋田市 秋田市

発生源
周　辺

秋田市 秋田市

[ 測定時期 ]

秋田市以外 平成26年 6月17日 ～  6月24日

秋田市 平成26年 6月23日 ～  6月30日

秋田市以外 平成26年 8月12日 ～  8月19日

秋田市 平成26年 8月18日 ～  8月25日

秋田市以外 平成26年11月 5日 ～ 11月12日

秋田市 平成26年10月 1日 ～ 10月 8日

秋田市以外 平成27年 1月 7日 ～  1月14日

秋田市 平成27年 1月13日 ～  1月20日

参考：大気環境基準 0.6 pg-TEQ/m³以下（年平均値）

　冬

秋田市立御所野小学校

　春

　夏

　秋

県由利本荘市立尾崎小学校

仙北地域振興局福祉環境部

将軍野局
(土崎駅東第三街区公園)

県一般環境大気測定局
（大館鳳鳴高等学校）

調査実
施主体

区　分 調査地点
調　　　査　　　結　　　果

測　　定　　地　　点

環境基準：大気 0.6 pg-TEQ/m３以下（年平均値）
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資料41　ダイオキシン類の現状

①大気中のダイオキシン類調査結果
  （単位：pg-TEQ/㎥）

春 夏 秋 冬 年平均値

大館市

由利本荘市

大仙市

秋田市 秋田市

発生源
周　辺

秋田市 秋田市

[ 測定時期 ]

秋田市以外 平成26年 6月17日 ～  6月24日

秋田市 平成26年 6月23日 ～  6月30日

秋田市以外 平成26年 8月12日 ～  8月19日

秋田市 平成26年 8月18日 ～  8月25日

秋田市以外 平成26年11月 5日 ～ 11月12日

秋田市 平成26年10月 1日 ～ 10月 8日

秋田市以外 平成27年 1月 7日 ～  1月14日

秋田市 平成27年 1月13日 ～  1月20日

参考：大気環境基準 0.6 pg-TEQ/m³以下（年平均値）

　冬

秋田市立御所野小学校

　春

　夏

　秋

県由利本荘市立尾崎小学校

仙北地域振興局福祉環境部

将軍野局
(土崎駅東第三街区公園)

県一般環境大気測定局
（大館鳳鳴高等学校）

調査実
施主体

区　分 調査地点
調　　　査　　　結　　　果

測　　定　　地　　点

②公共用水域のダイオキシン類調査結果　

（単位：水質pg-TEQ/L、底質pg-TEQ/g）

水域名 地点名 所在地 試料採取日 水質 底質

米代川中流 神田橋 鹿角市 県

米代川下流 銀杏橋 能代市

米代川下流 能代橋 能代市

下内川下流 松木橋 大館市

阿仁川下流 高長橋 北秋田市

雄物川中流 秋田大橋 秋田市

雄物川下流 雄物新橋 秋田市

淀川 馬場橋 大仙市 県

草生津川下流 面影橋 秋田市

鮎川 末端 秋田市

子吉川上流 長泥橋 由利本荘市 県

子吉川中流 二十六木橋 由利本荘市

子吉川下流 本荘大橋 由利本荘市

馬場目川下流 竜馬橋 八郎潟町

大沢川 京田橋 にかほ市

田沢湖 湖心 仙北市 (※)

八郎湖 湖心 大潟村他

秋田湾 出戸沖2km 潟上市 県

秋田港 秋田港西2㎞ 秋田市 秋田市

※田沢湖の底質については、水深の関係により、試料採取を岸寄りとしたことから参考値とする。

湖
沼

海
域

県

環境基準：公共用水域水質 1 pg-TEQ/L 以下（年平均値）、 底質 150 pg-TEQ/g以下

国土交通省

河

川

国土交通省

県

国土交通省

秋田市

県

区
分

調査地点 調査結果 調査実
施主体
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③地下水のダイオキシン類調査結果
　（単位：pg-TEQ/L）

市　町　村　名 地　区　名

大館市 釈迦内

にかほ市 象潟町川袋

大仙市 戸地谷

横手市 平鹿町下鍋倉

湯沢市 横堀

秋田市 豊岩小山 秋田市

環境基準：地下水質　 1 pg-TEQ/L 以下

④土壌中のダイオキシン類調査結果
　（単位：pg-TEQ/g）

採　取　地　点 所　在　地

大館市立早口小学校 大館市長坂

北秋田市立合川東小学校 北秋田市上杉

旧種梅小学校 能代市二ツ井町種

小砂川グラウンド にかほ市象潟町小砂川

小松農村広場 仙北市田沢湖小松

秋田市立下新城小学校 秋田市下新城笠岡

秋田市立下北手小学校 秋田市下北手松崎

秋田市立川尻小学校 秋田市川尻みよし町

向浜公園 秋田市向浜二丁目

市場西第二街区公園 秋田市外旭川

横山公民館 秋田市仁井田

環境基準：土壌　1000 pg-TEQ/g 以下
　　　　　環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g
　　　　　以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

区分
調　査　地　点

試料採取日 調査結果
調査実
施主体

一
　
般
　
環
　
境

県

秋田市

発
生
源
周
辺

秋田市

県

調　査　地　点
試料採取日 調査結果

調査実
施主体
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資料４２ 温泉利用状況（浴用・飲用分）

秋田県計（平成27年3月31日現在）

管轄保健所名 源泉 温泉 源泉総 利用源泉数Ａ 未利用源泉数Ｂ 温度別源泉数

所在 地数 数A+B 自噴 動力 自噴 動力 25℃未満 25～42℃ 42℃以上 水蒸気･ガス

市町

村数

大館 3 23 167 47 47 52 21 2 47 94 0

内国民保養温泉地 1 3 16 6 1 8 1 0 0 12 0

北秋田 2 4 19 0 12 0 7 3 5 11 0

能代 4 9 21 4 7 4 5 4 6 9 0

秋田中央 4 7 34 3 16 6 9 9 7 18 0

由利本荘 2 14 40 20 11 4 5 20 12 8 0

大仙 3 36 90 30 33 9 18 4 27 55 4

内国民保養温泉地 1 11 28 22 2 3 1 0 5 19 4

横手 1 11 28 3 16 5 4 7 10 11 0

湯沢 3 11 91 30 40 15 6 1 9 60 0

内国民保養温泉地 1 1 50 8 32 5 5 0 3 34 0

秋田市 1 10 25 4 15 3 3 5 11 9 0

合計 23 125 514 141 197 98 78 55 134 275 4

内国民保養温泉地 3 15 94 36 35 16 7 0 8 65 4

管轄保健所名 源泉 ゆう出量(L/分) 宿泊施 収容定 平成26年度延 温泉利用公 国民保養温泉地年度

所在 自噴 動力 設数 員 べ宿泊者数 衆浴場数 延べ宿泊利用人数

市町

村数

大館 3 3,468 12,286 55 4,657 330,021 43 0

内国民保養温泉地 1 120 350 5 524 43,679 5 43,679

北秋田 2 0 3,905 5 309 20,723 12 0

能代 4 1,396 2,563 13 727 35,038 16 0

秋田中央 4 238 5,530 14 2,050 160,128 19 0

由利本荘 2 3,115 2,853 16 1,182 65,719 16 0

大仙 3 14,950 8,929 75 6,393 563,790 49 0

内国民保養温泉地 1 12,667 445 28 3,732 396,279 18 396,279

横手 1 1,748 3,945 14 1,041 95,712 16 0

湯沢 3 3,607 4,711 39 3,235 85,648 32 0
内国民保養温泉地 1 554 3,420 12 1,214 22,785 3 22,785

秋田市 1 468 3,239 12 1,891 228,726 18 0

合計 23 28,995 47,961 242 21,595 1,584,790 222 0

内国民保養温泉地 3 13,341 4,215 45 5,470 462,743 26 462,743
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資料４３ 温泉利用状況（ 他目的利用分 ）

秋田県計（平成27年3月31日現在）

源泉 利用源泉数A 未利用源泉数B 温度別源泉数 ゆう出量（Ｌ／分）
市 町

温泉地名 用 途 総数 25℃ 25～ 42℃ 水蒸気 主たる泉質名
村 名 自噴 動力 自噴 動力 自噴 動力

A+B 未満 42℃ 以上 ・ｶ゙ ｽ

鹿角市 地熱 地熱発電 41 36 0 5 0 0 0 0 41 0 0 不明

熱水地下 熱水地下
鹿角市 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 不明

還元 還元

鹿角市 高屋 不明 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 不明

大館市 柄沢 園芸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不明

大館市 雪沢 園芸 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 143
ﾅﾄﾘｳﾑ・ｶﾙｼｳﾑ
－硫酸塩泉

ナトリウム－塩化物
北秋田市 あゆの湯１号 魚介類養殖 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 200

・炭酸水素塩泉

秋田市 深層熱水研究用 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1,500 不明

秋田市 深層熱水研究用 1 0 0 1 0 0 0 1 0 398 0 不明

にかほ 魚介類養
ねぶの花 1 1 0 0 0 0 1 0 0 500 0

市 殖
ナトリウム－
塩化物強塩泉

農林水産
湯沢市 木地山 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 不明

用

湯沢市 木地山 地熱発電 21 17 0 4 0 0 0 0 21 6,938 0 不明

地熱開発
湯沢市 木地山 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 不明

調査
農林水産

湯沢市 秋の宮 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1,000 0 不明
用
地熱開発

湯沢市 秋の宮 8 4 0 4 0 0 0 8 0 0 0 不明
調査

湯沢市 大湯 暖房用 1 1 0 0 0 0 0 1 0 25 0 単純硫黄泉

農産園芸
湯沢市 小安 2 0 0 1 1 0 0 2 0 160 0

用
ﾅﾄﾘｳﾑ-塩化
物・硫酸塩泉

地熱開発
湯沢市 小安 5 0 0 5 0 0 0 5 0 445 0

調査
アルカリ性単
純温泉

計 99 60 2 33 4 0 2 22 72 9,556 1,843
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資料４３ 温泉利用状況（ 他目的利用分 ）

秋田県計（平成27年3月31日現在）

源泉 利用源泉数A 未利用源泉数B 温度別源泉数 ゆう出量（Ｌ／分）
市 町

温泉地名 用 途 総数 25℃ 25～ 42℃ 水蒸気 主たる泉質名
村 名 自噴 動力 自噴 動力 自噴 動力

A+B 未満 42℃ 以上 ・ｶ゙ ｽ

鹿角市 地熱 地熱発電 41 36 0 5 0 0 0 0 41 0 0 不明

熱水地下 熱水地下
鹿角市 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 不明

還元 還元

鹿角市 高屋 不明 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 不明

大館市 柄沢 園芸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不明

大館市 雪沢 園芸 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 143
ﾅﾄﾘｳﾑ・ｶﾙｼｳﾑ
－硫酸塩泉

ナトリウム－塩化物
北秋田市 あゆの湯１号 魚介類養殖 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 200

・炭酸水素塩泉

秋田市 深層熱水研究用 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1,500 不明

秋田市 深層熱水研究用 1 0 0 1 0 0 0 1 0 398 0 不明

にかほ 魚介類養
ねぶの花 1 1 0 0 0 0 1 0 0 500 0

市 殖
ナトリウム－
塩化物強塩泉

農林水産
湯沢市 木地山 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 不明

用

湯沢市 木地山 地熱発電 21 17 0 4 0 0 0 0 21 6,938 0 不明

地熱開発
湯沢市 木地山 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 不明

調査
農林水産

湯沢市 秋の宮 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1,000 0 不明
用
地熱開発

湯沢市 秋の宮 8 4 0 4 0 0 0 8 0 0 0 不明
調査

湯沢市 大湯 暖房用 1 1 0 0 0 0 0 1 0 25 0 単純硫黄泉

農産園芸
湯沢市 小安 2 0 0 1 1 0 0 2 0 160 0

用
ﾅﾄﾘｳﾑ-塩化
物・硫酸塩泉

地熱開発
湯沢市 小安 5 0 0 5 0 0 0 5 0 445 0

調査
アルカリ性単
純温泉

計 99 60 2 33 4 0 2 22 72 9,556 1,843

資料４４　流域下水道事業概要

（平成２７年３月３１日現在）

臨　海 大　曲 横　手 大　館 鹿　角

昭和50年 昭和56年 昭和57年 昭和61年 昭和63年

昭和57年4月1日 昭和63年4月1日 平成元年４月１日 平成4年4月1日 平成7年4月1日

計画区域内人口
　処理区域内人口
　　整備率 ％
全体計画処理能力（日最大）

　事業計画処理能力
　　現在処理能力
　　　整備率 ％
全体計画処理水量（日平均）

　実流入水量
　　　整備率 ％
幹線管渠延長
　整備済み延長
　　整備率 ％
複線（２条管）区間延長
　整備済み延長
　　整備率 ％
管渠（全体延長）整備率 ％

中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場数(本設ポンプ場のみ)

　稼働中施設数
　　うち暫定施設数

秋田湾・雄物川流域下水道 米代川流域下水道

処　理　区　名

処理開始年月

箇所

事業着手年度

千人

千m³/日

千m³/日

秋田湾・雄物川流域下水道 米代川流域下水道

処　理　区　名 臨　海 大　曲 横　手 大　館 鹿　角

事業着手年度 昭和50年 昭和56年 昭和57年 昭和61年 昭和63年

処理開始年月 昭和57年4月1日 昭和63年4月1日 平成元年4月1日 平成4年4月1日 平成7年4月1日

計画区域内人口
千人

349.3 43.0 51.6 60.9 26.6
　処理区域内人口 334.1 38.1 44.1 37.9 17.3
　　整備率 ％ 96 89 85 62 65 
全体計画処理能力（日最大） 180.0 23.2 25.8 27.0 12.7
　事業計画処理能力 千m³/日 180.0 21.6 24.6 18.0 8.2
　　現在処理能力 120.0 16.2 24.6 12.0 8.2
　　　整備率 ％ 67 70 95 44 65 
全体計画処理水量（日平均）

千m³/日
130.6 17.0 19.8 19.7 9.4

　実流入水量 80.4 8.3 10.7 8.0 3.3
　　　整備率 ％ 62 49 54 41 35 

幹線管渠延長
km

127.3 42.2 45.1 29.2 25.9
　整備済み延長 127.3 42.2 45.1 29.2 25.9
　　整備率 ％ 100 100 100 100 100 
複線（２条管）区間延長

km
54.8 6.4 12.0 11.1 2.9

　整備済み延長 33.9 5.7 5.8 5.2 1.5
　　整備率 ％ 62 89 48 47 52 

管渠（全体延長）整備率 ％ 89 99 89 85 95 
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場数(本設ポンプ場のみ) 15 2 5 4 1 
　稼働中施設数 箇所 13 2 5 4 1 
　　うち暫定施設数 2 0 0 0 0 
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資料45 下水道事業のあゆみ

公 共 下 水 道 着 手 都 市 流域下水

年度 単     独 流 域 関 連 道着手 県 全国

昭 7 ◇秋田市（八橋）
能代市

▲大潟村 大潟村（単独） 大潟(H6廃止)
秋田市（単独） 八橋

昭和町 臨  海
◇秋田市

男鹿市,天王町

田沢湖町

本荘市,○小坂町(十和田湖) 大曲市 大  曲
飯田川町 横  手 秋田市（流関） 秋田臨海（県流域）
横手市

能代市 能代
岩城町

八郎潟町 大  館 昭和町,天王町,田沢湖町 田沢湖

◇秋田(金足) 大館市,角館町,井川町,中仙町

◇秋田(羽川),由利町,西目町 ○鹿角市,雄和町,若美町,琴丘町 鹿  角 大曲市,飯田川町 大曲（県流域）
比内町,五城目町,河辺町

平鹿町,十文字町 横手市,男鹿市
増田町,雄物川町

比内町,大潟村（流関）
角館町,大雄村

鹿角市（流関）,田代町
山本町,由利町,西目町

上小阿仁村,峰浜村 森吉町,協和町,雄物川町 米内沢（森吉）,中央（協和）

小坂町（流関）,鷹巣町
仁賀保町,金浦町,象潟町

西仙北町,六郷町,増田町

岩谷（大内）,矢島
相野々（山内）

沖田面（上小阿仁）
八森,小安（皆瀬）

◎皆瀬村（皆瀬） 藤里町,阿仁町 藤里,阿仁
稲川町 峰浜村,羽後町 沢目（峰浜）,西馬音内（羽後）

雄勝町
大仙市(旧南外)、○鹿角市(湯瀬) 北秋田市(合川町) 合川(旧合川),皆瀬（旧皆瀬）

大仙市（神岡町）、湯沢市（旧稲川町） 稲川（旧稲川）

湯沢市（雄勝町） 院内（旧雄勝）
大仙市（南外村）、鹿角市 南外（旧南外）,湯瀬（鹿角）

計 5処理区

 ◇印市町村 ： 複数処理区の単独に加え、流関も実施  ◎印市町村 ： 複数処理区の単独を実施 

　　・対象市町村：秋田市 　　・対象市町村：西仙北町、皆瀬村

 ○印市町村 ： 単独に加え、流関も実施  ▲大潟村 ： H6年に単独から流域関連に変更

　　・対象市町村：鹿角市・小坂町（ただし、十和田湖は県事業）

 ※東成瀬村 ： 全村合併処理浄化槽

(内、県施設6、市町村施設33)

（平成２７年３月３１日現在）

備考

31市町村

合川町,阿仁町,藤里町
◎皆瀬村（小安）

矢島町,大内町
◎西仙北町（強首）

○小坂町

60市町村

神岡町

32市町村

上小阿仁村,八森町,皆瀬村

田代町,山本町,大雄村

六郷町

◇秋田(太平山)

仁賀保組合(仁賀保町
金浦町,象潟町)

◎西仙北町（刈和野）
協和町

山内村,羽後町

仙北町

八竜町,▲大潟村

森吉町

八森町

湯沢市,鷹巣町

平成
元

39処理区

羽川（秋田）
横手（県流域）

金足（秋田）

大館市,琴丘町,若美町
雄和町,岩城町

五城目町,河辺町,平鹿町

太平山（秋田）,本荘
十和田湖

八郎潟町,井川町

本荘市,中仙町
小坂町（十和田湖）

処理開始処理場処理開始都市
普及率(％)

道川（岩城）
大館（県流域）

前郷（由利）,西目
鹿角（県流域）

未供用：なし

注）本表はＨ16.4.1現在の市町村数で構成されている（9市50町10村 計69市町村）

大内町,矢島町,山内村

湯沢

刈和野,強首(西仙北)
鷹巣

仁賀保(仁賀保組合)

湯沢市,八竜町
仙北町,十文字町

○市町村合併（H16.11-H18.4）による市町村変遷
H16.11 美郷町：六郷町,千畑町,仙南村
H17. 1  秋田市：秋田市,雄和町,河辺町
H17. 3 男鹿市：男鹿市,若美町
H17. 3 湯沢市：湯沢市,稲川町,雄勝町,皆瀬村
H17. 3 大仙市：大曲市,神岡町,西仙北町,中仙町,協和町,南外村,仙北町,太田町
H17. 3 由利本荘市：本荘市,岩城町,由利町,西目町,大内町,東由利町,矢島町,鳥海町
H17. 3 北秋田市：鷹巣町,森吉町,合川町,阿仁町
H17. 3 潟上市：天王町,飯田川町,昭和町
H17. 6 大館市：大館市.比内町.田代町
H17. 9 仙北市：角館町.田沢湖町.西木村
H17.10  にかほ市：仁賀保町.金浦町,象潟町
H17.10 横手市：横手市,増田町.平鹿町.雄物川町.大森町.十文字町.山内村.大雄村

H18. 3 能代市：能代市.二ツ井町

H18. 3 三種町：琴丘町.山本町.八竜町

市町村合併前（ 現在）
県全体 市町村中

下水道計画有り 市町村

市町村合併後（ 現在）
県全体 市町村中

下水道計画有り 市町村

市町村全部が着手・供用済
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着工 完了

鹿角市 小豆沢

谷内・永田

末広

小坂町 事業実施地区なし

大館市 大館市 餌釣

山館

真中

沢尻

麓西

四羽出

十二所北

比内町 小新田・羽立

八木橋

独鈷中野

田 代 町 山田

岩野目

北秋田市 鷹巣町 脇神

坊沢

森吉町 浦田

前田

阿仁町 根子

合川町 上杉

下杉

西

羽根山

鎌沢

三木田

三里

根田、芹沢

木戸石

増沢

道城

上小阿仁村 上仏社

五反沢

小沢田

羽立

能代市 能代市 浜浅内

二ツ井町 農業集落排水施設計画なし

藤里町 中通

三種町 琴丘町 大又

山本町 下岩川

外岡・羽立

八竜町 釜谷 公共下水道へ接続予定

芦崎

八峰町 八森町 農業集落排水施設計画なし

峰浜村 石川

岩子・大久保岱

塙

秋田市 秋田市 豊巻

小山

石田坂

笹岡

寒川

下新城北部

上新城

下新城南部

上北手東部

下北手中央

河辺町 砂子渕

三内

飛沢

岩見三内中央

下三内

赤平

岩見　

雄和町 新波

向野

戸賀沢

萱ヶ沢

種平

男鹿市 男鹿市 五里合

若美町 農業集落排水施設計画なし

金足(1期・2期)

計 画
人 口
(人)

1期H19～H25　2期　H20～H24
H25.4公共下水道へ接続

平成２７年３月３１日現在

市町村名 旧市町
村名

地 区 名
（ 処 理 区 名 ）

事業期間
供 用
年 月

摘　　　　　　　　　　要

資料46 農業集落排水施設　地区（処理区）一覧表（その１）

地区数
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着工 完了

潟上市 昭和町 豊川

飯田川町 (妹川) S63.4公共下水道へ接続

(新道) H6.4公共下水道へ接続

(飯塚浜) H3.4公共下水道へ接続

天王町 (湖岸) H24.12公共下水道へ接続

(羽立) H24.12公共下水道へ接続

(大崎) H22.11公共下水道へ接続

五城目町 (上山内) H25.3公共下水道へ接続

八郎潟町 (小池) H25.3公共下水道へ接続

(浦大町) H25.3公共下水道へ接続

井川町 (井内) H25.3公共下水道へ接続

(葹田) H25.3公共下水道へ接続

大潟村 農業集落排水施設計画なし

由利本荘市 本荘市 小友第一〈万願寺〉

内越第一〈内越畑谷〉

小友第二

子吉

石沢第二

南内越第二

石沢第一

北内越第二

芦川〈松ヶ崎第二〉

親川〈松ヶ崎第二〉

深沢〈松ヶ崎第二〉

小友第三

矢島町 元町・荒沢

郷内・坂之下

川辺・木在

新荘・立石

岩城町 亀田

上蛇田

高畑

滝俣

由利町 五十土

山本

久保田

小菅野

川西

東鮎川・[町村・中畑]

(町村) H4.9東鮎川処理区へ接続

黒沢明法

曲沢

吉沢

南福田

土倉

(中畑) H23.12東鮎川処理区へ接続

屋敷

西目町 西目南部

鳥海町 伏見・上川内・[平根]

(平根) H17.3伏見上川内処理区へ接続

笹子

東由利町 老方舘合

蔵・法内

大琴

田代黒渕

大内町 松本

岩野目沢

楢渕・[羽広・滝]

(滝) H15.3楢渕処理区へ接続

(羽広) H15.3楢渕処理区へ接続

中帳

葛岡・新田

にかほ市 仁賀保町 院内

百目木

杉山 公共下水道へ接続予定

伊勢居地

小国

桂坂 H28.3伊勢居地処理区へ接続予定

冬師

釜ケ台

金浦町 大竹

象潟町 小滝

西中野沢

上郷北部

関

上郷南部

上浜中央

計 画
人 口
(人)

平成２７年３月３１日現在

市町村名 旧市町
村名

地 区 名
（ 処 理 区 名 ）

事業期間
供 用
年 月

摘　　　　　　　　　　要

資料46 農業集落排水施設　地区（処理区）一覧表（その２）

地区数
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着工 完了

大仙市 大曲市 中田・宮林

大曲西部

角間川

神岡町 神岡東部

神岡西部

西仙北町 上野

川里

中仙町 中荒井

大神成

田ノ尻

協和町 一ノ渡

稲沢

水沢

白岩

川口

小種

沢庄

宇津野

下淀川

峰吉川

南外村 農業集落排水施設計画なし

仙北町 薬師

福田

払田

仙北北部

(板見内) H20.5公共下水道へ接続

太田町 横沢

大町

小神成

太田今泉

三本扇

仙北市 角館町 前郷

田沢湖町 田沢

西木村 戸沢

桧木内

西明寺西部

西明寺

西明寺南部

美郷町 六郷町 農業集落排水施設計画なし

千畑町 一丈木

本堂 大仙市の一部区域を含む

上畑屋

仙南村 後三年 横手市の一部区域を含む

飯詰

野荒町

横手市 横手市 金沢

増田町 農業集落排水施設計画なし

平鹿町 農業集落排水施設計画なし

雄物川町 農業集落排水施設計画なし

大森町 大森

十日町

川西

上溝

大森本郷

十文字町 今泉

植田

山内村 農業集落排水施設計画なし

大雄村 農業集落排水施設計画なし

湯沢市 湯沢市 山田中央

深堀

山田東部

松岡

新城〈松岡〉

稲川町 農業集落排水施設計画なし

雄勝町 農業集落排水施設計画なし

皆瀬村 農業集落排水施設計画なし

羽後町 羽後町 床舞

土舘・[嶋田]

(嶋田) H20.4土舘処理区へ接続

東成瀬村 農業集落排水施設計画なし

 1 H20年度策定「秋田県生活排水処理整備構想」での農集排計画処理区と農集排事業等で整備された地区を表記。
 2 地区数、計画人口は生活排水処理整備構想での農集排計画処理区数、区域内の人口である。
　　　(但し、H25.4.1時点で農集排施設として運営されている地区数、人口を含む)。
 3 集排整備事業の地区名と処理区名が異なる場合は、処理区名の後に地区名を〈 　〉書きで表記。
 4 処理場を持たない地区（公共下水道接続、他処理区へ接続している地区）は、地区名を(    )書きで表記。
 5 他の集排地区を接続している処理区は、処理区名の後に接続している地区名を[    ]書きで表記。
 6 農業集落排水施設計画市町村　23市町村（13市 9町 1村）

供 用
年 月

摘　　　　　　　　　　要

合　　　計

平成２７年３月３１日現在
資料46 農業集落排水施設　地区（処理区）一覧表（その３）

市町村名 旧市町
村名 地区数

地 区 名
（ 処 理 区 名 ）

計 画
人 口
(人)

事業期間
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資料47　漁集・林集・簡易小規模排水処理施設等　処理区（地区）一覧表 平成27年3月31日現在

旧市町村名 着工 完了

【漁業集落排水施設】
男鹿市 男鹿市 入道崎

門前

若美町 （若美） － H18.3 公共下水道へ接続

（市計） 2処理区

由利本荘市 本荘市 松ヶ崎第一

西目町 出戸

（市計） 2処理区

八峰町 八森町 岩館

5処理区

【林業集落排水施設】
横手市 大森町 武道

仙北市 西木村 中里

相内潟

（市計） 2処理区

3処理区

【簡易排水処理施設】
由利本荘市 岩城町 雪川

下黒川

六呂田

泉田

福俣

（市計） 5処理区

仙北市 西木村 潟尻

6処理区

【小規模集合排水処理施設】
横手市 大森町 矢走

由利本荘市 岩城町 下蛇田

由利町 二夕子

田代

（市計） 3処理区

にかほ市 仁賀保町 水沢

上坂

下坂

（市計） 3処理区

7処理区

21処理区 （公共下水道接続地区を除く。）

資料48　市町村における容器包装の分別収集の取組状況

実績量　単位：トン

　*1　H20年度策定「秋田県生活排水処理整備構想」での計画処理区と漁集事業で整備された公共下水道接続地区を表記。
　*2　計画人口は「秋田県生活排水処理整備構想」策定時点の人口である。
　*3　公共下水道接続地区は地区名を（　　）書きで表記。

摘　　　　要

［漁集施設 計］

［林集施設　計］

［簡易排水施設　計］

［小規模排水施設　計］

漁集・林集・簡易・小規模
排水処理施設　合計

実施主体
市町村名

処理区名
（地区名）

計画人口
（人）

事業期間
供用開始
年　　月

市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量

無色ガラス

茶色ガラス

その他ガラス

その他紙

ペットボトル

その他プラスチック

白色トレイ

スチール缶

アルミ缶

段ボール

紙製飲料容器

平成25年度平成24年度平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

資料49　処理人槽別浄化槽設置基数の推移

年 単　独 20人 21人 101人 201人 301人 501人 1,001人

～ ～ 小 計 ～ ～ 小 計 ～ 合 計 構成比率

度 合併別 以下 100人 200人 300人 500人 1,000人 以上

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計
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資料47　漁集・林集・簡易小規模排水処理施設等　処理区（地区）一覧表 平成27年3月31日現在

旧市町村名 着工 完了

【漁業集落排水施設】
男鹿市 男鹿市 入道崎

門前

若美町 （若美） － H18.3 公共下水道へ接続

（市計） 2処理区

由利本荘市 本荘市 松ヶ崎第一

西目町 出戸

（市計） 2処理区

八峰町 八森町 岩館

5処理区

【林業集落排水施設】
横手市 大森町 武道

仙北市 西木村 中里

相内潟

（市計） 2処理区

3処理区

【簡易排水処理施設】
由利本荘市 岩城町 雪川

下黒川

六呂田

泉田

福俣

（市計） 5処理区

仙北市 西木村 潟尻

6処理区

【小規模集合排水処理施設】
横手市 大森町 矢走

由利本荘市 岩城町 下蛇田

由利町 二夕子

田代

（市計） 3処理区

にかほ市 仁賀保町 水沢

上坂

下坂

（市計） 3処理区

7処理区

21処理区 （公共下水道接続地区を除く。）

資料48　市町村における容器包装の分別収集の取組状況

実績量　単位：トン

　*1　H20年度策定「秋田県生活排水処理整備構想」での計画処理区と漁集事業で整備された公共下水道接続地区を表記。
　*2　計画人口は「秋田県生活排水処理整備構想」策定時点の人口である。
　*3　公共下水道接続地区は地区名を（　　）書きで表記。

摘　　　　要

［漁集施設 計］

［林集施設　計］

［簡易排水施設　計］

［小規模排水施設　計］

漁集・林集・簡易・小規模
排水処理施設　合計

実施主体
市町村名

処理区名
（地区名）

計画人口
（人）

事業期間
供用開始
年　　月

市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量 市町村数 実績量

無色ガラス

茶色ガラス

その他ガラス

その他紙

ペットボトル

その他プラスチック

白色トレイ

スチール缶

アルミ缶

段ボール

紙製飲料容器

平成25年度平成24年度平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

資料49　処理人槽別浄化槽設置基数の推移

年 単　独 20人 21人 101人 201人 301人 501人 1,001人

～ ～ 小 計 ～ ～ 小 計 ～ 合 計 構成比率

度 合併別 以下 100人 200人 300人 500人 1,000人 以上

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

単 独

合 併

計

（単位：基）
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資料50　産業廃棄物処理施設数及び処理実績（平成26年度）　法許可対象施設

合計 県 市 合計 県 市 合計 県 市 合計 県 市

汚泥の脱水施設

汚泥の乾燥施設（機械）

汚泥の乾燥施設（天日）

汚泥の焼却施設

廃油の油水分離

廃油の焼却施設

廃酸・廃アルカリの中和処理施設

廃プラスチック類の破砕施設

廃プラスチック類の焼却施設

木くず又はがれき類の破砕施設

コンクリート固形化施設

水銀を含む汚泥のばい焼施設

シアンの分解施設

焼却施設（汚泥・廃油・廃プラ除く）

中間処理計

安定型処分場

管理型処分場

最終処分計

合計 県 市 合計 県 市 合計 県 市 合計 県 市

汚泥の脱水施設

汚泥の乾燥施設（機械）

汚泥の乾燥施設（天日）

汚泥の焼却施設

廃油の油水分離

廃油の焼却施設

廃酸・廃アルカリの中和処理施設

廃プラスチック類の破砕施設

廃プラスチック類の焼却施設

木くず又はがれき類の破砕施設

コンクリート固形化施設

水銀を含む汚泥のばい焼施設

シアンの分解施設

焼却施設（汚泥・廃油・廃プラ除く）

中間処理計

安定型処分場

管理型処分場

最終処分計

　　注）　１　

２　

中
間
処
理

最
終
処
分

「秋田県内」及び「秋田市内」の処理施設（廃棄物処理法許可対象施設）数と、それによる処理実績。

秋田市分は、秋田市環境部の集計によるもの。

処　理　業　者

施 設 数 処　理　量  （単位：トン／年） 施 設 数 処　理　量  （単位：トン／年）

合　　　計

施 設 数 処　理　量  （単位：トン／年） 施 設 数 処　理　量  （単位：トン／年）

区
分

中
間
処
理

最
終
処
分

施設の種類

公　　　共

施設の種類

事　業　者

区
分
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資料 秋田県環境影響評価条例の概要

○対象事業の規模

事 業 の 種 類
対 象 事 業

一 般 地 域 特 定 地 域（注）

１ 道路 一般国道 ４車線以上・長さ 以上 ４車線以上・長さ５ 以上

県道、市町村道 ４車線以上・長さ 以上 ４車線以上・長さ５ 以上

農道 幅員 ｍ以上・長さ 以上 幅員 ｍ以上・長さ 以上

林道 幅員 ｍ以上・長さ 以上 幅員 ｍ以上・長さ 以上

２ 河川 ダム 貯水面積 以上 貯水面積 以上

堰 湛水面積 以上 湛水面積 以上

湖沼水位調節施設 改変面積 以上 改変面積 以上

放水路 改変面積 以上 改変面積 以上

３ 鉄道 普通鉄道 長さ 以上 長さ５ 以上

軌道 長さ 以上 長さ５ 以上

４ 飛行場 滑走路長 ｍ以上 滑走路長 ｍ以上

５ 発電所 水力発電所 出力 万 以上 出力 万 以上

火力発電所 出力 万 以上 出力 万 以上

地熱発電所 出力 以上 出力 以上

６ 廃棄物処理施設 廃棄物最終処分場 埋立面積３ 以上 埋立面積 以上

焼却施設 処理能力８ ／時以上 処理能力４ ／時以上

し尿処理施設 処理能力８ ／時以上 処理能力４ ／時以上

７ 公有水面の埋立・干拓 面積 以上 面積 以上

８ 土地区画整理事業 面積 以上 面積 以上

９ 流通業務団地造成事業 面積 以上 面積 以上

住宅団地造成事業 面積 以上 面積 以上

工場・事業場用地造成事業 面積 以上 面積 以上

農用地造成事業 面積 以上 面積 以上

レクリエー

ション施設

ゴルフ場
ホール数 以上かつホールの平均距離 以上又はホール数

９以上かつホールの平均距離 以上

スキー場、陸上競技場、

テニスコート、キャンプ

場、遊園地、動物園等

面積 以上 面積 以上

レクリエーション施設の

複合施設
面積 以上 面積 以上

土石の採取又は鉱物の掘採 面積 以上 面積 以上

残土処分場 面積 以上 面積 以上

工場又は事業場
排出ガス量 万Ｎ ／時以上

又は排出水量１万 ／日以上

排出ガス量 万Ｎ ／時以上

又は排出水量５千 ／日以上

畜産施設 排出水量 ／日以上 排出水量 ／日以上

下水道終末処理場 面積 以上 面積 以上

（注）特定地域とは、国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域、緑地環境保全地域、鳥獣保護区

特別保護地区、保安林（魚つき保安林、保健保安林、風致保安林）に指定された区域をいう。
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資料 秋田県環境影響評価条例の概要

○対象事業の規模

事 業 の 種 類
対 象 事 業

一 般 地 域 特 定 地 域（注）

１ 道路 一般国道 ４車線以上・長さ 以上 ４車線以上・長さ５ 以上

県道、市町村道 ４車線以上・長さ 以上 ４車線以上・長さ５ 以上

農道 幅員 ｍ以上・長さ 以上 幅員 ｍ以上・長さ 以上

林道 幅員 ｍ以上・長さ 以上 幅員 ｍ以上・長さ 以上

２ 河川 ダム 貯水面積 以上 貯水面積 以上

堰 湛水面積 以上 湛水面積 以上

湖沼水位調節施設 改変面積 以上 改変面積 以上

放水路 改変面積 以上 改変面積 以上

３ 鉄道 普通鉄道 長さ 以上 長さ５ 以上

軌道 長さ 以上 長さ５ 以上

４ 飛行場 滑走路長 ｍ以上 滑走路長 ｍ以上

５ 発電所 水力発電所 出力 万 以上 出力 万 以上

火力発電所 出力 万 以上 出力 万 以上

地熱発電所 出力 以上 出力 以上

６ 廃棄物処理施設 廃棄物最終処分場 埋立面積３ 以上 埋立面積 以上

焼却施設 処理能力８ ／時以上 処理能力４ ／時以上

し尿処理施設 処理能力８ ／時以上 処理能力４ ／時以上

７ 公有水面の埋立・干拓 面積 以上 面積 以上

８ 土地区画整理事業 面積 以上 面積 以上

９ 流通業務団地造成事業 面積 以上 面積 以上

住宅団地造成事業 面積 以上 面積 以上

工場・事業場用地造成事業 面積 以上 面積 以上

農用地造成事業 面積 以上 面積 以上

レクリエー

ション施設

ゴルフ場
ホール数 以上かつホールの平均距離 以上又はホール数

９以上かつホールの平均距離 以上

スキー場、陸上競技場、

テニスコート、キャンプ

場、遊園地、動物園等

面積 以上 面積 以上

レクリエーション施設の

複合施設
面積 以上 面積 以上

土石の採取又は鉱物の掘採 面積 以上 面積 以上

残土処分場 面積 以上 面積 以上

工場又は事業場
排出ガス量 万Ｎ ／時以上

又は排出水量１万 ／日以上

排出ガス量 万Ｎ ／時以上

又は排出水量５千 ／日以上

畜産施設 排出水量 ／日以上 排出水量 ／日以上

下水道終末処理場 面積 以上 面積 以上

（注）特定地域とは、国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域、緑地環境保全地域、鳥獣保護区

特別保護地区、保安林（魚つき保安林、保健保安林、風致保安林）に指定された区域をいう。
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○手続の流れ

住民 
（意見を有する者） 

事業者 知事 市町村長 

① 

② （ ヶ月間） 

（縦覧期間＋ 週間） 

方 法 書 
（スコーピング） 

方法書の作成 

公告・縦覧 

住民意見の概要 
（意見書の写し） ⑤ 

意 見 書 ④ 

市 町 村 長 意 見 

審 査 会 

知 事 意 見 

環境影響評価の項目・手法 
の選定 

環境影響評価の実施 ⑦ 

⑥ 

（ 日以内） 

準備書の作成 ⑧ 準 備 書 

公告・縦覧 ⑨ （ ヶ月間） 

説 明 会 の 開 催 ⑩ 

意 見 書 ⑪ 

住 民 意 見 の 概 要 
（意見書の写し） 
・事業者の見解 

⑫ 

市 町 村 長 意 見 

公 聴 会 の 開 催 
（必要があると認めるとき） 

審 査 会 

知 事 意 見 
（１２０日以内） 

評価書の作成 

公告・縦覧 

工事の着手等 

事後調査報告書 

環 境 保 全 措 置 要 請 
（必要があると認めるとき） 

評 価 書 

事 後 調 査 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

許 認 可 
等 権 者 

送 付 送 付 

送 付 
送 付 

写し送付 

送 付 
送 付 

提 出 

（縦覧期間＋ 週間） 
送 付 

送 付 

写し送付 

送 付 
送 付 

評価書写し送付 （１ヶ月間） 
通 知 

通 知 
送 付 

送 付 

 説 明 会 の 開 催 ③
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環 境 影 響 評 価 の 手 続 の 内 容

１ 準備書の作成前の手続
（１）方法書に係る手続（スコーピング手続）

① 事業者は、対象事業の目的及び内容、対象事業が実施されるべき区域及びその周
囲の概況、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に
ついて記載した「環境影響評価方法書」を作成し、方法書を要約した書類（要約書）
とともに、知事及び対象事業に係る環境影響を受けると認められる地域を管轄する
市町村長に送付します。

② 事業者は、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の
保全の見地からの意見を求めるため、方法書を作成した旨を公告し、公告の日から
１月間縦覧に供します。

③ 事業者は、方法書の縦覧期間内に、環境影響を受けると認められる地域内におい
て方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催します。

④ 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間（１月間）
及びその後の２週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。

⑤ 事業者は、③の期間が経過した後、知事及び方法書を送付した市町村長に住民意
見の概要及び意見書の写しを送付します。

⑥ 知事は、④の送付を受けたときは、方法書が送付された市町村長及び秋田県環境
影響評価審査会の意見を聴いた上で、事業者に対し、方法書についての環境の保全
の見地からの意見を述べます。

（２）環境影響評価の実施
⑦ 事業者は、知事の意見を勘案するとともに、環境の保全の見地からの意見を有す

る者の意見に配意して、秋田県環境影響評価技術指針で定めるところにより、環境
影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定し、これに基づき環境影響
評価を実施します。

２ 準備書に係る手続
⑧ 事業者は、環境影響評価の結果などを記載した「環境影響評価準備書」を作成し、

準備書を要約した書類（要約書）とともに、知事及び関係市町村長に送付します。
⑨ 事業者は、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意

見を求めるため、準備書を作成した旨を公告し、公告の日から１月間縦覧に供しま
す。

⑩ 事業者は、準備書の縦覧期間内に、関係地域内において準備書の記載事項を周知
させるための説明会を開催します。

⑪ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間（１月間）
及びその後の２週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。

⑫ 事業者は、⑩の期間が経過した後、知事及び関係市町村長に住民意見の概要及び
その意見についての事業者の見解を記載した書類並びに意見書の写しを送付します。

⑬ 知事は、⑪の送付を受けたときは、関係市町村長及び秋田県環境影響評価審査会
の意見を聴くとともに、必要があると認めるときは公聴会を開催した上で、事業者
に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を述べます。

３ 評価書に係る手続
⑭ 事業者は、準備書についての知事の意見を勘案するとともに、環境の保全の見地

からの意見を有する者の意見に配意して、準備書の記載事項について検討を加え、
必要に応じ追加調査等を実施した上で、「環境影響評価書」を作成し、評価書を要
約した書類（要約書）とともに、知事及び関係市町村長に送付します。

⑮ 事業者は、評価書を作成したときはその旨を公告し、公告の日から１月間縦覧に
供します。

４ 事後調査に係る手続
⑯ 事業者は、対象事業の工事に着手したとき及び工事を完了したときは、知事及び

関係市町村長に通知します。
⑰ 事業者は、評価書に記載した事後調査を実施し、その結果を記載した事後調査報

告書を作成し、知事及び関係市町村長に送付します。知事は、必要があると認める
ときは事業者に環境の保全のための措置を求めることができます。
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環 境 影 響 評 価 の 手 続 の 内 容

１ 準備書の作成前の手続
（１）方法書に係る手続（スコーピング手続）

① 事業者は、対象事業の目的及び内容、対象事業が実施されるべき区域及びその周
囲の概況、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に
ついて記載した「環境影響評価方法書」を作成し、方法書を要約した書類（要約書）
とともに、知事及び対象事業に係る環境影響を受けると認められる地域を管轄する
市町村長に送付します。

② 事業者は、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の
保全の見地からの意見を求めるため、方法書を作成した旨を公告し、公告の日から
１月間縦覧に供します。

③ 事業者は、方法書の縦覧期間内に、環境影響を受けると認められる地域内におい
て方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催します。

④ 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間（１月間）
及びその後の２週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。

⑤ 事業者は、③の期間が経過した後、知事及び方法書を送付した市町村長に住民意
見の概要及び意見書の写しを送付します。

⑥ 知事は、④の送付を受けたときは、方法書が送付された市町村長及び秋田県環境
影響評価審査会の意見を聴いた上で、事業者に対し、方法書についての環境の保全
の見地からの意見を述べます。

（２）環境影響評価の実施
⑦ 事業者は、知事の意見を勘案するとともに、環境の保全の見地からの意見を有す

る者の意見に配意して、秋田県環境影響評価技術指針で定めるところにより、環境
影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定し、これに基づき環境影響
評価を実施します。

２ 準備書に係る手続
⑧ 事業者は、環境影響評価の結果などを記載した「環境影響評価準備書」を作成し、

準備書を要約した書類（要約書）とともに、知事及び関係市町村長に送付します。
⑨ 事業者は、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意

見を求めるため、準備書を作成した旨を公告し、公告の日から１月間縦覧に供しま
す。

⑩ 事業者は、準備書の縦覧期間内に、関係地域内において準備書の記載事項を周知
させるための説明会を開催します。

⑪ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間（１月間）
及びその後の２週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。

⑫ 事業者は、⑩の期間が経過した後、知事及び関係市町村長に住民意見の概要及び
その意見についての事業者の見解を記載した書類並びに意見書の写しを送付します。

⑬ 知事は、⑪の送付を受けたときは、関係市町村長及び秋田県環境影響評価審査会
の意見を聴くとともに、必要があると認めるときは公聴会を開催した上で、事業者
に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を述べます。

３ 評価書に係る手続
⑭ 事業者は、準備書についての知事の意見を勘案するとともに、環境の保全の見地

からの意見を有する者の意見に配意して、準備書の記載事項について検討を加え、
必要に応じ追加調査等を実施した上で、「環境影響評価書」を作成し、評価書を要
約した書類（要約書）とともに、知事及び関係市町村長に送付します。

⑮ 事業者は、評価書を作成したときはその旨を公告し、公告の日から１月間縦覧に
供します。

４ 事後調査に係る手続
⑯ 事業者は、対象事業の工事に着手したとき及び工事を完了したときは、知事及び

関係市町村長に通知します。
⑰ 事業者は、評価書に記載した事後調査を実施し、その結果を記載した事後調査報

告書を作成し、知事及び関係市町村長に送付します。知事は、必要があると認める
ときは事業者に環境の保全のための措置を求めることができます。
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資料52 県の環境行政組織

県における環境行政組織及び所掌事務

生活環境部 （平成 27年４月１日現在）

課所名 班・電話番号 事務分掌

環境管理課 調整・環境企画班 環境白書、環境教育、リサイクル製品認定制度、

８６０－１５７１ 認定リサイクル製品普及モデル事業、公共事業環

境配慮システム

環境審査班 環境基本条例、環境基本計画、環境審議会、公害

８６０－１６０１ 防止協定、公害審査会、環境マネジメントシステ

ムの運用管理、環境影響評価、アスベスト対策、

化学物質排出移動量届出(PRTR)、騒音・振動・悪

臭対策

大気・水質班 公害防止条例、公害災害・事故時対応、大気汚染

８６０－１６０３ 常時監視、水質汚濁常時監視、土壌汚染対策、工

場事業場監視指導、フロン対策、ダイオキシン類

対策、生活排水対策、環境放射能

環境管理課 企画・計画推進班 八郎湖水質保全対策、八郎湖湖沼水質保全計画、

八郎湖環境対策室 ８６０－１６３１ 八郎湖水質対策連絡協議会

温暖化対策課 調整・省エネルギ 省エネルギーの推進、地球温暖化対策推進条例、

ー班 地球温暖化対策推進計画、地球温暖化防止活動推

８６０－１５７３ 進センター

新エネルギー普及 新エネルギー（太陽光、小水力等）の導入促進・

班 普及啓発

８６０－１５６０

環境整備課 調整・循環型社会 循環型社会形成推進基本計画、廃棄物の減量化・

推進班 リサイクル、自動車・容器包装・家電・小型家電

８６０－１６２２ リサイクル法、ごみ処理広域化計画、浄化槽維持

管理指導

廃棄物対策班 廃棄物処理施設・処理業の許可・指導、環境保全

８６０－１６２４ センターの整備・運営管理、ＰＣＢ廃棄物対策、

県外産廃の県内搬入対策

適正処理推進班 能代産業廃棄物処理センターの環境保全対策・維

８６０－１６２５ 持管理、産廃特措法関係事務、廃棄物不適正処理

対策

健 企画管理室 企画情報班 研究の企画・管理・評価、中長期計画

康 ８３２－５００５

環 保健衛生部 細菌班 公共用水域、水浴場水、工場排水に関する細菌検

境 ８３２－５００５ 査

セ 理化学部 理化学班 工場排水、廃棄物に関する理化学的試験検査及び

ン ８３２－５００５ 調査研究、放射能の測定

タ 環境保全部 環境保全班 大気、水質、底質、廃棄物、騒音、環境中の化学ー

８３２－５００５ 物質に関する試験検査・監視及び調査研究、放射

能の測定

122

課所名 班・電話番号 事務分掌

自然保護課 調整・自然環境班 自然ふれあい施策の推進、鳥獣保護事業計画、鳥

８６０－１６１３ 獣保護思想の普及啓発、猟政事業、自然・緑地環

境保全地域の管理、生物多様性保全の推進

自然公園班 自然公園施設の企画・総合調整、自然公園管理の

８６０－１６１２ 総合調整、自然公園等施設整備、自然環境整備計

画、自然公園事業等の許認可、温泉保護対策

課所名 班・電話番号 事務分掌

鳥獣保護センター ８５２－２１３４ 傷病野生鳥獣の収容・救護・飼養

地域振興局

課所名 地域 電話番号 事務分掌

各地域振興局 北秋田（大館） ０１８６－５２－３９５３ 水道・温泉等の許認

福祉環境部 北秋田（鷹巣阿仁）０１８６－６２－１１６７ 可・指導、大気汚染・

（秋田市を除く） 山本 ０１８５－５２－４３３１ 水質汚濁の防止に関

環境指導課 秋田 ０１８－８５５－５１７３ する指導、廃棄物処

８か所 由利 ０１８４－２２－４１２１ 理に関する許認可・

仙北 ０１８７－６３－３６９４ 指導

平鹿 ０１８２－４５－６１３９

雄勝 ０１８３－７３－６１５７

＜参考＞

部 課・電話番号 事務分掌

秋田市環境部 環境総務課 環境政策、環境基本計画、地球温暖化対策、エコ

８６３－６６３３ あきた、環境教育、廃棄物処理施設の運営・計画

整備

環境都市推進課 家庭・事業所から出るごみの分け方と出し方につ

８６３－６６３２ いて、資源集団回収について、収集・処分業者の

指導監督、清掃車両の維持管理

環境保全課 公害防止のための調査・指導、浄化槽の届出受理

８６６－２０７５

廃棄物対策課 不法投棄の監視・指導、産業廃棄物に関すること、

８６６－２０７６ 事業所から出るごみの分け方と出し方について

農林水産部

課所名 班・電話番号 事務分掌

水田総合利用課 土壌・環境対策班 土壌汚染防止対策、植物防疫、農薬安全対策、環

８６０－１７８５ 保全型農業直接支援対策、ＧＡＰ推進、エコファ

ーマーの推進

水産漁港課 漁港漁村整備班 水産基盤・海岸保全施設整備計画・工事、漁業集

８６０－１８８９ 落環境整備計画・工事、公共・県単災害復旧

林業木材産業課 調整・木材流通班 木質バイオマスの利用促進

８６０－１９１４
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課所名 班・電話番号 事務分掌

自然保護課 調整・自然環境班 自然ふれあい施策の推進、鳥獣保護事業計画、鳥

８６０－１６１３ 獣保護思想の普及啓発、猟政事業、自然・緑地環

境保全地域の管理、生物多様性保全の推進

自然公園班 自然公園施設の企画・総合調整、自然公園管理の

８６０－１６１２ 総合調整、自然公園等施設整備、自然環境整備計

画、自然公園事業等の許認可、温泉保護対策

課所名 班・電話番号 事務分掌

鳥獣保護センター ８５２－２１３４ 傷病野生鳥獣の収容・救護・飼養

地域振興局

課所名 地域 電話番号 事務分掌

各地域振興局 北秋田（大館） ０１８６－５２－３９５３ 水道・温泉等の許認

福祉環境部 北秋田（鷹巣阿仁）０１８６－６２－１１６７ 可・指導、大気汚染・

（秋田市を除く） 山本 ０１８５－５２－４３３１ 水質汚濁の防止に関

環境指導課 秋田 ０１８－８５５－５１７３ する指導、廃棄物処

８か所 由利 ０１８４－２２－４１２１ 理に関する許認可・

仙北 ０１８７－６３－３６９４ 指導

平鹿 ０１８２－４５－６１３９

雄勝 ０１８３－７３－６１５７

＜参考＞

部 課・電話番号 事務分掌

秋田市環境部 環境総務課 環境政策、環境基本計画、地球温暖化対策、エコ

８６３－６６３３ あきた、環境教育、廃棄物処理施設の運営・計画

整備

環境都市推進課 家庭・事業所から出るごみの分け方と出し方につ

８６３－６６３２ いて、資源集団回収について、収集・処分業者の

指導監督、清掃車両の維持管理

環境保全課 公害防止のための調査・指導、浄化槽の届出受理

８６６－２０７５

廃棄物対策課 不法投棄の監視・指導、産業廃棄物に関すること、

８６６－２０７６ 事業所から出るごみの分け方と出し方について

農林水産部

課所名 班・電話番号 事務分掌

水田総合利用課 土壌・環境対策班 土壌汚染防止対策、植物防疫、農薬安全対策、環

８６０－１７８５ 保全型農業直接支援対策、ＧＡＰ推進、エコファ

ーマーの推進

水産漁港課 漁港漁村整備班 水産基盤・海岸保全施設整備計画・工事、漁業集

８６０－１８８９ 落環境整備計画・工事、公共・県単災害復旧

林業木材産業課 調整・木材流通班 木質バイオマスの利用促進

８６０－１９１４
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課所名 班・電話番号 事務分掌

森林整備課 調整・担い手班 「秋田県水と緑の森づくり税」事業、担い手育成

８６０－１７５０ 確保、林業労働対策、県民の森・森林学習交流館・

森林科学館の維持管理

森林資源計画班 森林計画、森林整備地域活動支援交付金、森林 GIS
８６０－１９１９ 情報整備、入会林野等の整備

治山・林道班 治山・林道事業の計画・実施、地すべり防止事業、

８６０－１９４３ 治山・林道施設災害復旧事業、高能率生産団地路

網整備事業

森林管理班 保安林の指定・解除、県営保安林財産管理、林地

８６０－１９４２ 開発、森林病害虫の防除

産業労働部

課所名 班・電話番号 事務分掌

資源エネルギー産 新エネルギー産業班 エネルギー資源の利用推進、新エネルギー産業の

業課 ８６０－２２８１ 育成・創出、地熱資源開発利用、水資源対策

エコタウン班 秋田県環境調和型産業集積推進計画の推進、環

８６０－２２８３ 境・リサイクル産業の振興、レアメタル等金属リ

サイクル推進

産業保安班 休廃止鉱山鉱害防止対策

８６０－２２８４

金属リサイクル班 環境・資源リサイクル等の研究支援、金属鉱業研

0186-29-3100 修技術センター、あきたエコタウンセンター

建設部

課所名 班・電話番号 事務分掌

建設政策課 用地班 国土利用計画、土地利用基本計画

８６０－２４２１

都市計画課 調整・都市計画班 土地利用、景観、景観保全審議会

８６０－２４４１

都市整備班 都市公園の整備

８６０－２４４３

下水道課 調整・環境整備班 公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄

８６０－２４６１ 化槽整備事業、生活排水処理整備構想

流域下水道班 流域下水道事業、十和田湖公共下水道事業、あき

８６０－２４６２ た循環のみず推進事業、流域別下水道整備総合計

画

河川砂防課 調整・企画管理班 河川整備計画、河川・海岸の管理、砂防指定地、

８６０－２５１１ 急傾斜地崩壊危険区域等の管理、公有水面立地、

砂利採取法の処分

河川・ダム・海岸班 河川事業、河川事業の全体計画・実施計画、水防、

８６０－２５１４ 海岸事業の全体計画・実施計画、ダム建設事業、

ダム管理及び国直轄ダム関係
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課所名 班・電話番号 事務分掌

森林整備課 調整・担い手班 「秋田県水と緑の森づくり税」事業、担い手育成

８６０－１７５０ 確保、林業労働対策、県民の森・森林学習交流館・

森林科学館の維持管理

森林資源計画班 森林計画、森林整備地域活動支援交付金、森林 GIS
８６０－１９１９ 情報整備、入会林野等の整備

治山・林道班 治山・林道事業の計画・実施、地すべり防止事業、

８６０－１９４３ 治山・林道施設災害復旧事業、高能率生産団地路

網整備事業

森林管理班 保安林の指定・解除、県営保安林財産管理、林地

８６０－１９４２ 開発、森林病害虫の防除

産業労働部

課所名 班・電話番号 事務分掌

資源エネルギー産 新エネルギー産業班 エネルギー資源の利用推進、新エネルギー産業の

業課 ８６０－２２８１ 育成・創出、地熱資源開発利用、水資源対策

エコタウン班 秋田県環境調和型産業集積推進計画の推進、環

８６０－２２８３ 境・リサイクル産業の振興、レアメタル等金属リ

サイクル推進

産業保安班 休廃止鉱山鉱害防止対策

８６０－２２８４

金属リサイクル班 環境・資源リサイクル等の研究支援、金属鉱業研

0186-29-3100 修技術センター、あきたエコタウンセンター

建設部

課所名 班・電話番号 事務分掌

建設政策課 用地班 国土利用計画、土地利用基本計画

８６０－２４２１

都市計画課 調整・都市計画班 土地利用、景観、景観保全審議会

８６０－２４４１

都市整備班 都市公園の整備

８６０－２４４３

下水道課 調整・環境整備班 公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄

８６０－２４６１ 化槽整備事業、生活排水処理整備構想

流域下水道班 流域下水道事業、十和田湖公共下水道事業、あき

８６０－２４６２ た循環のみず推進事業、流域別下水道整備総合計

画

河川砂防課 調整・企画管理班 河川整備計画、河川・海岸の管理、砂防指定地、

８６０－２５１１ 急傾斜地崩壊危険区域等の管理、公有水面立地、

砂利採取法の処分

河川・ダム・海岸班 河川事業、河川事業の全体計画・実施計画、水防、

８６０－２５１４ 海岸事業の全体計画・実施計画、ダム建設事業、

ダム管理及び国直轄ダム関係

市町村 担当課 係・担当 電話（内線）

秋田市 環境都市推進課 計画担当

鹿角市 市民共動課 環境生活班

小坂町 町民課 生活環境班

大館市 環境課 環境企画係

北秋田市 生活課 環境係

上小阿仁村 住民福祉課 住民福祉班

能代市 環境衛生課 環境保全係

藤里町 生活環境課 生活環境係

三種町 町民生活課 環境衛生係

八峰町 総務課 生活環境係

男鹿市 生活環境課 環境安全班

潟上市 市民課 生活環境班 018-853ｰ5370

五城目町 住民生活課 住民生活係

八郎潟町 町民課 環境担当

井川町 町民課 町民生活班

大潟村 環境エネルギー室 環境エネルギー班

由利本荘市 生活環境課 生活環境班

にかほ市 生活環境課 生活環境班

大仙市 環境交通安全課 環境班

仙北市 市民生活課 環境保全係

美郷町 住民生活課 環境安全班

横手市 生活環境課 環境係

湯沢市 くらしの相談課 環境消防班

羽後町 生活環境課 環境保全担当

東成瀬村 民生課 住民生活班

資料53　市町村における環境担当組織

（平成27年４月１日現在）

生活環境班
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資料 環境用語の解説 五十音順

あ
ＩＳＯ１４０００

国際標準 化機構（

）が制定

している環境マネジメントシステム（「環境

マネジメントシステム」の項参照）に関する

規格の総称です。この中で「環境マネジメン

トシステムが満たすべき事項」を定めた規格

がＩＳＯ１４００１です。

この規格によりシステムを構築した組織は、

その適合性について外部機関の審査により認

証を取得することができます。

アオコ

植物プランクトンの一種である藍藻類が大

量に発生し、湖や池の表面に青い粉をまいた

ような状態となったもの、またはその藍藻群

集をアオコ（青粉）といいます。

窒素とりんが豊富（富栄養）な淡水の止水

域でみられ、県内では八郎湖などにおいて夏

場にみられます。

あきたエコマネジメントシステム

県が独自に構築した環境マネジメントシス

テム（「環境マネジメントシステム」の項参

照）の名称です。自らが行う事務事業活動が

環境に及ぼす影響を継続的に改善していくた

め、「総合的な環境保全施策の推進」、「事

業活動における積極的な環境配慮の実施」、

「秋田県庁環境保全率先実行計画の推進」及

び「環境関連法規等の順守」の４つの方針に

基づき積極的に行動することとしています。

アスベスト（石綿）

蛇紋石又は角閃石の非常に細い繊維状のも

の。耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性等に優れ、

工業用、建築物用に用途が広かったものの、

繊維が肺にとりこまれると肺がんや中皮腫の

原因になることが明らかになり、ＷＨＯ（世

界保健機関）ではアスベストを発がん物質と

断定しています。大気汚染防止法では、アス

ベストその他の人の健康に係る被害を生ずる

物質は｢特定粉じん｣とされ、規制基準、発生

施設の届出等が定められています。

い
硫黄酸化物

重油などの燃料に含まれている硫黄分が燃

焼して発生するガスです。代表的なものには

二酸化硫黄（ＳＯ２）と三酸化硫黄（ＳＯ３）

があります。無色で刺激臭が強く、呼吸器系

に影響を与えたり、植物を枯らしたりします。

一般廃棄物

法令で特定されている産業廃棄物以外の廃

棄物をいい、日常生活から排出されるごみや

粗大ごみ（家庭系）と、工場、事務所、商店

から排出される紙くずなど（事業系）があり

ます。

う
上乗せ基準

国が定める一律の排出基準（排水基準）で

は､住民の健康又は生活環境を保全することが

十分ではないと認められる場合に、都道府県

は条例でより厳しい排出基準（排水基準）を

定めることができます。この基準を上乗せ基

準といいます。

え
エコアクション２１

国際規格のＩＳＯ を参考としつつ、

中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメ

ントシステム（「環境マネジメントシステム」

の項参照）として環境省が策定したものです。

環境省が策定したガイドラインに規定する
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資料 環境用語の解説 五十音順

あ
ＩＳＯ１４０００

国際標準 化機構（

）が制定

している環境マネジメントシステム（「環境

マネジメントシステム」の項参照）に関する

規格の総称です。この中で「環境マネジメン

トシステムが満たすべき事項」を定めた規格

がＩＳＯ１４００１です。

この規格によりシステムを構築した組織は、

その適合性について外部機関の審査により認

証を取得することができます。

アオコ

植物プランクトンの一種である藍藻類が大

量に発生し、湖や池の表面に青い粉をまいた

ような状態となったもの、またはその藍藻群

集をアオコ（青粉）といいます。

窒素とりんが豊富（富栄養）な淡水の止水

域でみられ、県内では八郎湖などにおいて夏

場にみられます。

あきたエコマネジメントシステム

県が独自に構築した環境マネジメントシス

テム（「環境マネジメントシステム」の項参

照）の名称です。自らが行う事務事業活動が

環境に及ぼす影響を継続的に改善していくた

め、「総合的な環境保全施策の推進」、「事

業活動における積極的な環境配慮の実施」、

「秋田県庁環境保全率先実行計画の推進」及

び「環境関連法規等の順守」の４つの方針に

基づき積極的に行動することとしています。

アスベスト（石綿）

蛇紋石又は角閃石の非常に細い繊維状のも

の。耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性等に優れ、

工業用、建築物用に用途が広かったものの、

繊維が肺にとりこまれると肺がんや中皮腫の

原因になることが明らかになり、ＷＨＯ（世

界保健機関）ではアスベストを発がん物質と

断定しています。大気汚染防止法では、アス

ベストその他の人の健康に係る被害を生ずる

物質は｢特定粉じん｣とされ、規制基準、発生

施設の届出等が定められています。

い
硫黄酸化物

重油などの燃料に含まれている硫黄分が燃

焼して発生するガスです。代表的なものには

二酸化硫黄（ＳＯ２）と三酸化硫黄（ＳＯ３）

があります。無色で刺激臭が強く、呼吸器系

に影響を与えたり、植物を枯らしたりします。

一般廃棄物

法令で特定されている産業廃棄物以外の廃

棄物をいい、日常生活から排出されるごみや

粗大ごみ（家庭系）と、工場、事務所、商店

から排出される紙くずなど（事業系）があり

ます。

う
上乗せ基準

国が定める一律の排出基準（排水基準）で

は､住民の健康又は生活環境を保全することが

十分ではないと認められる場合に、都道府県

は条例でより厳しい排出基準（排水基準）を

定めることができます。この基準を上乗せ基

準といいます。

え
エコアクション２１

国際規格のＩＳＯ を参考としつつ、

中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメ

ントシステム（「環境マネジメントシステム」

の項参照）として環境省が策定したものです。

環境省が策定したガイドラインに規定する

要求事項に基づきエコアクション２１の取組

を行い、環境活動レポートを作成・公表した

事業者は、エコアクション２１審査人による

所定の審査を受審し、審査に合格した場合は、

環境への取組を積極的に行っている事業者と

して認証・登録されます。

エコタウン

ゼロエミッション構想を基本とした、自然

にやさしい環境と調和したまちづくりが進め

られている地域のことです。

エコツーリズム

専門のガイドを伴い、生態系や動植物の観

察又は地域独自の文化の観察、あるいは体験

をその資源の保護に配慮しつつ行う旅行形態

のことをいいます。

エコマーク

様々な商品 製品及びサービス の中で､「生

産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全

体を通して環境への負荷が少なく、環境保全

に役立つと認められた商品につけられる環境

ラベルです。

ＳＳ（浮遊物質量､ ）

水中に浮遊している微細な固形物の量をい

い、数値が大きいほど水は汚濁しています。

ＭＰＮ／

最確数（ ）によ

る定量法で統計学的に最も確からしい数を試

料 中の大腸菌群数として表す単位で、

環境基準における大腸菌群数の表示方法とし

て用いています。

Ｌｄｅｎ（時間帯補正等価騒音レベル）

騒音を時間帯（昼・夕方・夜）ごとに補正

して、騒音のエネルギーを評価する指標です。

平成２５年４月１日から航空機騒音に係る

環境基準の評価指標として用いられています。

お
オキシダント（Ｏｘ）

大気中の窒素酸化物、炭化水素等が強い紫

外線により光化学反応を起こして生成される、

オゾン、ＰＡＮ（パーオキシアセチルナイト

レート）等の強酸化性物質の総称。強い刺激

性を有し、大気濃度が 以上になると

粘膜を刺激し、目、鼻、のどを痛めることが

あります。

汚濁負荷（量）

環境に排出される汚濁物質のことで、その

量を「汚濁負荷量」といい、排出量と濃度の

積で表します。工場や事業場などからの排水

や排出ガスについては濃度による規制が多く

用いられていますが、濃度が小さくても排出

量が大きければ環境に与える影響は大きくな

るので、通常、環境への影響を推定・評価す

るには汚濁負荷量が用いられます。

温室効果ガス

大気中に存在し、太陽からの熱を地球に封

じ込め、地表を暖める働きがあるガスを温室

効果ガスといいます。「地球温暖化対策の推

進に関する法律」では、二酸化炭素、メタン、

一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、

パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三

ふっ化窒素の７種類のガスを温室効果ガスと

して定めています。

か
海岸漂着物

海岸に漂着したごみ、その他の汚物又は不

要物をいいます。海岸には様々なごみが漂着

しますが、特に多いのは、流木、缶、びん、

ペットボトル、発泡スチロールや肥料袋など

の農業系ごみ、漁網・ロープなどの漁業系ご

みです。これら漂着物には、街でポイ捨てさ
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れたものが、側溝、河川を経て海へ流出し、

海流や風に流されて海岸に打ち寄せられたも

のも多く含まれています。

カーボン・オフセット

市民、企業、 、 、自治体、政府等の

社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出

量を認識し、主体的にこれを削減する努力を

行うとともに、削減が困難な部分の排出量に

ついて、他の場所で実現した温室効果ガスの

排出削減・吸収量等（クレジット）を購入す

ること又は他の場所で排出削減・吸収を実現

するプロジェクトや活動を実施することなど

により、その排出量の全部又は一部を埋め合

わせることをいいます。

カーボンニュートラル

植物は太陽光を浴びて光合成を行って生長

する際に大気中の二酸化炭素を吸収しますが、

その二酸化炭素の吸収量と、資源として使用

された際に排出される二酸化炭素の量とが同

じとして、正味の排出量をゼロとみなすこと

ができる、という炭素循環の考え方のことで

す。

カドミウム汚染米

カドミウムに汚染された土壌で稲作を行う

と、土壌中のカドミウムが稲に取り込まれま

す。カドミウム汚染米とは、カドミウムが

を超えて含まれている玄米及び精米で

す 食品、添加物等の規格基準、平成 年２月

日改正）。カドミウム汚染米が生産された

水田は、「農用地の土壌の汚染防止等に関す

る法律」により土壌汚染対策地域の指定を受

け、様々な対策がとられます。

環境影響評価（環境アセスメント）

大規模な開発事業を実施しようとする場合

に、その事業者が自ら、事業の実施が環境に

どのような影響を及ぼすかについて、あらか

じめ調査、予測、評価を行い、その結果につ

いて地域の人々の意見を聴くことなどによっ

て、環境に配慮して事業を実施しようとする

ものです。

環境家計簿

家庭における温暖化対策として、電気、ガ

ス、水道、ガソリン、灯油、廃棄物の排出量

などを記録して、一定期間の集計を行うこと

により、各家庭から排出されている二酸化炭

素の排出量を算定できる家計簿です。

環境基準

人の健康を保護し、生活環境を保全する上

で維持されることが望ましい基準として国が

定める行政目標です。大気汚染、水質汚濁、

土壌汚染及び騒音については「環境基本法」

で、ダイオキシン類については「ダイオキシ

ン類対策特別措置法」で定めています。

環境基準点

公共用水域において環境基準が達成されて

いるか否かの判定をするため、各水域の水質

を代表する測定地点として定められている地

点をいいます。環境基準点を補う目的で、環

境基準補助点を設けている水域もあります。

環境基本計画

環境政策を体系的、総合的に展開すること

を目的として作られる行政計画。地域の環境

項目について、住民の環境に対する考え方や

地域の社会的､自然的環境特性を踏まえつつ、

中長期的に、①環境のあるべき姿を目標とし

て明確化し、②目標の達成のための政策方針

を明らかにし、③その方針に基づく個別の施

策を体系化するとともに、新たな政策を提示

するものです。

環境教育

人間と環境との関わりについて理解と認識
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れたものが、側溝、河川を経て海へ流出し、

海流や風に流されて海岸に打ち寄せられたも

のも多く含まれています。

カーボン・オフセット

市民、企業、 、 、自治体、政府等の

社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出

量を認識し、主体的にこれを削減する努力を

行うとともに、削減が困難な部分の排出量に

ついて、他の場所で実現した温室効果ガスの

排出削減・吸収量等（クレジット）を購入す

ること又は他の場所で排出削減・吸収を実現

するプロジェクトや活動を実施することなど

により、その排出量の全部又は一部を埋め合

わせることをいいます。

カーボンニュートラル

植物は太陽光を浴びて光合成を行って生長

する際に大気中の二酸化炭素を吸収しますが、

その二酸化炭素の吸収量と、資源として使用

された際に排出される二酸化炭素の量とが同

じとして、正味の排出量をゼロとみなすこと

ができる、という炭素循環の考え方のことで

す。

カドミウム汚染米

カドミウムに汚染された土壌で稲作を行う

と、土壌中のカドミウムが稲に取り込まれま

す。カドミウム汚染米とは、カドミウムが

を超えて含まれている玄米及び精米で

す 食品、添加物等の規格基準、平成 年２月

日改正）。カドミウム汚染米が生産された

水田は、「農用地の土壌の汚染防止等に関す

る法律」により土壌汚染対策地域の指定を受

け、様々な対策がとられます。

環境影響評価（環境アセスメント）

大規模な開発事業を実施しようとする場合

に、その事業者が自ら、事業の実施が環境に

どのような影響を及ぼすかについて、あらか

じめ調査、予測、評価を行い、その結果につ

いて地域の人々の意見を聴くことなどによっ

て、環境に配慮して事業を実施しようとする

ものです。

環境家計簿

家庭における温暖化対策として、電気、ガ

ス、水道、ガソリン、灯油、廃棄物の排出量

などを記録して、一定期間の集計を行うこと

により、各家庭から排出されている二酸化炭

素の排出量を算定できる家計簿です。

環境基準

人の健康を保護し、生活環境を保全する上

で維持されることが望ましい基準として国が

定める行政目標です。大気汚染、水質汚濁、

土壌汚染及び騒音については「環境基本法」

で、ダイオキシン類については「ダイオキシ

ン類対策特別措置法」で定めています。

環境基準点

公共用水域において環境基準が達成されて

いるか否かの判定をするため、各水域の水質

を代表する測定地点として定められている地

点をいいます。環境基準点を補う目的で、環

境基準補助点を設けている水域もあります。

環境基本計画

環境政策を体系的、総合的に展開すること

を目的として作られる行政計画。地域の環境

項目について、住民の環境に対する考え方や

地域の社会的､自然的環境特性を踏まえつつ、

中長期的に、①環境のあるべき姿を目標とし

て明確化し、②目標の達成のための政策方針

を明らかにし、③その方針に基づく個別の施

策を体系化するとともに、新たな政策を提示

するものです。

環境教育

人間と環境との関わりについて理解と認識

を深め、個人や集団が環境に配慮した責任あ

る行動をとることを目的として、家庭、地域

社会、学校、企業、行政などで行う教育のこ

とです。生涯教育として幼児から高齢者まで

のあらゆる年齢層の人々が対象となります。

環境マネジメントシステム

事業活動全般について環境配慮の要素を取

り入れ、それを管理しつつ環境への負荷の低

減を図るため、組織の最高経営層が環境方針

を立て、その実現のために計画（ ）し、

それを実行及び運用（ ）し、さらに点検及

び是正（ ）し、それを見直し（ ）

し、もし不都合があれば計画等の変更を行う

システム（ サイクル）を構築し、このサ

イクルの継続的改善を図るシステムのことで

す。

き
気候変動に関する政府間パネル（ ：

）

人為起源による気候変化、影響、適応及び

緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済

学的な見地から包括的な評価を行うことを目

的として、国連環境計画（ ）と世界気象

機関（ ）によって 年に設立されまし

た。  

規制基準

工場や事業場が守らなくてはならない悪臭、

騒音、振動の発生許容量。この基準は、環境

基準と異なり、工場や事業場に対する直接の

取締基準としての効果を持ちます。そして、

これに違反すれば、行政上の規制又は制裁を

受けることになっています。

く
クリプトスポリジウム

原生動物の原虫類に属する約 分の５

の水系病原性生物で、食中毒と似た症状の

感染症を引き起こします。（クリプトスポリ

ジウム症）。

水道における通常の塩素消毒では死滅しな

いため、汚染が疑われる場合は、ろ過若しく

は紫外線による浄水処理を実施する必要があ

ります。同様の原虫としてジアルジア（ジア

ルジア症）があります。

グリーン購入

製品やサービスを購入する際に、その必要

性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、

できる限り環境への負荷が少ないものを優先

的に購入することです。

Ｇｙ（グレイ）

物が吸収した放射線のエネルギーを表す単

位で、１ は１ の物質に１ジュールのエネ

ルギーが吸収されたことを示します。

クロロフィル―

クロロフィル（葉緑素）は、ほとんどの植

物に含まれている、光合成に必要な光のエネ

ルギーを吸収する色素です。植物に含まれる

クロロフィルの大部分はクロロフィル― で、

水域においては、この量を測定することによ

り、水中の植物プランクトンの総体的な量を

把握することができます。

け
健康項目

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準のう

ち、人の健康を保護する上で、維持されるこ

とが望ましい基準として設定された項目。カ

ドミウム等 項目が定められています（ 、

資料 参照）。

こ
公害

環境基本法では、事業活動その他の人の活
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動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚

染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、

地盤の沈下及び悪臭（同法ではこれを「典型

７公害」と規定しています。）によって、人

の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

と定義しています。

公害防止管理者

公害防止のためには、公害規制の強化や助

成措置の拡充とともに、事業者が公害防止の

ための管理体制を整備し、公害防止に取り組

むことが必要です。

公害防止管理者は、法律で定められた特定

工場において、公害防止に関する技術的事項

を管理する者で、国家試検に合格するか、資

格認定講習を修了しなくてはなりません。

公害防止協定

地方公共団体や地域住民が、企業を相手方

として地理的、社会的条件に合わせたきめ細

い公害防止対策を徹底させるために締結する

協定のことをいいます。

公害防止計画

公害が現に著しいか、著しくなるおそれの

ある地域について、公害対策を総合的に講じ

るために策定される地域計画のこと。環境大

臣が基本的方針を示して都道府県知事に策定

を指示し、都道府県知事が策定後、環境大臣

の承認を受けます（環境基本法第 条）。地

方公共団体がこの計画に基づいて実施する公

害防止対策事業に係る経費については、国の

負担又は補助の割合のかさ上げがあるほか、

地方債の適債事業の拡大などが認められます。

公共用水域

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共

の用に供される水域及びこれに接続する水路

（終末処理場に流入する下水道を除く）をい

います。

固定価格買取制度

再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、

平成 年に「電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法」が成

立しました。この法律では、再生可能エネル

ギー源である太陽光、風力、水力、地熱及び

バイオマスを用いて発電された電気を、国が

定める一定の期間及び価格で電気事業者が買

い取ることを義務づけており、平成 年７月

１日から開始されています。

コンポスト化

生ごみなどを微生物の働きで堆肥にするこ

とをいいます。

さ
再生可能エネルギー

風力、太陽、水力、地熱、バイオマスなど

地球の自然環境の中で絶えず供給され、繰り

返し利用することのできるエネルギーのこと

です。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃

え穀、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プ

ラスチック類などのほか輸入された廃棄物を

いいます。

酸性雨

工場や自動車から排出された硫黄酸化物や

窒素酸化物が硫酸塩や硝酸塩に変化し溶け込

んで酸性が強くなった雨のことです。酸性の

度合いは （水素イオン濃度）で表現されま

すが、一般に よりも低い数値を示す雨

を酸性雨といいます。ちなみに、オレンジ果

汁は が約４、酢は約３です。

産廃特措法

平成 年６月以前に不法投棄、不適正処理

された産業廃棄物を自治体が行為者に代わっ
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動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚

染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、

地盤の沈下及び悪臭（同法ではこれを「典型

７公害」と規定しています。）によって、人

の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

と定義しています。

公害防止管理者

公害防止のためには、公害規制の強化や助

成措置の拡充とともに、事業者が公害防止の

ための管理体制を整備し、公害防止に取り組

むことが必要です。

公害防止管理者は、法律で定められた特定

工場において、公害防止に関する技術的事項

を管理する者で、国家試検に合格するか、資

格認定講習を修了しなくてはなりません。

公害防止協定

地方公共団体や地域住民が、企業を相手方

として地理的、社会的条件に合わせたきめ細

い公害防止対策を徹底させるために締結する

協定のことをいいます。

公害防止計画

公害が現に著しいか、著しくなるおそれの

ある地域について、公害対策を総合的に講じ

るために策定される地域計画のこと。環境大

臣が基本的方針を示して都道府県知事に策定

を指示し、都道府県知事が策定後、環境大臣

の承認を受けます（環境基本法第 条）。地

方公共団体がこの計画に基づいて実施する公

害防止対策事業に係る経費については、国の

負担又は補助の割合のかさ上げがあるほか、

地方債の適債事業の拡大などが認められます。

公共用水域

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共

の用に供される水域及びこれに接続する水路

（終末処理場に流入する下水道を除く）をい

います。

固定価格買取制度

再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、

平成 年に「電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法」が成

立しました。この法律では、再生可能エネル

ギー源である太陽光、風力、水力、地熱及び

バイオマスを用いて発電された電気を、国が

定める一定の期間及び価格で電気事業者が買

い取ることを義務づけており、平成 年７月

１日から開始されています。

コンポスト化

生ごみなどを微生物の働きで堆肥にするこ

とをいいます。

さ
再生可能エネルギー

風力、太陽、水力、地熱、バイオマスなど

地球の自然環境の中で絶えず供給され、繰り

返し利用することのできるエネルギーのこと

です。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃

え穀、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プ

ラスチック類などのほか輸入された廃棄物を

いいます。

酸性雨

工場や自動車から排出された硫黄酸化物や

窒素酸化物が硫酸塩や硝酸塩に変化し溶け込

んで酸性が強くなった雨のことです。酸性の

度合いは （水素イオン濃度）で表現されま

すが、一般に よりも低い数値を示す雨

を酸性雨といいます。ちなみに、オレンジ果

汁は が約４、酢は約３です。

産廃特措法

平成 年６月以前に不法投棄、不適正処理

された産業廃棄物を自治体が行為者に代わっ

て処理する際に国が財政支援することを定め

た法律です。

サーベイメータ

携帯型の放射線測定器のことです。代表的

な検出器として、シンチレーション式、ＧＭ

式、電離箱式などがあり、空間放射線量率や

放射性物質による表面汚染の測定などに用い

られます。

３Ｒ

３Ｒ（スリーアール）は、環境と経済が両

立した循環型社会を形成していくための３つ

の取組の頭文字をとったものです。３Ｒは、

リデュース（ ）、リユース（ ）、

リサイクル（ ）の順番で取り組むこと

が求められています。なお、国は第３次循環

型形成推進基本計画において、３Ｒのうち、

２Ｒ（リデュース、リユース）の取組をより

推進することとしています。

し
ＣＯＤ（化学的酸素要求量、

）

水中の有機物が酸化剤で化学的に分解され

る際に消費される酸素の量です。水質の汚濁

状況を示す代表的な指標で、数値が大きいほ

ど汚濁しているといえます。国では、湖沼と

海域の水質環境基準の項目の一つとしてＣＯ

Ｄを定めており、その評価として ％値を用

いることとしています。

（ＣＯＤ ％値は「 ％値」の項を参照）

Ｓｖ（シーベルト）

放射線による人への影響の程度を表す単位

であり、グレイに係数を掛けることにより算

出されます。日本では、１人あたり年間

の自然放射線を受けていると言われています。

小水力発電

電力業界では、従来から「 以下」

を小水力と呼んでいます。また、国立研究開

発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）のガイドブックでは、「

から 」を小水力発電と分類していま

す。

一方、新エネルギー法では、「 以

下」の水力発電を「新エネルギー」と定義し、

「電気事業者による新エネルギー等の利用に

関する特別措置法」では、「 以下」

の水力発電を対象としています。このことか

ら「 以下」の水力発電を「小水力発

電」と呼ぶことが定着しつつあります。

主に渓流、農業用水、上下水道などの水の

落差を活用して発電しています。

循環型社会

廃棄物等の発生を抑制され、資源が循環利

用され、適正な処分が確保されることによっ

て、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷

ができる限り低減される社会をいいます。

食物連鎖

水中の動植物性プランクトンは、より大型

の動物プランクトンに捕食され、さらにこれ

を小魚が捕食、この小魚をより大型の魚が捕

食、この大型の魚を陸上動物等が捕食といっ

たように、自然界では食べるものと食べられ

るものが鎖のように連なっています。このこ

とを食物連鎖といい、最後の捕食者も死後に

肉体が微生物等により分解され一部は栄養塩

となって水域に戻ることになり、食物連鎖の

環が閉じます。

新エネルギー

自然のプロセス由来で絶えず補給される太

陽光、風力などの「再生可能エネルギー」の

うち、経済性の面から普及が十分でなく、石

油代替エネルギーとして促進を図ることが必
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要なものとして「新エネ法」で規定されてい

るエネルギーです。平成 年４月に新エネル

ギーの概念が改定され、太陽光（発電・熱利

用）、風力発電、雪氷熱利用、バイオマス（発

電・熱利用・燃料製造）、温度差熱利用、小

水力発電（ 以下）、地熱発電（バイ

ナリー方式）が「新エネルギー利用等」とし

て規定されています。

す
水質測定計画

水質汚濁防止法では、都道府県が公共用水

域及び地下水の水質を監視し、毎年、測定す

べき事項、測定の地点及び方法その他必要事

項を定めた計画を作成することが定められて

います。実際の測定は、国の機関、県、政令

市等が行いますが、その結果は県で整理、集

計して、水質の汚濁の状況を公表します。

せ
生活環境項目

水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を

及ぼすおそれのあるものとして定められた項

目で、水素イオン濃度（ ）、生物化学的酸

素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（Ｃ

ＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、溶存酸素量（Ｄ

Ｏ）､大腸菌群数､ｎ－へキサン抽出物質､全窒

素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、直

鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を

いいます。

ゼロエミッション

生産や流通、消費の各段階で生じる廃棄物

を、新たに他の分野の原料として活用するこ

となどにより廃棄物をゼロにすることです。

た
ＷＥＣＰＮＬ（加重等価平均感覚騒音レベ

ル ､

）

航空機騒音に係る環境基準の評価指標であ

り、個々の航空機騒音の最大値及び時間帯別

の機数も加味した指標です。

航空機騒音に係る環境基準の改正により、

平成 年４月１日からは、ＷＥＣＰＮＬに代

わり、Ｌｄｅｎ（時間帯補正等価騒音レベル）

が評価指標とされます。

ダイオキシン類

有機塩素化合物で、水に溶けにくく、蒸発

しにくいほか、他の物質とも簡単には反応し

ない性質を持っている化学物質です。「ダイ

オキシン類対策特別措置法」では、ポリ塩化

ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ 種類）とポ

リ 塩 化 ジ ベ ン ゾ パ ラ ジ オ キ シ ン

（ＰＣＤＤ 種類）及びコプラナーポリ塩

化ビフェニル（Ｃｏ ＰＣＢ）を合わせて「ダ

イオキシン類」と定義しています。

ダイオキシン類は、物の燃焼過程などで非

意図的に生成され、その中でも最も毒性の強

い２ ３ ７ ８ 四塩化ジベンゾ パラ ジオキ

シンについては、人に対する発がん性が確認

されています。

耐容一日摂取量（ＴＤＩ：

）

長期にわたり体内に取り込むことにより健

康影響が懸念される化学物質について、その

量までは人が一生涯にわたり摂取し続けたと

しても、健康に対する有害な影響が現れない

と判断される一日当たりの量のことをいいま

す。なお、摂取量が一時的にこの値を多少超

過しても直ちに健康が損なわれることはない

とされています。

ち
地下水環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人の

健康を保護する上で、維持されることが望ま

しい基準として設定された項目。カドミウム、

− 126 −



要なものとして「新エネ法」で規定されてい

るエネルギーです。平成 年４月に新エネル

ギーの概念が改定され、太陽光（発電・熱利

用）、風力発電、雪氷熱利用、バイオマス（発

電・熱利用・燃料製造）、温度差熱利用、小

水力発電（ 以下）、地熱発電（バイ

ナリー方式）が「新エネルギー利用等」とし

て規定されています。

す
水質測定計画

水質汚濁防止法では、都道府県が公共用水

域及び地下水の水質を監視し、毎年、測定す

べき事項、測定の地点及び方法その他必要事

項を定めた計画を作成することが定められて

います。実際の測定は、国の機関、県、政令

市等が行いますが、その結果は県で整理、集

計して、水質の汚濁の状況を公表します。

せ
生活環境項目

水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を

及ぼすおそれのあるものとして定められた項

目で、水素イオン濃度（ ）、生物化学的酸

素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（Ｃ

ＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、溶存酸素量（Ｄ

Ｏ）､大腸菌群数､ｎ－へキサン抽出物質､全窒

素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、直

鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を

いいます。

ゼロエミッション

生産や流通、消費の各段階で生じる廃棄物

を、新たに他の分野の原料として活用するこ

となどにより廃棄物をゼロにすることです。

た
ＷＥＣＰＮＬ（加重等価平均感覚騒音レベ

ル ､

）

航空機騒音に係る環境基準の評価指標であ

り、個々の航空機騒音の最大値及び時間帯別

の機数も加味した指標です。

航空機騒音に係る環境基準の改正により、

平成 年４月１日からは、ＷＥＣＰＮＬに代

わり、Ｌｄｅｎ（時間帯補正等価騒音レベル）

が評価指標とされます。

ダイオキシン類

有機塩素化合物で、水に溶けにくく、蒸発

しにくいほか、他の物質とも簡単には反応し

ない性質を持っている化学物質です。「ダイ

オキシン類対策特別措置法」では、ポリ塩化

ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ 種類）とポ

リ 塩 化 ジ ベ ン ゾ パ ラ ジ オ キ シ ン

（ＰＣＤＤ 種類）及びコプラナーポリ塩

化ビフェニル（Ｃｏ ＰＣＢ）を合わせて「ダ

イオキシン類」と定義しています。

ダイオキシン類は、物の燃焼過程などで非

意図的に生成され、その中でも最も毒性の強

い２ ３ ７ ８ 四塩化ジベンゾ パラ ジオキ

シンについては、人に対する発がん性が確認

されています。

耐容一日摂取量（ＴＤＩ：

）

長期にわたり体内に取り込むことにより健

康影響が懸念される化学物質について、その

量までは人が一生涯にわたり摂取し続けたと

しても、健康に対する有害な影響が現れない

と判断される一日当たりの量のことをいいま

す。なお、摂取量が一時的にこの値を多少超

過しても直ちに健康が損なわれることはない

とされています。

ち
地下水環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人の

健康を保護する上で、維持されることが望ま

しい基準として設定された項目。カドミウム、

全シアン、塩化ビニルモノマー等 項目が定

められています（ 、資料 参照）。

地球温暖化

地球が太陽から暖められると、宇宙に向け

て熱（赤外線）を放出してちょうどよい温度

（地球の平均気温は約 ℃）に保とうとしま

す。大気中にはこの赤外線を吸収する気体が

あり、地表から宇宙に逃げる熱を減らして地

球を暖める働きをしています。この働きを温

室効果といいます。

温室効果ガスが増えすぎると、地球全体の

温度が高くなってしまいますが、これを地球

温暖化といいます。

２０１２年の気候変動に関する政府間パネ

ル（ＩＰＣＣ）第５次評価報告書第１作業部

会報告書によると、気候システムの温暖化に

ついては疑う余地がなく、１８８０～２０１

２年において世界平均地上気温は０．８５℃

上昇していると結論づけています。また、２

０８１～２１００年における世界平均地上気

温は０．３～４．８℃の範囲で上昇する（１

９８６～２００５年を基準とした場合）と予

想しています。

窒素酸化物

窒素（Ｎ）と酸素（Ｏ）の化合物を窒素酸

化物（ＮＯＸ）といい、主なものには一酸化

窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ２）があり

ます。太陽光線の作用により炭化水素と反応

して光化学スモッグの原因となります。工場

やビル暖房などにおける燃焼工程、自動車な

どから排出されます。

て
ＤＯ（溶存酸素量、 ）

水に溶けこんでいる酸素の量のこと。水の

自浄作用や水中生物の生存には欠くことので

きないもので、きれいな河川水中では普通１

リットル中に７～ 程度ですが、有機物の

流入量が多くなり汚濁が進行すると減少しま

す。

Ｔ―Ｎ（全窒素）

全窒素とは、有機態窒素と無機態窒素の和

をいいます。窒素は、植物プランクトンの増

殖に欠かせないもので、りんとともに栄養塩

と呼ばれ、その濃度は湖沼等の富栄養化の目

安として使われています。

低公害車

従来のガソリンや軽油を燃料とする自動車

とは異なる燃料や駆動方法を用いる自動車で、

大気汚染や地球温暖化の原因である窒素化合

物や二酸化炭素の排出量の少ない自動車です。

電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自

動車、ハイブリッド自動車（エンジンとモー

ターの二つの動力を持つ自動車）、燃料電池

自動車、低燃費かつ低排出ガス認定車が該当

します。

低周波騒音

人間の耳では聞き取りにくい非常に低い音

（ 以下の低周波）や全く聞こえない空

気の振動（ 以下の超低周波）による騒音

をいいます。

Ｔ―Ｐ（全りん）

全りんとは、有機態りんと無機態りんの和

をいいます。りんは、植物プランクトンの増

殖に欠かせないもので、窒素とともに栄養塩

と呼ばれ、その濃度は湖沼等の富栄養化の目

安として使われています。

デポジットゲージ法

降下ばいじんを測定する方法です。

大気中の汚染物質中、自重により、又は雨

とともに沈降するばい煙、粉じん、そのほか

の不純物を漏斗に受け、連結管によってビン

に捕集します。降下ばいじん量は不溶解性物
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質の総量と溶解性物質の総量の和で求められ

ます。

テレメータシステム

大気常時監視測定局及び主な工場、事業場

等に自動計測機を設置し、その測定データを

リアルタイムで中央監視局に伝送し、データ

を迅速に集中管理するためのシステムをいい

ます。

典型７公害

環境基本法で規定されている公害で、大気

の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振

動、地盤の沈下及び悪臭をいいます。

と
毒性等価係数（ＴＥＦ：

）

ダイオキシン類はその構造により毒性の強

さがそれぞれ異なっており、最も毒性が強い

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの一種

（２，３，７，８ ＴＣＤＤ）の毒性を１とし

て、他のダイオキシン類の毒性強度を比較換

算した係数のことをいいます。現在、毒性が

あるものとしてＴＥＦが与えられているのは、

ＰＣＤＤが７種、ＰＣＤＦが 種、Ｃ －Ｐ

ＣＢが 種類となっています。

毒性等量（ＴＥＱ： ）

構造により毒性の強さが異なるダイオキシ

ン類の個々の濃度に、それぞれの毒性等価係

数（ＴＥＦ）を乗じて合算した濃度のことで、

ダイオキシン類の毒性を評価する値です。

な
７５％値（ＢＯＤ、ＣＯＤ）

ある環境基準点における年間の日間平均値

の全データ（ｎ個）をその値の小さいものか

ら順に並べた時、 ×ｎ（整数でない場合

は直近上位の整数）番目にくるデータのこと

をいいます。

河川のＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）や

海域・湖沼のＣＯＤ（化学的酸素要求量）の

測定値について、年間を通じて環境基準を達

成していたかどうかを判断する場合に、この

％値を使います。

ｎｇ（ナノグラム）

重さの単位で、 億分の１グラム（ －９

ｇ）を１ と表します。

の
Ｎｍ３（ノルマル立方メートル）

温度摂氏０℃、１気圧（ ）の状態に

換算した気体の体積の単位です。

排ガス量などを示す場合に使用します。

は
ばい煙

大気汚染防止法第２条第１項では、次の物

質を｢ばい煙｣と定義し、排出基準を定めてい

ます。

（１）燃料その他の物の燃焼に伴い発生する

硫黄酸化物

（２）燃料その他の物の燃焼又は熱源として

の電気の使用に伴い発生するばいじん

（３）物の燃焼、合成、分解その他の処理（機

械的処理を除く）に伴い発生する物質の

うち、カドミウム・塩素等、人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれが

ある物質で、政令で定めるもの。

バイオエタノール

植物バイオマスを原料としてつくられるエ

タノール。海外では、サトウキビやトウモロ

コシを原料として作られていますが、食料と

の競合という問題があることから、稲わらや

廃木材など食料と競合しない原料から製造す

るための研究が進められています。燃料とし

て利用する場合、各国ではガソリンに直接混
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質の総量と溶解性物質の総量の和で求められ

ます。

テレメータシステム

大気常時監視測定局及び主な工場、事業場

等に自動計測機を設置し、その測定データを

リアルタイムで中央監視局に伝送し、データ

を迅速に集中管理するためのシステムをいい

ます。

典型７公害

環境基本法で規定されている公害で、大気

の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振

動、地盤の沈下及び悪臭をいいます。

と
毒性等価係数（ＴＥＦ：

）

ダイオキシン類はその構造により毒性の強

さがそれぞれ異なっており、最も毒性が強い

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの一種

（２，３，７，８ ＴＣＤＤ）の毒性を１とし

て、他のダイオキシン類の毒性強度を比較換

算した係数のことをいいます。現在、毒性が

あるものとしてＴＥＦが与えられているのは、

ＰＣＤＤが７種、ＰＣＤＦが 種、Ｃ －Ｐ

ＣＢが 種類となっています。

毒性等量（ＴＥＱ： ）

構造により毒性の強さが異なるダイオキシ

ン類の個々の濃度に、それぞれの毒性等価係

数（ＴＥＦ）を乗じて合算した濃度のことで、

ダイオキシン類の毒性を評価する値です。

な
７５％値（ＢＯＤ、ＣＯＤ）

ある環境基準点における年間の日間平均値

の全データ（ｎ個）をその値の小さいものか

ら順に並べた時、 ×ｎ（整数でない場合

は直近上位の整数）番目にくるデータのこと

をいいます。

河川のＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）や

海域・湖沼のＣＯＤ（化学的酸素要求量）の

測定値について、年間を通じて環境基準を達

成していたかどうかを判断する場合に、この

％値を使います。

ｎｇ（ナノグラム）

重さの単位で、 億分の１グラム（ －９

ｇ）を１ と表します。

の
Ｎｍ３（ノルマル立方メートル）

温度摂氏０℃、１気圧（ ）の状態に

換算した気体の体積の単位です。

排ガス量などを示す場合に使用します。

は
ばい煙

大気汚染防止法第２条第１項では、次の物

質を｢ばい煙｣と定義し、排出基準を定めてい

ます。

（１）燃料その他の物の燃焼に伴い発生する

硫黄酸化物

（２）燃料その他の物の燃焼又は熱源として

の電気の使用に伴い発生するばいじん

（３）物の燃焼、合成、分解その他の処理（機

械的処理を除く）に伴い発生する物質の

うち、カドミウム・塩素等、人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれが

ある物質で、政令で定めるもの。

バイオエタノール

植物バイオマスを原料としてつくられるエ

タノール。海外では、サトウキビやトウモロ

コシを原料として作られていますが、食料と

の競合という問題があることから、稲わらや

廃木材など食料と競合しない原料から製造す

るための研究が進められています。燃料とし

て利用する場合、各国ではガソリンに直接混

合する方法や、エチル・ターシャリー・ブチ

ル・エーテル（ＥＴＢＥ）に加工し、ガソリ

ン添加剤として混合する方式で利用されてい

ます。国内でもＥ３ガソリン（エタノールを

３％直接混合したガソリン）や、バイオガソ

リン（ＥＴＢＥを添加したガソリン）として

販売され始めています。

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

菜種油や植物由来の廃食用油など（脂肪酸

トリグリセリド）を原料とし、メタノールと

アルカリ水酸化物を混合させて生ずるエステ

ル交換反応により作られるバイオディーゼル

燃料（ ）。軽油と混合して、

又は単独でディーゼルエンジン車等の燃料と

して使用されます。

廃棄物

一般の通念からすれば、捨てられているも

のはすべて廃棄物といえますが、「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」では、｢ごみ、粗

大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、

廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不

要物であって、固形状または液状のもの｣と定

義しています。

排出基準（排水基準）

工場や事業場のばい煙発生施設（特定施設）

から排出（排水）される汚染物質等の最大許

容量ないし濃度。この基準は､環境基準と異な

り、工場や事業場に対する直接の規制基準と

しての効果をもちます。そして、これに違反

すれば、行政上の規制ないし制裁を受けるこ

とになります。大気汚染防止法では、排出基

準、水質汚濁防止法では排水基準という用語

を使っています。

ばいじん

燃焼､加熱及び化学反応などにより発生す

る排出ガス中に含まれる粒子状物質。大気汚

染防止法では、燃料その他の物の燃焼または

熱源としての電気の使用に伴い発生するばい

じんをばい煙の一種類として規定し、ばい煙

発生施設の種類と規模ごとに排出基準を設け

ています（第２条第１項第２号、第３条第２

項第２号）。

ひ
ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量、

）

水中の有機物が微生物の働きによって分解

されるときに消費される酸素の量です。水質

の汚濁状況を示す代表的な指標で、この数値

が大きいほど汚濁しているといえます。

国では、河川の水質環境基準の項目の一つ

としてＢＯＤを定めており、その評価として

％値を用いることとしています（ＢＯＤ ％

値は「 ％値」の項参照）。

ｐｇ（ピコグラム）

重さの単位で、一兆分の１グラム（ －

ｇ）を１ と表します。

ｐｐｍ

百万分率（ ）のこと

です。ある量が全体の百万分のいくつである

かを表す単位です。例えば、大気中の汚染物

質の濃度を示す場合、１立方メートルの大気

中にその物質が１ 含まれているときを１

（容積）といい、 また、水中の汚濁物質では

１トンの水の中に１グラム含まれているとき

を１ （重量）といいます。

ＰＲＴＲ

環境汚染物質排出・移動登録（

）のことです。

事業者自らが、対象となる化学物質ごとに工

場・事業場からの環境への排出量や廃棄物と

しての移動量を把握して、その結果を行政に

報告し、行政がそれらを何らかの形で公表す
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るシステムを指します。

微小粒子状物質（ＰＭ２ ５）

大気中の浮遊粒子状物質の中で、粒径

μ 以下の小さな粒子状物質のことをいい

ます。微小粒子状物質はその粒径が小さいこ

とから、肺の奥深くまで入り込み、健康に影

響があるとされています。

平成 年９月に、新たに微小粒子状物質に

係る環境基準が定められました。

ふ
富栄養化

太陽光線を受けると藻類などの植物性プラ

ンクトンが増殖し、冬になるとこれらが枯死

し腐敗する過程で窒素やりんを水中に放出す

ることになります。このサイクルによって、

湖沼などの閉鎖性水域で栄養塩類の濃度が増

加していく現象を富栄養化といいます。

本来は数千年かかるこの現象が、近年では

生活排水などが流れ込むことによって急激に

加速されています。富栄養化状態になると植

物プランクトンが異常繁殖し、赤潮やアオコ

が発生しやすくなります。

浮遊粒子状物質

大気中に浮遊している粒径 μ 以下の粒

子状物質のことをいいます。大気中での滞留

時間が長く、呼吸器系に影響を及ぼします。

フロン（類）

炭化水素の水素原子のいくつかが、塩素原

子とフッ素原子とで置きかえられた人工のガ

スで、「フロン排出抑制法」ではクロロフル

オロカーボン（ＣＦＣ）、ハイドロクロロフ

ルオロカーボン（ＨＣＦＣ）、ハイドロフル

オロカーボン（ＨＦＣ）のうちオゾン層破壊

又は地球温暖化の原因物質を「フロン類」と

いいます。

熱に強く冷媒、溶剤として優れた性能を持っ

ており、エアコンや冷蔵庫のほか、半導体産

業での洗浄剤、断熱材の発泡剤としても広く

利用されています。

しかし、成層圏のオゾン層を破壊し、地表

への有害紫外線を増加させたり、温室効果ガ

スとして地球温暖化の原因となったりするな

ど、人間や生態系に影響を及ぼす恐れがある

として国際的に問題となっています。

粉じん

気体中に浮遊している微細な粒子状物質の

総称。大気汚染防止法では、物の破砕、選別

その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、

又は飛散する物質を「粉じん」と定義してい

ます（第２条第８項）。さらに、粉じんのう

ち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ず

るおそれがある物質で、政令で定めるものを

「特定粉じん」、特定粉じん以外の粉じんを

「一般粉じん」とし（同条第９項）、特定粉

じんについては規制基準を、一般粉じんにつ

いては、その発生施設について構造・使用・

管理に関する基準を定めています。

へ
Ｂｑ（ベクレル）

放射能（放射線を出す能力）の強さを示す

単位であり、１ベクレルは１秒間に１つの原

子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量を示

します。

ほ
放射線・放射能・放射性物質

放射線とは、ある特定の原子核が別の原子

核に変化（壊変または崩壊）する際に放出さ

れる高速の粒子や、高いエネルギーを持った

電磁波のことをいいます。放射線には、α（ア

ルファ）線、β（ベータ）線、γ（ガンマ）

線、中性子線などいくつかの種類があります。

一方、放射能とは、放射線を放出する能力の

ことをいい、放射線を放出する物質を放射性
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「一般粉じん」とし（同条第９項）、特定粉

じんについては規制基準を、一般粉じんにつ

いては、その発生施設について構造・使用・

管理に関する基準を定めています。

へ
Ｂｑ（ベクレル）

放射能（放射線を出す能力）の強さを示す

単位であり、１ベクレルは１秒間に１つの原

子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量を示

します。

ほ
放射線・放射能・放射性物質

放射線とは、ある特定の原子核が別の原子

核に変化（壊変または崩壊）する際に放出さ

れる高速の粒子や、高いエネルギーを持った

電磁波のことをいいます。放射線には、α（ア

ルファ）線、β（ベータ）線、γ（ガンマ）

線、中性子線などいくつかの種類があります。

一方、放射能とは、放射線を放出する能力の

ことをいい、放射線を放出する物質を放射性

物質といいます。

も
モニタリングポスト

空間放射線量率を連続的に測定するもので

あり、県内６か所（健康環境センター、５地

域振興局（鹿角・山本・由利・仙北・雄勝））

に設置しています。 時間連続して放射線の

モニタリングを行い、観測結果を原子力規制

委員会のウェブサイトにおいてリアルタイム

で情報提供しています。

ゆ
有害大気汚染物質

継続的に摂取した場合に人の健康を損なう

おそれのある物質で、大気の汚染の原因とな

るものをいいます。現在、有害大気汚染物質

に該当する可能性がある物質として２４８物

質がリストアップされており、そのうち、ト

リクロロエチレン、ダイオキシン類など２３

物質がモニタリングなどの優先的な取組物質

となっています。

よ
横出し施設

国の法律では規制対象外となっている事業

場等について、地方公共団体が自然的・社会

的事情を考慮して、条例で必要な規制を行う

場合がありますが、このような事業場等を横

出し施設と呼んでいます。

る
類型指定

環境上の条件は、個々の地域又は水域の利

用の形態により多種多様です。したがって、

行政の目標である環境基準も、これに対応し

て、吟味されなくてはなりません。人の健康

に直接影響する汚染物質の濃度等については、

地域又は水域ごとに基準が異なることはまず

考えられませんが、生活環境の保全に係る環

境基準については、地域・水域の利用形態を

考慮する必要があります。こうしたことから

国では、生活環境に係る水質環境基準につい

て、河川、湖沼、海域ごとに利水目的に応じ

た２以上の類型を設け、騒音に係る環境基準

については、「特に静穏を要する地域」、「主

として住居の用に共される地域」、「居住・

商工業が併存する地域」などの類型を設けて、

類型別の基準を設定しており、都道府県が基

準に基づき具体的に地域にあてはめ、指定し

ます。

れ
レッドデータブック

絶滅のおそれのある野生動植物をリスト

アップし、それぞれの絶滅の危険度ランクを

記載した本のことです。環境省、県などから

発行されています。

ろ
ロット調査

カドミウムによる汚染米が発生する恐れが

ある地域では、汚染米の流通を防ぐために、

生産者から出荷されたロット（出荷単位）毎

に、食品、添加物等の規格基準に準じて、米

のカドミウム濃度の調査を行います。これを

ロット調査といいます。
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